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平成23年11月21目

都道府県医師会　介護保険担当理事　　殿

日本医師会常任理事

　　三上　裕司

「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業

　　　　（特定の者対象）の実施について」の送付について

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、本年6月に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律」が国会で成立・公布され、それに伴い、平成24年4月1日より、一定の研修を受

けた介護職員等が一定の条件下においてたんの吸引等を実施することが可能となりまし

た（新養成課程の介護福祉士については、平成27年4月1目より実施可能）。

　本制度施行に関しては、先般、特別養護老人ホーム等の施設等で、「不特定の者」に対

する介護職員等のたんの吸引等の実施に関する研修事業の実施要綱について、本会より

貴会宛てに「「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施

について」（平23．10．14付（介69））とする文書をご送付したところです。

　今般、厚生労働省より、重度障害者等の「特定の者」に対する介護職員等によるたん

の吸引等実施のための研修事業実施要綱が示され、都道府県知事あてに送付されました

が、本会においても入手いたしましたのでご送付いたします。なお、各都道府県行政担

当部署より貴会にご相談及び事業への協力要請等あった場合には、その趣旨をご理解の上、

よろしくご高配いただきたくお願い申し上げます。

　また、同目発信されたr社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行につい

て（喀痰吸引等関係）」とする通知につきましても入手いたしましたので、参考までに併せて

ご送付いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
（添付資料）

・平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（特定の者対象）の実

施について

　　　　　（障発1111第3号　平23．11．11厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

・社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について（喀痰吸引等関係）

　　　　　　　　　　（社援発1111第1号　平23．11．11厚生労働省社会・援護局長通知）

以上



｝八脚

㊥ 障発1111第3号
平成23年11月11日

社団法人日本医師会会長殿
♪　・　一

……・・一
平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業

（特定の者対象）の実施について

　今般、平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（特定の

者対象）について、別添のとおり、各都道府県知事あて発出しましたので、貴会会員に

周知いただきますとともに、本研修について特段の御配慮をお願い致します。
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障発1111第2号
平成23年11月11日

各都道府県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　F　　’“廓再　一鴨＝一4、

　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　　　　　　　　重ヂ’　げ、　轟’』　！

厚生労働省社会’援護局障害保健福 竚恬i1纈1副
　　　　　　　　　　　　　　　　茎

平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業

（特定の者対象）の実施について　　　　　　　　　　　　　　’

　介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法

律第72号）については、第177回通常国会において成立し、平成23年6月22日

に公布され、平成24年4月1日より、一定の研修を受けた介護職員等が一定の条件の

下にたんの吸引等を実施することができることとなる。介護福祉士については、平成

27年4月1日より、たんの吸引等が業務として位置づけられ、それ以前は、上記一定

の研修を受けることにより、平成24年4月1日よりたんの吸引等を実施することがで

きることとなる。

　本法律の円滑な施行に資するため、今般、都道府県が行う介護職員等に対する研修の

具体的な実施方法について別紙のとおり「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等

の実施のための研修事業実施要綱（特定の者対象）」を定めたので通知する。

　なお、本法律の施行に当たっては、「特定行為」を適切に行うために必要な知識・技

能の修得を終えている者（修得中であって、その修得をこの法律の施行後に終えた者を

含む。）について、都道府県知事は喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知

識技能を有する旨を認定し、「認定特定行為業務従事者認定証」を交付することができ

ることとされており、本研修を修了した者についてもこの経過措置の対象となるので御

留意願いたい（改正法附則第14条第1項）。



、

平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業実施要綱

　　　　　　　　　　　　　（特定の者対象）

1．目的

　平成24年4月1日から施行される介護職員等によるたんの吸引等の制度

化に向けて、居宅及ぴ障害者支援施設等において、必要なケアをより安全に提

供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成するこ

とを目的とし、研修事業を実施する。

2．実施主体

　　実施主体は、都道府県とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業

運営が確保できると認められる団体等に委託できるものとする。

　特に、「特定の者」研修については、例えば、これまで重度訪問介護により、

在宅における重度の障害者のたんの吸引を行ってきた経緯もあることから、

小規模な事業者が、当該研修を行うことも想定されるので、委託に当たって

は小規模な事業所にも十分配慮すること。

3．対象者

　　介護福祉士、障害者（児）サービス事業所及び障害者（児）施設等（医療機関

　を除く。）で福祉サービスに従事している介護職員、特別支援学校の教員、保

育士等’（以下「介護職員等」という。）、特定の者に対してたんの吸引等の行

為を行う必要のある者を対象とする。

4．研修課程及び研修の実施方法等

（1）研修課程において介護職員等が行うことが許容される医行為の範囲

　①たんの吸引（ロ腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）

　　・ロ腔内・鼻腔内にういては、咽頭の手前までを限度とする。

　②経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）

　　・胃ろう・腸ろうの状態確認、経管栄養のチューブの挿入状態の確認は、

　　定期的に看護職員が行う。

（2）介護職員等に対する研修課程について

①基本研修

　ア　講義

　（ア）平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養

　　　成事業（以下「指導者養成事業」という。）（これに相当すると都道府県
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　知事が認めた事業を含む。）を修了した医師、看護師、保健師又は助産

　師（以下「指導看護師等」という。）が、所定のテキスト又はこれと同

　等以上のテキストを用いて、介護職員等に対し、別表1の内容及び時間

　を満たす講義を実施する。ただし、「重度障害児・者等の地域生活等に

　関する講義」の科目については、当該科目について相当の学識経験等を

　有する者を講師として差し支えない。

（イ）講義の修得状況の確認は、筆記試験によって行うこととし、筆記試験

　の作成方針は次のとおりとする。

　　なお、筆記試験による知識の修得の確認の基準については、別途通知

　する方法による。

　i　基本方針
　　介護職員等が、医師の指示の下、看護職員等との連携によりたんの吸

　引及び経管栄養を安全に実施するための知識を修得していることを確

　認すること。

ii出題形式
　　客観式問題（四肢択一）

iii出題数

　　　20問
iv　試験時間

　　30分
v　出題範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　別表1の内容について試験問題を作成し、その試験問題の作成に当た

　っては、特定の分野に偏ることのないように留意すること。

vi　問題作成指針
　　細かな専門的知識を要求する問題を避け、医学的な問題に偏らず、た

　んの吸引及び経管栄養を中心とした内容となるよう配慮することし、問

　題の難易度は、講義の基本的な内容を理解した者の総正解率が9割以上

　となるような内容が望ましい。

イ　演習
（ア）たんの吸引（ロ腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）、経管栄養（胃

　　ろう・腸ろう、経鼻経管栄養）については、別表1の演習（基本研修に

　おける演習1’時間及び利用者のいる現場において利用者ごとの手順に

　従って実施する現場演習）を実施する。
（イ）演習の実施に当たっては、シミュレーター（たんの吸引用、経管栄養

　用）、吸引装置、その他演習に必要な機器（吸引用具一式、経管栄養用

　具一式等）を用いる。
（ウ）基本研修におけるシミュレーター演習は、イメージをつかむことを目

　的とするため、評価は行わず、利用者のいる現場において利用者ごとの

　手順に従って実施する現場演習後に評価を行う。
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（エ）演習を受けた介護職員等に対し、別添1の評価票を基本とし、特定の

　者ごとの実施方法を考慮した上で評価を行う。

（オ）評価票の全ての項目について指導看護師等が、「手順どおりに実施で

　きる」と認めた場合に、演習の修了を認める。

②実地研修

ア　実地研修は、基本研修の講義部分について知識が修得されているか筆記

　　試験により確認された者であって、演習について評価基準を満たした介

　　護職員等に対して、指導看護師等の指導の下、介護職員等に所定の実習

　　（別表2）を実施する。

イ　実地研修の具体的な実施方法は別添2の実地研修実施要領による。

ウ　実地研修の対象となる事業所・施設等については、以下の要件を満たす、

　居宅介護事業所、障害者（児）サービス事業所、障害者（児）施設（重症心身

　障害児施設等を含む。〉、特別支援学校等とする。

　（ア）利用者本人（本人の意思が確認できない場合はその家族等）が実地研

　　修の実施に協力できること。・

　（イ）医療、介護等の関係者による連携体制があること。

　（ウ）実地研修を実施する際、実地研修の場において指導看護師等を、介護

　　　職員等数名につき、1人以上の配置（実習先への派遣を含む。）が可能

　　　であること。

　（エ）指導看護師等は、指導者養成事業（これに相当すると都道府県知事が

　　認めた事業を含む。）を修了した者であること。

　（オ）指導看護師等による指導、確認を初回及び状態変化時に行い、初回及

　　び状態変化時以外の時は、定期的に指導看護師等による指導、確認を行

　　　うこととし、医師・看護師等と連携した本人・家族又は経験のある介護

　　職員等が実地研修の指導の補助をすることも可能とする。また、指導看

　　護師等は、実地研修の評価を行うものとする。

工　実地研修を受けた介護職員等に対し、別派3の評価票を基本とし、特定

　　の者ごとの実施方法を考慮した上で、評価を行う。．

オ　評価票の全ての項目について指導看護師等が、連続2回「手順どおりに

　　実施できる」と認めた場合に、実地研修の修了を認める。

カ　r特定の者」の実地研修については、特定の者の特定の行為ごとに行う

　　必要がある。なお、基本研修については再受講を要しないものとする。

5．講師．

（1）都道府県において、基本研修、実地研修の指導等を行う指導看護師等に

　対し、以下の①又は②のいずれかの方法により指導者養成事業を実施する。

　①厚生労働省が提供する、介護職員等への指導のポイント、評価基準等を

　　まとめた「指導者用マニュアル及びDV　D」を、都道府県において活用し、

　　　　　　　　　　　　ノ
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　　医師又は看護師等に対して、指導者講習（以下「講習」という。）を実施

　　する。

　　　講習を修了した者は、指導者養成事業報告書（別添4）を提出するもの

　　とし、これに基づき、講習を修了したと認める者に対して、都道府県から

　　「修了証明書」を交付する。

　②厚生労働省が提供する「指導者用マニュアル及びDVD』を、都道府県

　　において医師又は看護師等に配付し、「指導者用マニュアル及びD　V　D』

　　を用いた自己学習（以下「学習」という。）を実施する。

　　　学習を修了した者は、指導者養成事業報告書（別添4）を提出するも

　　のとし、これに基づき、厚生労働省から「受領書」を交付する。

（2）指導者養成事業（これに相当すると都道府県知事が認めた事業を含む。）

　により講習又は学習を修了した者が講師となる。

（3）基本研修（講義）のうち、「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義」

　の科目については、上記（1）にかかわらず、当該科目について相当の学識

　経験等を有する者を講師として差し支えない。

6．事業実施上の留意点

（1）基本研修のうち、講義は集合的な研修で差し支えないが、演習について

　はグループを編成し、効率的かつ実践的に実施すること。

（2）基本研修の講義については厚生労働省が提供するテキスト内容をまとめ

　たD　V　Dの視聴や、当事者や既に実務経験のある者による助言を加える等、

　適宜効果的な内容となるよう工夫すること。また、講師による質疑の応答

　については時間を確保すること。

（3）研修の実施に当たっては、研修開催日程、研修開催期間、研修定員等の

　規模等の設定について、現に勤務している介護職員等が受講可能となるよ

　　う開講日（曜日）、時簡等について工夫をするなど適宜配慮すること。

（4）都道府県の障害保健福祉主管課と老人保健福祉主管課が連携を図り、業

　　務を行う上で効果的な研修となるよう留意すること。

7．研修の費用

　　本事業に要する経費については、別に定める交付要綱に基づき、予算の範

　囲内で補助するものとする。

8．研修の委託に係る留意事項

（1）本研修の実施を団体等に委託する場合の要件は次のとおりとする。
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　　・講師、会場等の研修体制の確保が確実に行われると見込まれること。

　　・会計帳簿、決算書類等の整備及び適正な経理処理が行われると見込まれ

　ること。

（2）研修の委託を受ける者は、研修受講者に研修内容等を明示するため、少

　　なくとも次に掲げる事項を明らかにした規程を定めること。

　　・開講目的

　　・研修事業の名称

　　・研修実施場所

　　・定員

　　・研修期間

　　・研修課程

　　・講師氏名

　　・研修修了の認定方法

　　・受講手続

　　・受講料等

（3）研修の委託を受ける者は、研修の出席状況等研修受講者に関する状況を

　　確実に把握し保存すること。

（4）研修の委託を受ける者は、事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の

　　保持については、厳格に行うこと。

（5）研修の委託を受ける者は、実地研修等において知り得た個人の秘密の保

　　持について、厳格に行うとともに、研修受講者も秘密の保持について十分

　　に留意するよう指導すること。

（6）小規模な事業者が研修を実施することも想定されることから、委託先事

　　業者の規模にも配慮すること。また、「特定の者』の実地研修については、

　　利用者宅等で行われることから、利用者が利用している事業者等への再委

　　託についても併せて配慮すること。

（7）小規模な事業者であって、研修講師の確保が困難な場合には、都道府県

　　の医療関係職員等を派遣することも可能とすること。

（8）すでに重度訪問介護従業者養成研修を受講した者等であって、ごれまで

　　実質的違法性阻却で認められていたたんの吸引を修得している者につい

　　ては、経管栄養部分のみ受講希望があることも想定される。この場合、追

　　加的に「喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関す

　　る講義」及び「緊急時の対応及び危険防止に関する講義」のうち経管栄養

　　に関する講義（3時間）と、経管栄養に関する演習（最大1時間）の4時

　　間のみを受講することで足りるものとし、そうした研修の実施及び委託に

　　も十分配慮すること。
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9．実地研修における安全の確保等

（1）実地研修の実施者は、研修の宰施に当たり、別添2の実地研修実施要領

　　に従い、利用者（利用者に同意する能力がない場合にはその家族等）に対

　　し、実地研修の実施方法等について説明し、同意を得る等適切な手続をと

　　ること。

（2）実地研修において事故が発生した場合は、実地研修の実施者は速やかに

　　指導看護師等に報告し、適切な処置を講ずるものとする。また、その状況

　　を都道府県、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

　　ずるものとする。

（3）実地研修の実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

　　ついて記録すること。

（4）実地研修の実施者は、実地研修等の研修中の行為についても対象として

　　いる損害賠償保険に加入する等の適切な対応をとること。

（5）実地研修の実施者は、特に実地研修における安全の確保、知り得た秘密

　　の厳守について万全を期すよう研修受講者への周知徹底を図ること。

10　修了証明書の交付等

　（1）都道府県知事は、研修を修了した介護職員等に対し別添5－1により修

　　了証明書を交付するものとする。ただし、都道府県から研修の全課程の委

　　託を受けて本研修を実施した場合には、別添5－2により研修修了証明書

　　を交付するものとする。この場合、委託を受けた団体等は速やかに都道府

　　県に研修実施状況を報告すること。

　（2）都道府県知事は、研修修了者について、修了証明書番号、修了年月日、

　　氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し管理する。

11．報告

　都道府県は、本事業の実施状況を厚生労働大臣に報告するものとする。
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圃
科　　目 中項目 時間数

・障害者自立支援法と関係法規．
重度障害児・者等の地域生活等

・利用可能な制度 2
に関する講義

・重度障害児・者等の地域生活　等

・呼吸について

・呼吸異常時の症状、緊急時対応

・人工呼吸器について
～

」人工呼吸器に係る緊急時対応

E喀痰吸引概説
3

喀痰吸引等を必要とする重度
・口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引

障害児・者等の障害及び支援に
・喀痰吸引のリスク、中止要件、緊急時対応

関する講義
・喀痰吸引の手順、留意点　等

緊急時の対応及び危険防止に
●　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　，　一　一　雫　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　輯　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　雫　　一　　，　一　一　』　　一　一　　一　一　一　一　　一　一

E健康状態の把握
一　　一　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　量　　一　　－　　層

関する講義
・食と排泄（消化）について

・経管栄養概説

・胃ろう（腸ろう）と経鼻経管栄養
3

・経管栄養のリスク、中止要件、緊急時対応

・経管栄養の手順、留意点　等

・喀痰吸引（口腔内）

・喀痰吸引（鼻腔内）

喀痰吸引等に関する演習“ ・喀痰吸引（気管カニューレ内部） 1

・経管栄養（胃ろう・腸ろう）

・経管栄養（経鼻）

O　基本研修（講義及び演習）

　※　「重度障害児・者等の地域生活等に関する講義』については、研修の対象である行

　　為を受ける「特定の者」の状況等により必要となる講義内容を設定すること。（例：特

　　別支援学校の教員に対する研修における講義については、「地域生活』を「学校生活』

　　へ変更する等、対象者に応じた内容とする等。）

　※　演習（シミュレーター演習）については、当該行為のイメージをつかむこと（手順

　　の確認等）を目的とし、評価は行わない。実地研修の序盤に、実際に利用者のいる現

　　場において、指導看護師や経験のある介護職員が行う喀痰吸引等を見ながら利用者ご

　　との手順に従って演習（現場演習）を実施し、プロセスの評価を行う。
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國O　実地研修

ケアの種類 実施回数

ロ腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引

指導看護師等による評価（所定の判断

譓�）により、問題ないと判断される

ﾜで実施。

ｦ評価を行う際には、利用者の意見を聴

謔ｷることが可能な場合は、利用者の意

ｩも踏まえた上で評価を実施。

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養

8



（別添1）

＜ロ腔内吸引（通常手順）について記入して〈ださい＞ 基本研修（演習）用

違成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

y，璋“・

D㌘訟貢．婁．
ヒ’、∫一麟蕪嵐雄蕊嚢蕪雑蕪‘二灘酒醜一報～…’，㌔・　鷺　　　　緯、鰺・・

　一　高　　　一　　一

D1回目 2回目． 3回目・ で4回目
5回目，一　　　辱

4一干
@綜一野馳鞍｝」一…胞黛集熱弁麟韓・測　・一徳卓．鐘　　．・’4｝1暴～｝、，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

／ ／ ／ ／ ／

一潔　　　　　一．・謝ミ時」嚥額聴講二、験罵『・t㌧廉～薮鎌雑葦
．ζ．’

難鋸灘靉靆難道鴛蓬’一『垂黙戴 占暁一　　　　・層重盗｛一・．．『㌧’イ「一 》、一
，、．．、鑑成度臥掴瞥”　　　　　　　　　　一

訪問時、篤一回目の流水と石けんによる手洗いを清ませ

ﾄおく．
外から細首を持ち込まない．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．
ここまでは：、ケアの前に清ませておきます

①芳

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．
怎高ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
ﾁ液の貯留、出血、腫れ、乾燥などのチェックをしたか．

　＝　一一A

@r逆
C』②．き

●貰水と石けんで手洗い、あるL、は逮乾性擦式手指

ﾁ考剤で手洗いをする．
恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては
Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル操持方法を守っているか．

　一　㌧一㌔

xO」愚 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
　衛生的に、器具の取振いができているか．’カテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

詳④、岳 吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる● 衛生的に操作できているか．

｝．、ぬゼ

N蟻　一一計「・・r

●薬液浸漬注の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を洗い流す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを確認．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キ回パスカル以下、毎回毬惚の必要はない．

』誓醗・ 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか．

「吸引しますよ齢』と戸をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．
　　鷺ご一．
ｳψ議・

Q■ �}譲
黷Pミ鱗■イ繋欝．義　・舜琴ヤ．・

吸引カテーテルを口腔内にλれ、両頬の内欄、舌の上

ｺ周匝を吸引する．

・静かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり臭まで挿

@入していないか．

使用濟み吸引カテーテルは　　　　　コール
@つた　　　　　っ　　　　　　、　　．

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま涜浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分場物が残っていないか．

’櫛餐 消毒剤入り保春液を吸引カテーテル内に吸引する．

轟徴 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了’） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

揮学課　⑫、＝

（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

v消毒液の入った像存容器にもどす．

ま￥蕊ポ
A⑬蔚．二形　．・㌧ら

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに慶

ｷ．

關�｢をする．

・罵緒｛騒

黶@　q　　A

｡パぜ　…㌦

xヤ　“

茶ﾑ

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨鬱する．

恬�p者の顔e、呼吸状態等を観察する．
恚z引した物の量、性状等について、ふり遮り櫨記

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り退すかを聞いているか．

齟ﾉを最小限に、吸引できたか．
�p者の状聾観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを檀認．

z引したたんの量・色・性状を見て、た期こ異常は：ないか確認し

ﾄいるか．

k異常があった場合、家族や看護飾、医算に報告したか．感染の

♀喆E見につながる．）

片付け

@⑮
吸引びんの廃液量が70柑80馴二なる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑯ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

⑰ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
昆録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　卜E鑑総　タ・・．隙　灘アの僧職舞夢三．一難，、．鯵殿鷺蝋 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

♂一一一一層周聯一一ロー一一一一一一一一一一一一一一一甲一－－一一一一一一一一一一－一一一一一一一ロー一中卿周帰－一一一門一一一一一一一一一一一一一一『一一一一一一一一一一一、
1血　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

L＿一＿．一一＿＿一＿＿＿＿＿＿一一＿．＿一＿．＿＿．＿＿＿一．＿＿＿．＿＿＿＿．一＿．＿＿＿＿＿＿＿一一フ
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＜ロ腔内吸引（通常手順）について記入してください＞ 基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

、一一 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・、一・

1～’ @　　　　　目散碁　　　　、・．，　　　』　　一 6辱目、
7
回
目
一 8回目 9回目 10回目

，ぐ∫』．且ヨ，こ1 ／ ／ ／ ／ ！

、　　　　　　真二．　　　　　、’、＝暁、．閥ヤ≧・ヤ・♪　　　　　　　㌧・

♂獄　　　厩熱羊嶺凝　　　瀞・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　、
一』　ド，、　　、』ヤ芸　留意’点一 ’達成度記天禰、

訪問時、第一回目の流水と石けんによる手洗いを済志せ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①一

●和用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

怎高ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
ﾁ液の貯貿、出血、腫れ、乾燥などのチェックをしたか．

㊥．一・

x、

●葦水と石けんで手洗い、あるいは遮乾性標式手指
H嚢網で手洗いをする．

恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては

Zツシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか．

③1 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いがでをているか．
Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④．， 吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる． 衛生的に操作できているか．

⑤

●薬液浸漬蓬の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を浅い賞す
ﾆともに吸引カテーテルの月一を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを臨．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引Eは20キ回パスカル以下、毎回確認の必要はない．

⑤．演 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか．

「吸引しますよ卿』と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

吸引カテーテルを口腔内に入れ、両頬の内側、舌の上

ｺ周閣を吸引する．

・静かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり臭まで挿

@入していないか．

1⑦へ，．

�w
苟ﾕ　・ン麟一 コー使用済み吸引カテーテルは

@　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

・⑪二‡1一』 消毒剤入り保拝液を吸引カテーテル内に吸引する．

，⑪，1 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

．⑫圭1，
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ、繭考液の入った保襟容器にもどす．

，マ

D⑪」，』3一委．

手袋をぽずす〔手袋着用の場合）またはセッシをもとに反

ｷ．

��｢をする．

⑭1・．

●利用者に吸引が終わったことを告げ、観できる
鼾〟Aたんがとれたかを建鬱する．

恟阯p者の韻急、呼吸状態等を組察する．
恚z引した物の量、性状等について、ふり逼り櫨鬱
ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．

齟ﾉを最小眼に、吸引できたか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを櫨裡．

z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家族や看護莇、医師に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑮
吸引びんの鹿液量が70勾80暢になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑯ 薬液びんの液の覆りが少なければ取り換える． 薬液や水道水ほ継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

⑰ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，・｛卑｝一　7の飼数～’ 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください・

，

，一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一騨一一一一一一一一一聞一，一一一一一甲一一一甲一一－一一一一一，一一一一一一賜一一一甲一－。一一－一一一一一一一一卿一 A
」量重点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　I
l　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
L一一一一一一＿＿一一一一一＿＿＿一一＿一＿－一一＿＿一＿＿一一一一一＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一口ー，一ロー一一一一一一ロ’
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＜ロ腔内吸引（ロ鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入して〈ださい〉
基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、振かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

．1蟻蟻、1 E総継欝講灘i繋薯僕輪附’蘇，　．・、，　・二㌧　　　　，ヤ、・， ゴ1回目1 一2回目 3回目キ 4回目 5回目■

甑’t蝋瘢���蓬．’輝鐙．諏月・講寺“燧磯…犠華　』3・一一狸藻，錨』 ／ ／ ／ ／ ／

一廉簿難鯉事1讐・’罵　ム・『■・、命i瞬瑛蟹瞭漉熱｛　複欝・・聯蹴転i

@　，孕f 黙　棚蝿■　当卜謙・鰭讐．露鋒斜
離＝一

��ﾝ專籔袖、基点、鷺’一蔀 一膳 A違蔑虞記入椙茅

訪問時、第一回目の流水と石けんによる手漉いを済ませ

ﾄおく．
外から細葛を持ち込まない．

準備
医師・訪問看護の指示糊する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．
ここまでは、ケアの前に済ませておきます

き　一

ﾐ・’

決鼈

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境．利用者の姿勢を整える．

恁福ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
ﾁ液の貯貿．出血、腫れ、乾燥などのチェックをしたか．

・㌔一土； ●流水と石けんで手洗い、あるいは逮乾性標式手指
ﾁ舞踊で手洗いをする．

恤K要に疹じ未滅菌手袋をする．堵合によっては
Zッシを持つ．

利用者の体に授蝕した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢棲、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか．

．置．争轄：、

d．醗 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

舘ン　「　＼｝
g④．，ゴ 吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる・ 衛生的に操作できているか．

醸．“

鼇D．ぐ

@』

●薬液浸漬法の培合、吸引器のスイッチをλれ～

��zって吸引カテーテルの内腔を洗います
ﾆともに吸引カテーテルの月露を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを櫨認．

衛生的に、器具の取扱いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回櫨縁の必要はない．

亨⑤二階 吸引カテ』テルの先端の水をよく切る・ よく水を切ったか

・鎧塾 『吸引しますよ～」と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

ロ鼻マスクをばずす． （注意）個人差があり、順番が前後することがある．・験1讐

秩狽秩E㌧“一＝

吸引カテーテルを口腔内に入れ、両頬の内劃、舌の上

ｺ周囲を吸引する．

・静かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり臭まで挿

@入していないか．

目鼻マスクを適切にもとの位置にもどす． （注意）個人差があり、順番が前後することがある．

』烈二・一隅．

D量⑳慧

凪ｴ，

辱使用涛み歌書1】情ノレ1ま　　　　　　　　　コー’レ

@　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま涜浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

驚⑰暴’ 消毒剤入り保祥液を吸引力テーアル内に吸引する．

　一、　㌦一

сw・
吸引善のスイッヂを煽る試吸引終了） 吸引器の機械青は、吸引が纏わったらできるだけ早く消したい．

財一r’

s土
A＃　　い

（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを適時管からはず

ｵ、消毒薬が入った像存容器にもどす．
蕪
．
署
一
一
碧
驚

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに慶

ｷ．

關�｢をする．

喜平螺・

C蕪驚

麻Yマ～
@　■　　　　〔　　■　　　　『

P鮮・

A㌃一互、；～

●利用者に吸引が終わったことを告げ、櫨認できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨鬱する．

恬�p者の魔包、呼吸状撃等を観察する．

恊l工呼吸器が正常に律勒していること、同臭マス
Nの装着がいつも通りであることを櫨鬱する．

恚z引した物の量、性状等について、ふり返り権鬱
ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り遇すかを聞いているか．

l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を確認しているか．

�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後．口詮内に出てきていないかを櫨認．
z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか建隠し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家族や鴛画師、医鰯に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑰
吸引びんの廃液畳が70勾80髄になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑪ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは粟轟の後に記録する．）

　
　
　
　
弓
⑲
　
　
　
　
　
手
　
　
　
　
※

・アの個ゼ、、鱗糠蝦蒸　　。、求：鵬群 個 個 個 個 個

手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

∫血　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
1　※特定の利用者における個淵の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
』一一■」一一一一一一■トー一一一一一ロー一一－一一一■一一■畠一一■幽一口ロ，r・一一一一一一一り一一ロー一一－一中r■一一一一一一一暑一ロ匿一華騨■トー一一一甲－騨帰一一一■一一一一－一一』～
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＜口腔内吸引（ロ鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入して〈ださい＞
基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ，留意事項に記載されている細目レベルで、益かしたり間違えた．

ウ、手順について核かした

回数、 6回目 7回目一 β回目， 9回目 10回目

月日一掃　　　ツ、．5　　　　　　　　」”，、 ノ ノ ／ ／ ／

比・・ D瞬間、．・一と一

寧　　　手口ざ Y留意点一二 謹戒度記入欄　　　　　　『

’

訪問時、第一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

準備 医卸・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恁福ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
ﾁ液の貯留、出血、腫れ、乾燥などのチェックをしたか．

②，

●貰水と石けんで手洗い、あるいは速乾性偉式手摺

ﾁ考剤で手漉いをする．
恤K要に応じ未滅曹手袋をする．場合によっては：

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか．

③ 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④ 吸引力トテルを吸引鼎こヨ臨書した接続管につなげる． 衛生的に操作できているか．

⑤
．
、

●薬液浸漬差の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を洗い表す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを建認．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

⑥， 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか

⑦1 「吸引しますよ一」と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

口臭マスクをはずす． （注意）個人差があり、順番が前後することがある．◎報

J、ご

吸引力テー・テルを口腔内に入れ、衙頬の内割、舌の上口

ｺ周囲を吸引する．

・瀞かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり奥まで挿

@入していないか．

ロ鼻マスクを適切にもとの位置にもどす． （注意）個人差があり、順番が前後することが侮る．

コー一」 J一’な

使用済み吸引カテーテルは　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテー予ルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

J←テルに分泌物が残っていないか．

⑫．． 消尭剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

⑪・1 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は：、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

⑭’
（薬液浸漬法の婚合）吸引カテーデルを連結管からはず

ｵ、消毒薬が入った保存容器にもどず．

⑮1
手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに慶

ｷ．

關�｢をする．

⑯』

●利用者に吸引が終わったことを告げ、砲できる

･合、たんがとれたかを櫨極ずる．

恬�p者の顔色、呼吸状態等を観察する．
恊l工呼吸器が正常に館黝していること、目鼻マス
Nの装着がいつも通りであることを櫨超監する●

恚z引した物の量、性状等について、ふり逼り穆鬱

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は：

烽､一回繰り返すかを聞いているか．

l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を櫨隠しているか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを確認．
z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はない力囃し

ﾄいるか．
i異常があった場合、家族や看護飾、医師に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

P
吸引びんの鹿液量が70～80悌になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑪ 薬液びんの液の覆りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

⑬ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

アの個数、　　　　　　　　・・、“　　　　　　　　　博 個 個 個 個 個

※手引きの手順を捷かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

’竃互　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位や◎Kサイン等）について・把握した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l一＿＿＿＿一＿＿＿＿＿一＿一一＿＿一一＿一＿一＿一一＿一一一一一一－＿＿一＿＿一一＿＿＿甲轟燭一口ー輯ロー一一一一一甲一」

12



＜鼻腔内吸引（通常手順）について記入して〈ださい＞ 基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に紀裁されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

薫齢蔑灘簸繋駕暮鎌翫離・，、回蜘耀濠、陣一　、麹．、、．♀描奪．隷、芝増 　　　、－一
D，1回目，

　｝
E2回目「・ 、3回目一 ㌃4回目⊥． 5回目」

誤、き　．■婦…　　　　　　、雨月甘．碧解．．、．蜘蕪蒸難、簿瀦簸養7麟参鶏 ／ ／ ／ ／ ／

轟．　認謎　藷、，、．鰍．出．、、．、慈葺、篤曝ゴ、干，懸難響購ヌ、麟■詩　蕪雑認．

　　～　　　　　　　　　　　　　　　・へ、・

U　　　　∫騨麟蹴イ’r
1マ一 黶�

w離婁桑こ1影響，塞、食鷹：欝爾一’・　　　　　　　　　r　■　　『　　　　　■　　一 　　　　　　　　　・　　　一@　一マ＿、
e黛♪　　、遭劇蛇入概二鳩軸’

防問晦、第一回目の潅水と石けんによる手洗いを済ませ
ﾄおく．

外から細菌を捷ち込まない．

準備 医飾・訪問量護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．
ここまでは、ケアの前に済ませておきます

し．①魅

●剰用者‡人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
o血、腫れなどのチェックをしたか．

て　一

@　よ■』－尭②摩『争疏薄孕

●流水と石けんで手洗い、あるいは達乾性標式手指
ﾁ春剤で手洗いをする．

恤K要に応じ未裁薗手袋をする．場合によっては1

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の芋洗いを行っているか．

關�｢後．決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか・

ぎ③」二 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

で④磐 吸弓1カテーーテルを吸引器に：連結した接続管につなげる・ 衛生的に操作できているか．

垂
1
⑤
箆
，
誇
撫
ヤ
ー
　
胃
■
　
七

●薬液浸漬法の場合、吸引器の冬イッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を洗い流す
ﾆともに吸引カテーテルの口囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを確認．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

い響β棄
吸引カテーテルの先端の水をよく切る。 よく水を切ったか．

「吸引しますよ～』と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．
　㌧記一’

｣鰻1

瑞浴@　灘義

ﾆ轟　　　青一箱蒔一『

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内
ﾌ奥に入れる．

恚z引カテーテルを手で操作する場合、こよりを
ｬるように左右に回転ししゆっくり引き抜きながら

z引する．

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか．

K切な角慶の調整で吸引カテーテルを臭まで挿入できている
ｩ．

z引カテーテルを左右に回転させながら引き抜いているか

使用済み吸引カテーテルは　　　　　コー

@　一　　　　　　　　　　　　い　　　．

外側に分泌物がついたカテーーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

i・薮鍵 消毒剤入り保存液を吸引力庁一テル内に吸引する．

．幹［・＃、＝．

蛹ｮ！ 吸引器のスイッチを切る．（吸引縫了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

．襟1瓢：㌔ （薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ｛講舞楽が入った保存容器にもどす．

慧塗，，

ｹ歌繁亨一

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに浸

ｷ．

關�｢をする。

　　　■　糖ﾄご旨｝、．ニ

}巳ヤr

D
鍍
薫
⑭
∫
；
』
慧
i
し
、
．
富
・
，
一
・
・
巽
一
聯
一
・
戚
輩
．
二
璽

●利用者に吸引力｛終わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨鬱する．

恬�p者の蔵包、呼吸状態等を観察する．
恚z引した物の量、憧状等について、ふり逼り櫨鬱

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は
烽､一回繰り逼すかを聞いているか，

齟ﾉを最小艮に、吸引できたか．

�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻
ﾝ管が吸引後、抜けていないかを確認．
z引しただんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか。

i異常があった場合、家襲や警護師、医師に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑮
吸引びんの鹿液量が70旬80鷲になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

㊦ 集液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える

評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
肥録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

⑰
　
　
　
　
　
手
　
　
　
　
※

一・
個 個 個 個 個

手引きの手順を叛かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

f雌点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について・把握した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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＜鼻腔内吸引（通常手順）について記入して〈ださい＞ 基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一
ｵ　　　　　　　　　　　回数。 6回目 7回目． 8回目 9回目 。10回目

一　　　　　　　　　　　　　　　月日・ ／ ／ ／ ／ ／

時国．

口童貞’ 遺戒度祀入欄一ξ

訪同時、第一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

準備 医師訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは潔族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

　｝　　　　　　　，

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．
恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

o血、量れなどのチニンクをしたか．

②・

●流水と石けんで手洗い、あるいは1遼乾性標式手招

ﾁ毒剤で手洗いをする．
恤K要に応じ未減葺手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に撞蝕した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか．

⑳’ 吸引力肖一テルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取扱いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④i 吸引カテ」一テルを吸引器に連結した接続管‘こつなげる． 衛生的に操作できているか．

　　■

D．

●薬液浸漬蓬の場合、吸引5のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を浅い流す
ﾆともに吸引カテーテルの口霞を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを櫨認．

衛生的に、器具の取扱いができているか．
z引圧は：20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

⑤r 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか．

．⑦吾こ・ 「吸引しますよ旬』と声をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内

ﾌ臭に入れる．
恚z引カテーテルを手で操作する場合、こよりを
Cるように左右に回転し、ゆっくり引き援きながら

z引する

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか．

K切な角度の調整で吸引カテーテルを奥まで挿入できている

ｩ．

z引カテーデルを左右に回転させながら引き抜いているか

　　“ど∫
@N受洗5⑨，．

レコー使用済み吸引カテーテルは

@　一　　　　　　　　　　　　　い　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

、⑩』、 消毒剤入り像存液を吸引カテーテル内に吸引する．

⑪・㌃ 吸引器のスイッチを切る。〔吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

⑫乖一
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からiよず

ｵ、消舞楽が入った爆存容器にもどす．

　一一、“

L残・
手袋否まずす〔手袋着用の場合）またはセッシをもとに反

ｷ．

關�｢をする．

　　一茂1・，

@．論．

@⑭㌧

@．4¶一
ﾔ』’1

●利用者に吸引が整わったことを告げ、翻できる

鼾〟Aたんがとれたかを嘘鬱する．

恬�p者の顔色、呼吸状態等を観察する．
恚z引した物の量、性状等について、ふり返り確認

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．

齟ﾉを最小幅に、吸引で音たか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、被けていないかを確認．
z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．
i異常があった場合、家族や看護師、医師に報告したか．感染の

♀匇ﾏにつ参がる・）

片付け

N
吸引びんの鹿液量が70勾80覧になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑮ 薬液びんの濠の残りが少なければ取り換える． 藁液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える

⑰ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは薬石の後に記録する．）

アの個数、 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

　一一一一一ーロー一一一一一一一一一一－“一一一甲一一一一一一一一一一一一一一一一一甲一一一一一一一一－一一層一一一一一一一一一一一一一一－－一一一一一一一一一一口』一一一一、

r血臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について・把握した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1㌧一一一一一一一一一一＿一一一一一一一一－一一一一一一一－一一ロー一軸一一一一一ロー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ロー一一一一督－一一甲一一一一一一一一一一一一
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＜鼻腔内吸引（ロ鼻マスク・鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入＞
基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、櫨かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

盤癬櫨轡　輔糠1馨璃ゼ償・凝ぼ縦調ヤ’唐，二二霜ン讐唄繋紅’　薫欝・ 、1回目 2回B 3回目一 、4回8、
一一

T回目

　　　　、　　　覇酒懸欝欝簸織美事尊こ1毒　灘鷺嚢ii ／ ／ ／ ／ ／

恥　　　　卜　幸・ザ厳欝聾懸壷・礁燐ぎ槻・瓢鍵講叢雲“
一義・

羅｝黙躍灘融願1、慧鎌’繋ぐ ブペ 湯ｱ薫糠韓i■象噂翼贈・’麟藻恥 ↓考■F■ ，、遼顧記入甘1、
「　、　一

訪同時、第一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませ
ﾄおく．

外から細葺を持ち込まない．

準備 医算・坊間看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に俳優を聞く．
ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①！

@、　　　→

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

o血、腫れなどのチェックをしたか．

館
⑦
、

●流水と石けんで手漉し＼あるし、1よ遼乾性標式半幅

ﾁ考鴛で手洗いをする。
恤K要に応じ未裁曹手袋をする．場合によっては：

Zッシを持つ．

利用者の体に挫蝕した後、吸引前の手洗いを行っているか

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか

甚

吸引カテーテルを不潔にならないように敗り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．
Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

噛　－、、

@看

吸引カテーテルを吸引器に連結した擁綾管につなげる● 衛生的に操作できているか．

、　rト　与　　　「

｡榎
D，丸D

三
1
｛
．

●叢濃浸漬法の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を論い達す
ﾆともに吸引カテーテルの周■を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを確厘．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

．　。“，　・

E⑤一＝∫ 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか

上ヤ・

｡ゆ翠 r吸引しますよ一」と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

目鼻マスクまたは鼻マスクをはずす． （注：）個人蓑があり、順番が前後することがある．嶺難

ﾈ隠

●豪雪1カテーテルを陰Eをかけない状態で鼻腔内

ﾌ奥に入れる．
恚z引カテーテルを手で操修する婚合、こよりを

Cるように左右に回転し、ゆっくり引き櫨きながら

｠引する．

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか．

K切な角度の調整で吸引カテーテルを臭まで挿入できている

ｩ．
z引カテーテルを左右に回転させながら引き抜いているか

口臭マスクまたは鼻マスクを適切にもとの位置にもど
（注意）個人差があり、順番が前後することがある．

灘
　
き
環
斯

使用済み吸引カテーテルは　　　　　コー

@　’　　　　　　　　　　　　い　　　．

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（＊道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

’『恥蟻鴇．．

ﾋ・亀・ 消毒剤入り像存液を吸引カテーテル内に吸引する．

y一藁悉熱
D⑪叢誌．“、．、

吸引器のスイッチを切る．（吸引織了） 吸引器の綾械音は、吸引が終わったらできるだけ早く満したい．

潮「一
J
⑭
．
選

（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ消毒剤の入っている保存容器にもどす

滋覇
X
桑
纂
　
．
・

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに蔑

ｷ．

關�｢をする

．一 鮪O
@・勲臣　！

D干

ﾅ
占
．
難
．
一
マ
A
　
k
，
．
ゆ
1
曇
『
’
一
聖
二
・
7
識
ゴ
㌧
電
　
　
　
一
一
1
　
　
　
　
と

●利用者に吸引が纏わったことを告げ、篠露できる

鼾〟Aたんがとれたかを篠鬱する．

恟阯p者の顔色、厚吸状態等を観察する．
恊l工呼吸器が正常に修難していること、口臭マ
Xク・鼻マスクの装着がいつも遺りであることを

福Tする．
恤ﾇ書1した物の量、性状等につし、て、ふり返り膿鬱

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．

l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状聾を確認しているか．

�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では：、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを確望．

z引したたんの量・e・性状を見て、たんに異常はないか確鬱し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家族や看護虜、医師に報告したか．肇染の
♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑰
吸引びんの廃液量が70解80瓢になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適1捨てる．

⑪ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える

⑲ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは粟覇の後に記録する．）

点真・

E“
�ｾ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■r

ｸ、㌦ @輪、、　爵．　脚　　、～二
　　　　　　　　　　　　　　　　　、″ﾎ灘纂講麟，，機蝶鍵鑑．． 個 個 儘 個 個

※手引きの手順を抜かした9、間違えた内容を具体的に記述してください．

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

r雌五’””一一”””一一””””一一””””一一”一口””一’”一”一”一二一”－一一’””””一”一””一一”、
1　※特定の利用者における個別の留重点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施する』と．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹

L一一＿一＿一＿＿＿＿＿一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿ロ＿＿＿＿ロ＿一＿一ロー＿＿一一＿＿一＿＿＿＿一一＿’
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＜鼻腔内吸引（ロ鼻マスク・鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入＞
基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている。

C．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

E．手順について披かした

・・一 @　　　　　　　　　　　　　　回数 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目

月日 ／ ／ ノ ／ ／

時間』一

7手口　　　　　　　　　．　
口’ ｶ貞’． ・・@　達成度紀入欄

訪問時、繁一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

準備 匿飾・訪問看護の指示を穣鬱する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①一．

●剰用者本人から吸引の俵綾を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．
恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある暁だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
o血、腫れなどのチェックをしたか．

●

②

●流水と石けんで手洗い、あるいは達乾性標式手指

H考朔で手漉いをする．
恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか

關�｢後、決められた吸引カテーテル操持方法を守っているか

③、　　髪 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取換いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④．、い 吸引カテーテルを吸引器に連結した憧続管につなげる． 衛生的に操作できているか．

⑤1下

●薬液浸漬法の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内旋を洗い養す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを寵穏．

衛生的に、器具の取扱いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下．毎回確認の必要はない．

．ゆ1 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか

⑦1 「吸引しますよ～」と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

　　マD樋． 目鼻マスクまたは鼻マスクをはずす． （注：）個人差があり、順番が前後することがある．

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内

ﾌ奥に入れる．
恚z引カテーテルを手で操修する場合、こよりを
Qるように左右に回転し、ゆっくり弓1き叛きながら

z引する．

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか・

K切な角度の醐整で吸引カテーテルを奥まで挿入できている

ｩ．
z引カテーテルを左右に回転させながら引き咳いているか

』1畷 口臭マスクまたは鼻マスクを遭切にもとの位置にもど （注：）個人差があり、順番が前後することがある．

使用済み吸引カテーテルは　　　　　一
　　ト　　」　、

A二⑪受

D“、｝

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

⑫1 消毒剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する・

、＝『 b　・

A、⑬采 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

．④・
〔薬液浅漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からは：ず

ｵ消毒剤の入っている保存容器にもどす．

⑮．・・

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに侵

ｷ．

關�｢をする．

　　t

D⑮㌣

●剰用者に吸引が綾わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを硫鬱する．

恬�p者の顔色、呼吸状態等を観察する．
恊l工呼吸器が正常に儒猶していること、口臭マ
Xク・鼻マスクの装着がいつも通りであることを

m認する．
恚z引した物の量、性状等について、ふり選り建記

ｷる．

本人の意志を穣鬱しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．
l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を確認しているか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを膿駕．

z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．
i異常があった場合、家族や看護虜、医廣に報告したか．感染の

♀匇ﾎ見につながる．）

片付け

P
吸引びんの鹿液量が70師80鷲になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑪ 楽滅びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は1継ぎ足さず、ビンごと取り換える

⑲ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば鞭合する．
記録し、ヒヤリハットがあれば綴告したか．

kヒヤリハットは薬嚢の後に記録する．）

’「『 @　　　　　　　　　　　　　　　　　アの個数∵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一Pへ　こ

@・こい一　コ～t、 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

1’騾馬為蔦；鰯轟粥羅黒藤藤ヨ葛⊇訓；ξ藁；π糠藁葺；晃難；蒙’』∫’”””皿”””’”u
t一一一一一一一一一一一一－一軸一一一一－一層騨一一一一一一一一一一一一－一一一一ロ，一軸｝一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一－一一－一一一一一一－一一一一一一」

16



＜気管カニューレ内吸引（通常手順、人工呼吸器未装着）について記入してください＞ 基本研修（演習）用

達成度

ア．手弓1きの手頚通りに実施できてし、る・

イ．留意事項に記載されている細目レベルで．抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

D〒」、　〆滞鍛欺蜜蝋　　　　濃ひ，回廊　一「「・瓶　’｝書’醤三隅。3　霞鞭降齢』、一
　一　　　　一　　　一

C」回比し ・2回目、 高R回目1
－’4回目、

5回目

”　、こ「’轟瀬愚ミr漁’y塁蜜強陣三月画嚢懸蘇蒙暴榔黛編鞍懸無漁業総爆導 ／ ノ ／ ／ ／

一毛一“脳『・燃一 ﾘ鞍溝贈遊興i難ヒ糞，輝、暮欝軽畢饗叢叢嫌野駆’鍵

凝　鍵轟i藤〒．塚無事，，一薄曇コ 驚熱輩蕪　v螺賃・塞・・欝強靱F醗、・申ン， 一瞬雛ゼ』遣顧紅焔i：1こ、湿・“

訪問時、第一回目の流水と石けんによる手渋いを清ませておく． 外から細菌を梼ち込まない．

医師・訪問看護の指示を確鬱する．

準備

利用者本人あるいは家族に体舖を聞く． ここまでは、ケアの薗に燐ませておきます

気管カニューレに人工鼻が付いている場台、はずしてお（．

　ト

J．

●澗用者本人から吸引の仮綴を轟ける．あるいは、利用者

ﾌ意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を襲える．

恚C管カニューレの属囲、国定状態およびたんの貯留を示す

ﾄ吸膏の有無を観察する．

心裏性のある膚だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

C管カニューレ周囲の状懇（たんお吹音出し、震膚の艶素等）、国定のゆる

ﾝ、たんの貯留を示す曜吸音の有無などのチェックをしたか．

c　■4　〆

A一

●潅水と石けんで手洗し、、あるいは簸乾性建武手箱蒲毒剤

ﾅ手淀いをする
恤K餐に応じ未裁曹手袋をする．堰合によってはセッシを

揩ﾂ、

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢養、決められた吸引カテーテル像梼方珪を守っているか．

③・ 吸引カテー」テルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、蕃異の取換いができているか．

Jテーテルの先鰭をあちこちにぶつけていないか．

『④． 吸引ガテー」テルを吸引器に連結した接纏管1こつなげる・ 衛生的に橡作できているか．

彗　　■　’

黷秩f

吸引器のスイッチを入れる． 先端から約10cmのところを手袋をした手（またはセッシ）で持つ．

（薬液浸漬蓬の雲合）吸引カテーテルの割田、内達の箔毒液
�sり除《ため、専用の水を吸引し、貫目も荒う・

z引カテーテル生端の水を良く切る．
P回使用の場合は．このステップま不要．

消毒液を十分に洗い流したか。

z引圧の確通しているか・（毎回はβ要ない⊃

Jテーテルについた水滴をよくはらっているか．

「吸引しますよ一」と戸をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

手袋をつけた手（またはセッシ）で吸引カテーテルを気管カニュー

兼焉k約100m，に入れる．

二酷網羅識認裂欝匿論題．　吸λカテーテルは気管ニューレの矢継を饐えていないか．

　、、⑦階，　　、　南、1

ﾍ靆　5滲盗・’●ご一

オドテーテルを左右に回し帽ゆっくり引き鍍きながら、15抄駅内

ﾅ皇遡L

吸引中、直後の量者の呼吸状態。顔色に気をつける．異常があった場台、家

�竓ﾅ護師に口座に報告したか．

A圧をかけて吸引できているか．

z引の瞬間は適切か．

坑　一

使用法み吸引カテーテルは　　　　　一
@　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　一

@　　　　　一

気管カニューレを、アルコール纏で上から下まで一気にふき取っているか．

C管カニューレ内吸引カテーテル吸引専用の水で洗浄しているか・

ﾑんの液体を吸いすぎていないか、

Jテーテルに分泌物が残っていないか．
．＝，二Lτ轡 、　　●

へ　　一盛
閨A．聖■・

遍，忘 消毒剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

　マヤ
K、． 吸引器のスイッ予を切る．（吸引纏了） 吸引審の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

　　■こ＿一嘗

v＝一 Z，二｝ （薬漬浸漬渋の場合）吸引カテ一子ルを連結管からはずし、消毒剤

ﾌ入っている像存容器にもどす，

層■　　一

D⑭こu 手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに涙す．

闕ｷいをする．

、一　■

｢　　㌔
@　二』’A　『

E・ №P

●利用者に吸引が纏わったことを告げ．確認できる場台、

ｽんがとれたかを穂2する．
恍范p者の霞色、呼吸状態寄を耀察する．
恊l工呼吸器が正常に俸猶していること、目鼻マスク・

@マスクの装着がいつも透りであることを穣窪する．

恚z引した物の量、性状篤について。ふり叢り機翼する．

本人の童毒を種籾しているか．たんがとれ切れていない場合はもう一回繰り

Bすかを聞いているか．

ﾉみをあたえず、吸引できたか．

z引したたんの量・色・性状を見て、纂常はないか確認しているか．（異常が

｠った場合、家盤や看護師、医師に報告したか．感染の早期発見につなが
驕D）

Tイドチューブ付き気管カニューレの矯台、サイドチューブからも吸引する．

k吸引器の捷綾管とサイドチューブをつなくり

片付け

@⑮
吸引びんの匪液量が70御6磯になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑰ 消毒剤の漿液びんの液の残りが少なければ取り換える． 箔毒剤や奪用水は継ぎ足さず、薬液びんのセットごと敗り換えているか．

評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．

記録し、ヒヤリハットがあれば報告する．

iヒやりハットは業務の後に2録する．）

z引したたんに異常があった墨台、家族や看護師、医師に輻告したか．〔感

Wの早期発見につながる．）

　
　
　
　
弓
⑪
　
　
　
　
　
　
手
　
　
　
　
※

よ．．，　　　　　　・，・、＝　　蕊・こぎマ　　　　乱　　　刃

7面懸麟購鱗無ぎ桑轄競織驚塚灘i糞織 個 個 個 個 個

手引きの手順を械かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

置髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔
※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
※吸引カテーテルを単回使用する場合は、⑥、⑪、⑪、⑫のステップは省略できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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＜気管カニューレ内吸引（通常手順、人工呼吸器未装着）について記入して〈ださい＞ 基本研修（演習）用

違成度

ア．手書1きの手順遮りに実施できている．

C．留意事項に記載されている細目レベルで、歓かしたり国這えた．

E．手傾について板かした

回数 6回目 7回目 8回目 9回目、 10回目

月　日・ ！ ／ ／ ／ ノ

卑　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　帽　　」
�f1

手，．順．一 貿：■慮・ 達農産2人絹　　．、

訪問時．算一回目の流ホと石けんによる手洗いを許ませておく． 外から細菌を持ち込玄ない．

医師・勝闘看護の指示を確認する．

準幡
利用者本人あるいは家族に体調を聞く． ここまでは．ケアの誼に清ませておきます

気管カニューレに人工鼻が付いている場合、はずしておく・

　　一

@①
堰C壕

●剰用者本人から吸引の像頼を受ける．あるいは。利用者

ﾌ意思を確認する．

恚z引の環境．利用者の姿勢を整える．
恚C管カニューレの劇団、困建状態およびたんの貯留を示す

ﾄ吸音の有無を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
C管カニューレ属国の状態（たんお吹き出し、笈摺の免責等〕。固定のゆる

ﾝ、たんの貯留を示す呼吸音の有無などのチ功クをしため㌔

②、

●驚水と石けんで手浅い、あるいは遮乾性標式手指痢竃踊

ﾅ手渋いをする
恤K要に応じ家蔵曹手袋をする．鳩舎によっては：セッシを

揩ﾂ．

利用者の体に接触した綾、犠引首の手洟いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル像梼方法を守っているか．

，o 吸引力テーテ’レを不君にならなし、ように取り出す・
衛生的に、讐具の取扱いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④ 吸引カテ一子ルを吸引器に連結した篠簑管につなげる・ 衛生的に操作できているか．

⑤ヰ． 吸引器のスイッチを入れる．
先靖から約10cmのところを手袋をした手（またはセッシ）で持つ．

⑤
苫
、
　
、
・
．

（薬液浸漬まの零禽）吸引力予一テルの日面、内腔の蒲毒液

�Uり除くため、専用の水を吸引し、両日も洗う．

z引カテーテル受端の水を良く切る．
P回使用の場合は、このス予ツナよ不要．

消毒液を十分に洗い流したか．

z引圧の確塗しているか．侮回は必要ない）
Jテーテルについた水滴をよくはらっているか．

，⑦懲　・く

「吸引しますよ帥』と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準儲をしてもらえているか．

手袋をつけた手（またはセッシ）で吸引カテーテルを気管カニュー

兼焉i約100m）に入れる．

二器編毒誰鉱織驚誤難語鍛濃おく．　吸入カテーテルは気管ニューレの先嬉を越えていないか．

一
．
、
も
一
　
　
　
＝

カテーテルを左右に回し、ゆっくり引き敏きながら・15抄爆内

ﾅ雌

吸引中、直後の毫者の呼吸状態・顔色に気をつける．異常があった場合、家

ｰや看護師に即座に報告したか．

A圧をかけて吸引できているか．

z引の時間は適切か．

⑪』一
使用爵み吸引カテーテルは　　　　　コー　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　響　　　　　　一@　　　諏

気管カニューレを、アルコール綿で上から下まで一気にふき職っているか．

C管カニューレ内吸引カテーテル吸引専用の水で洗浄しているか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．
Jテーテルに分泌物が残っていないか．雌．

“⑪鞠 消毒剤入リ像存液を吸引カテーテル内に吸引する．

⑫．一↓』 吸引器のスイッチを切る．｛吸引織了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

⑬
〔薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からは：ずし、消毒剤

ﾌλっている像拝容器にもどす．

⑭㌧．1・
手袋をは：ずす〔手装着用の場合）またはセッシをもとに慶す．

關�｢をする．

⑮一

●利用者に吸引が纏わったことを告げ、穣認で青る場合、

ｽんがとれたかを鷺冠する．
恷wp者の顔色、辱吸状聾讐を裡察する，
恊l工呼吸器が正常に作働していること、目鼻マスク・

@マスクの装着がいつも過りであることを遭2する．
恚z引した物の量．惟伏笠について．ふり遮り穣鬱する．

本人の意毒を確窪しているか．たんがとれ切れていない場合は：もう一回繰り

Bすかを聞いているか。

ﾉみをあたえず、吸引できたか。
z引したたんの量・色・性状を見て、異常はないか穣記しているか．（異常が

｠った場合、家族や看護臼i、医師に報青したか．感染の早期先見につなが

驕D）

Tイドチューヴ付き気管カニューレの場台、サイドチューブからも吸引する．

i吸引器の搬続管とサイドテユーヲ憲つなくり

片付け

N
吸引びんの廃液量が70勘50判こなる麟に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑰ 消毒剤の薬液びんの液の残りが少なけれ，ば取り換える． 消毒剤や専用木は継ぎ足さず、薬液びんのセットごと取り換えているか．

⑭ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．

記録し、ヒヤリハットがあれば鞭費する．

iヒヤリハットは家務の綾に記録する．｝

z引したたんに異常があった場合、累歳や看媛飾、医師に報告したか．（慮

�ﾌ早期先見につながる．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アの個数’・
Hい

　卜
пE＝ 個 個 個 徊 個

※手引きの手顧を抜かしたり、間違えた内容を具体的に諏…逃してください．

一一一一一甲一一一一－一一一■隅一r匿一■■一幅一一■し，一一一“一一－唱一一帰一一一甲．一一一甲一一一，巾一一畢－一一一甲一一一一一一－事一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一甲一一一一一－甲一一一一一甲一一一一－一一一一一甲一一一輯一一 _
e量産直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
1※駝の糊都掛る闘の龍煎良好雄位や。Kサイン等）について、擁した上でケア誤射ること・　　　　　　　　　　　l
l　※吸引カテーテルを掌回使用する焔合は、⑤、⑪、⑪、⑫のステップは省略できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
覧、＿＿一＿＿＿＿＿一＿一－＿一＿＿＿＿＿＿＿＿一＿一一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一甲一一一一一一
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＜気管カニューレ内吸引（侵襲的人工呼吸器装着者用手順）について記入して〈ださい＞

遥成度

ア．手引音の手順通りに奥寛できている．

イ、留意事項に記載されている軸目レベルで、益かしたり間違えた．

ウ．手顧について撞かした

　　　珊　　　一

A、
ｮ．■．“■、｛’f・確報u．一＝r　　　　ご粘．二　　、一口盤・’　“畑薫塾・’h」一－　，‘二，ヤ．　　　　一一 1回β． 芋回目一 一3回目 4回目 5圃目

荷，“　桔　　・ 融鱈照ツ穆ど鍵　、雑恥鱈廟勲、旦立て騰難蕪葛融融襲土・誌鎌鎌二灘隷属1勝や腔 ／ － ／ ／ －

“㍗・ @一一・　鰍奮熱嶺適用婁慰楽藩饗鋳掛聴！採濾．景獣蘇曇馬韓簿

欝欝；．誠肝彫トー蝋殴』、．，ザ灘 鴫禅譲簿灘、綜竃．璽轟搬　一h轍磁・ 」榔

坊間時、篤一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませておく． 外から編目を持ち込まない．

医師・訪問看護の指示を櫨課する．

準備
利用者本人あるいは家隻に体調を聞く． ここまでは、ケアの前に読ませておきます

気管カニューレに固定ヒモが結んである婚合はほどいておき、少しコネクターを

艪驍ﾟておいても良い．

①’

●利用者本人から量引の依頼を長ける。あるいは．利用書の意思を
m認する．

恚z引の環境．利用書の姿勢を登える．

恚C管カニューレの周囲、固定状鰭およびたんの貯留を示す呼吸音の

L無を鯉察する．

必蔓性のある時だけ行っているか．

ﾎ皇的にたん壱吸引できる体位か．

C管カニ、ユーレ周囲の状餓（たんお吹き出し、茂膚の免赤等｝．固定のゆるみ．

ｽんの貯留を示す厚吸管の有録などのチェックをしたか．

占　　一、

F・
●流水と石けんで手漉し、、あるし、は遼乾性擦云手描消毒剤で手擁し、

�ｷる．

恫H憂に応じ累減薗手裳をする．場合によってはセッシを持つ．

利用者の体に捲蝕した綾、吸引前の手洗いを行っているか幽

關�｢綾．決められた唖引カテ一子ル保持方法を守っているか．

L　　　　一

黶怐g 吸引力韓ノレを不潔にならないよう1こ融り出す・
衛生的に．器具の融損いがで妻ているか．

ﾍ予一子ルの先端をあちこちに8つけていないか

雛引力予一テルを吸引器に漣結した接接管につなげる・ 衛生的に操作できているか．

唖引カテーテルを不潔にならないように取り出しも璽引唇のスイッチを入れ

驕D

衛生的に、器具の敏捷いができているか．
ｳ蝿から豹10cm詮ゆとこるを手袋をした手（またはセッシ）で待つ．

ﾍ予一テルの先端をあちこちに5つけていないか

D忍

（藁蓑浸漬法の鵡台〕唖引カテーテルの周囲、内腔の消毒液を蹴り除くた
ﾟ、専用の水を殿引し、周囲も洗う．

R引カテーテル先端の水を良く切る．
P回使用の場合は、このステップは不要．

・蒲毒液を十分に洗い流したか．

@吸引圧の破縁しているか．（毎回は必麗ない｝

@力予一テルについた水滴をよくはらっているか．

　』　　　　　　　　　　　　論　■

ﾐ⑦㌃ 「殿引しますよ紳』と貫をかける． 本人に合図を送り．心の準備をしてもらえているか．

人工夢殿器から生気が送り込まれ、胸が垂り上がるのを穣2役、フレキ
Vブルチューブのコネクタを気管カニューレからはずし、フレキシブル

`ューブを青れいなタオル等の上に置く．

呼吸器から鯵に空気が送り込まれたことを確認征に、片手でフレキシブル
¥ユーブ（コネクタ〕を、そっとはずせているか．

C管カニューレをひっぱって痛みを与えていないか．

ﾍずしたフレックスチューブをホれいなガーゼかタオルの上に置いているか．

�Hを気管カニこ一レ内に落とし込んでいないか．

　和■

f一》

@o‘
＝@　n　　　，

{舞

@⑪’瓢転落。ぺ

手袋をつけた手（またはセッシ｝で股引カテー予ルを気管カニューレ内（約1

O㎝）に入れる．

気管カニューレの手ないしセッシでの持ち方は正しいか．

ﾇの時期で陰圧をかけるかどうかは、あらかじめ決めておく．

a人カテーテルは気管ニコ。一レの先端を超えていないか．

カテ一一テルを左右に回し、ゆっくり引き戴きながら」5秒以的で重三匿

k
吸引中、i董の患者の呼級状懇・韻色に気をつける．異常があった場台、家

ﾆや看簸鱒に昂座に職告したか．

A圧をかけて重引で倉ているか．

｠引の時間は適切か．

吸引を終了したら．すぐにコネクタを気管カニューレに捜映する．
フレキシブルチューブ内に水滴が付いている場合、水滴を払った綾に、コネクタ

�C管カニューレに撞観しているか．

　一1宏、“

@渦蓉
使用涛み吸引力予一チルぽ　　　　　　一　　　　　　　一
黶@　＿　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

気管カニューレを、アルコール綿で上から下まで一気にふき聖っているか・

C管カニューレ内殿引カテーテル喚引専用の水で洗律しているか．

ﾑんの液体を戦いす蜜ていないか．

ｪ子一チルに分揚物が残っていないか．

消毒剤入り像拝液を吸引カテーテル内に唖引する．

一　　、

股引暑のスイ7チを切る．（吸引織了〕 吸引器の機械管は、吸引が織わったらできるだけ早く消したし㌔

‘y一．ゴ

@　孟
（藁液浸漬まの場合〕吸引カデーテルを連結管からは：ずし．消毒剤の入ってい

骼ﾂ拝容器にもどす．

　　・』圭・
ｵD，互　　　1一 手讐をはずす（手袋着用の堵台）またばセッシをもとに浸す．

關�｢をする．

　　』、㌃
@－一　、　　～『

@耳£　1’

ﾙ，　⑪い

凵@・「1　　　一

@「T　シ

●利用者に唖引が織わったことを告げ、確認できる場合．たんがとれた

ｩを確9する．
恍范p書の口乞。厚喩状雄筆を纏察する．
恊l工呼重器が正常に俸聾していること、気道内圧、酸素飽鵜震害を
`ェックする．

怦｠引した物の量、性状等について。ふり蓋リ鷺霧する。

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場台はもう一回繰り遙

ｷかを聞いているか．
ﾉみをあたえず、股引で音たか．

妤�ｵたたんの量・色・性状を見て、具常はないか確認しているか．〔異常が

｠った場合し家厳や看鰹節、医師に籍着したか．感集の早期先見につなが
驕D）

Tイドチューブ付き気管カニューレの場合、サイドチューブからも吸引する．（吸

�Qの播続管とサイドチューブをつなぐ）

片付け

@⑪
吸引びんの廃液量が了O岬80覧になる賛に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

妤�ﾑんの汚物は逼■捨てる．

㊦ 漏5剤の藁濠びんの液の残りが少なければ融リ換える． 消毒剤や専用水は経書足さず．毒液びんのセットごと取り換えているか．

⑪ 評価票1こ記録する，ヒヤリ，、ットがあ才L‘ま韓告する．

E録しヒヤリハットがあれぽ報告する．

iヒヤリハットは業務の綾に記録する。｝

ｫ引したたんに異常があった場合、家集や看護師、医師に無告したか．（感塗

ﾌ早期発見につながる．⊃

鉱㌧　　三い鷹　　　　一・，ア翻蟻藩蕪”一語“難i；無熱蒸鮨一』．、り， ■ ■ ■ 偶 ■

※手引きの手順を撞かしたり、聞違えた内容を具体的に記述して（ださい．

1豊童貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　叢特定の利用者における個贈の留意慮（良好な体位やOKサイン等）について、把纒した上でケアを実施すること．　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
I　※吸引カテーテルを単回使用する場合は、⑥、⑫、⑪、⑮のステップは省略できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
、　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ

19



〈気管カニューレ内吸引（侵襲的人工呼吸器装着者用手順）について記入してください＞

遺戒度

ア．手引きの手顧通りに実施できている．

イ．智覚事項に記載されている綴目レベルで．抜かしたり間違えた．

ウ．手頗について抜かした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　耕
�狽P、 6回目 7回目 8固目 9回目 10回目

N㌦　　　　　　パ　　　　　　　　　　月日1 ／ ／ ／ ／ ／

．、・～．　　　　　　　　　　　　　　　暁闇一忘　　　　　　　　　　・…

ｵ一一

@　　　　　　手ぼ．一 雷童貞∫ 遥感度記入糟

訪問時、第一回目の責木と石［ナんによる手洗いを演ませておく． 外から細菌を持ち込まない．

医師・訪問看護の籍示を確認する．

準僧
利用煮本人あるいは家集に体調を聞く． ここまでは．ケアの前に済ませておきます

気管カニューレに固定ヒモが結んである場合はほどいておき、少しコネクターを

艪驍ﾟておいても良い．

’

書
●利用書本人から唖引の依頼を受ける．あるいは、利用者の麗を

m認する、

恚z引の深填、剰用番の姿勢を豊える．
恚C管カニューレの周囲、固定状態およびたんの貯留を示す辱吸音の

L無を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

ﾗ果的にたんを顧引で要る体位か．
C管カニューレ周囲の状態（たんお吹き出し、圧膚の免券等〕、固定のゆるみ、

ｽんの貯留を示す呼吸音の有無などのチェックをしたか．

②一．一

●流水と石けんで手漉い、あるいは遼乾性嬢弐手指鴻青銅で手漉い

�ｷる．
恤K蛋に応じ棄滋■手衰をする．場合によってはセッシを持つ卓

利用書の体に識蝕した綾、吸引碗の手洗いを行っているか．

關�｢蟹．決められた重引カテー予ル操持方法を守っているか．

oし 吸引カテ」号ルを不潔にコ掌らないように散り出す．
衛生釣に、善具の皐捷いができているか。

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④・ 吸引力テー・テルを吸引善に漣結した後峡管につなげる・ 衛生酌に縁作できているか．

⑤，
吸引カテ」一テルを不潔に方らないように取り出し、．吸引器のスイッチを入オし

驕D

衛生的に、善具の職級いができているか．
謦[から約10αハのところを手袋をした手く重たはセッシ）で持つ．

Jデ一子ルの先唱をあちこちにぶつけていないか．

⑤’

｛薬液浸漬まの理合）吸引カテーデルの月回、内鍵の消毒減を象り除くた

ﾟ、専用の水を吸引し、潤田も灘う．

ﾙ引カテー予ル先端の水を良く切る．
P回使用の場合ぽ、このス予ップは不要．

・消毒液を十分に洗い濠したか．

z引圧の硅冠しているか．（毎回は必要むい｝

Jテーテルについた水滴をよくはらっているか．

⑦． 「吸引しますよ傳』と寛をかける． 本人に合図を送り．心の準備をしてもらえているか．

人工呼義器から霊気が送り込まれ、1陶が盛り上がるのを櫨ヨ綾、フレキ
Vブルチューブのコネクタを気管カニューレからはずし、フレキシプル

`ユープを音れいなタオル等の上に置く。

呼吸器から飾に窒気が送り込まれたことを確認後に、片手でフレキシブル

eユーブ⇔ネクタ｝を、そっとはずせているか。

C管カニューレをひっぱって痛みを与えていないか。

ﾍずしたフレックスチューブを青れいなガーゼか舛ルの上に置いているか．

z滴を気管カニコ、一レ内に落とし込んでし、ないか●

手裳をつけた手（車たはセッシ〕で職引カテーテルを気管カニューレ内｛約1

O0m〕に入れる．

気管カニューレの手ないしセッシでの持ち方は：圧しいか．

ﾇの時期で陰圧をかけるかどうかは1．あらかじめ決めておく．

z入力予一テルは気管ニューレの先端を越えていないか。

　⑪』二

�諸M

@　！爪こ一

@6黛

カテーテルを左右に回し、ゆっくり引音撞きながら幅15秒以内で皇引査立

k

唖引中、i蟹の患者の呼唖状慧。顔色に気をつける．異常があった場台、家

ﾕや看護師に即庵に轍青したか．
A圧をかけて吸引できているか．

z引の時間は適切か．

吸引を鰹了したら、すぐ1＝コネクタを気管カニュー→レに撞観する．
フレキシブルチューブ内に水滴が付いている場合．水滴を払った後に、コネクタ

�C管カニューレに接続しているか．

⑫ミ 使用法み吸引カテーテルは　　　　コ一
��[　　　　　　一　一　　　　　　　　　っ　　　　　　し、

気管カニューレ壱．アルコール鵠で上から下まで一気にふ音数っているか．

C管カニューレ内唖引カテーテル吸引専用の水で洗浄しているか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jデーラルに分場物が残っていないか．

⑪葺』1 消毒剤入り保存減を吸引カテーテル内に吸引する．

．面』 戦引器のスイ労を切る．（吸引織了） 職事1善の機櫛は：、吸引が綾わったらできるだけ早く漏したい．

⑮．1，　　■
（薬液浸漬法の場合）吸引カテー・予ルを連結管からはずし、消毒剤の入ってい

髟ﾛ存容器にもど孔

⑮』
手袋をはずすく手寂着用の場合｝またはセッシをもとに慶す．

闕翌｢をする．

』毒

@・1

f

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認で青る場合、たんがとれた

ｩを礫9する。
恟阯p鴛の顕色、呼穣状態等を億察する．
恊l工曜吸器が正常に作尠していること．気道内圧、酸素飽和度警を

`ェックする．

恊妤�ｵた物の貴、性状等について、ふりiり纏震する．

本人の意志を櫨饗しているか．たんがとれ切れていない場合はもう一回縁り退

ｷかを聞いているか．

ﾉみをあたえず．鮫引できたか．
｠引したたんの量・色・性状を見て、異常はないか確謹しているか、（異常が

｠った場合、家震や看護師、医師に乾告したか．感染の』早期臭見につなが

驕B）

Tイドチューブ付き気管カニューレの場合、サイドチューブからも唖引する．｛吸

�墲ﾌ撞峡管とサイドチューブをつなq

片付け

J
吸引びんの庚液量が沁雨馴0瞥になる飼に廃液を捨てる、

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

㊦ 消毒剤の藁濠びんの液の残りが少なければ敗り換える． 消毒剤や専用水は継音足ざず．薬液びんのセットごと敗り換えているか．

⑪ 評価票『：記録する．ヒヤリ’、ットカくあオ㌧‘ま靴告する●

記録し、ヒヤリハットがあれば報告する，

oヒヤリハットは薬練の綾に記録する．1

z引したたんに臭常があった場合、家猿や看護師．医師に報告したか．（屡綾

ﾌ早期先見につながる．）

マの帽敷
　『

｢ξ　．＿
偶 ■ 徊 偶 o

※手引きの手順を披かしたり、簡違えた内容を具体的に記述してください．

，一一一一一．一一一甲一一一一一一一－一一一一一一一一甲一一一一一一一一一一一一一甲．一一一－一畳一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一甲一一’」一一－甲－一一一，ロー一一一一．一一甲一一一一一 A

・」踵直　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　※特定の利用書における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について・把濃した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l※吸引カテーテル糧触彫る胎は、α⑫⑪・⑲Dステップ儲釈きる・　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
、価一一一一r一層一一一一一一一，一一一一一一一一一－一一一一一層甲一一一一一一一一一一一一一，一一一－一一一甲一一一一一一－甲一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一－一－’
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＜胃ろう（滴下）からの注入について記入してください＞
基本研修（演習）用

達成度

・の指標

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手頃について技かした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弓　　　　　　　　　－
b㌔一、・膿］て・『’『概帰一．　・，腿　．1許．、　耳底．舜　　　　　←藤ト㌔」rで＝　　。、ノ．．＝穐レ茎 コ回目 ・一2回目 3回目． 4回目． 5回目

1華轡㌻’歎鞭虻一“1・β齋’糖類』9茎乾留窮一ミ臨唖蔓．ξ穂癒職難・・■．・峯 ／ ／ ノ ／ ／

’一一 @　　　　1一“”　　　諾象’時．喫告強襲1二二．一・、｝．接穂・4　纐や艦’　一4

一，ぎ一箸1こ艮．Lf椎，，手口1、　　　　∴㌔鍔 鶏糞黛．野猫．み、貿が貞個終回 一　“　　　’　、

@　　唖㍉
≦1達成度2入相■

一　’・、一

@　A
潅水と石けんで手洗い、あるいは逮乾性標式手指消毒
ﾜで手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

@感染防止のために行います．

準僻
医鱒・訪問看護の指示を確2する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは．ケアの前に済ませておきます

①き▼ 利用者本人から注入の故親を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．
・本人の同意はあるか．意思を尊重しているか．

@實をかけているか．

　一　一

g、②鐸 必要物品を確認する．
必要な物品が揃っているか．

q生的に保管されていたか．（食中毒予防も）

③一 体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭飾を30－60度アッ
vし、膝を軽度■曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫し

ﾈい体位等）

ｪ部を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす

ﾂ髭性がある）．

注入内容を確認し、クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を高いところにかける．

H下衝に半分位満たし滴下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか．

h養剤の葦や温度に気を付けているか．

i利用者の好みの温度とする．巣養剤は冷蔵傑存しないことが
ｴ則である．）

一
轍
3
．
、
⑤
貰
、
…
　
　
・
ト
ー
　
、

クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのうインの先端

ﾜで流し、窒気を抜く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

｛飴一1《｛x’｛㌔ひ覧

n餓1
胃ろうチューブの確横や抜けがないか、固定の位置を銀察

ｷる．

・破損、抜けがないか．

@胃ろうから出ているチューブの長さに注意しているか．

冒ろうに経管栄養セットをつなぐ．

しっかりつなげ、途中で接続が抜けるようなことは1ないか．

ﾂないだのが胃ろうチューブであることを確認したか．

�p者の胃から約500m程度の高さに経管ボトルがあるか．

クレンメをゆっくり蟹めて滴下する．
滴下スピードは100ミリリットル～200ミリリットル／時と言われ

驍ｪ、本人にあった適切なスピ→ごがいい．

異常がないか、確認する．

胃ろう周辺やチューブの擦続部位からか漏れていないか．

�p者の表情は苦しそうではないか．

ｺ痢．嘔吐、蜘脈、驚牙、顔面紅潮、めまいなどはないか．

ﾓ識の童化はないか．

ｧ切れはないか．

襲わったら、チューブに白湯を貰ず．

チューブ先端の詰まりを防ぎ、細管が繁殖しないように、よく洗っ

ｽか．

ﾗ菌塔殖予防目的で、食酬睦10倍毛齪藍希釈し、カテーテノレ手ッ

v型シリンジで注入する場合もある．

⑪　　後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり

�ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り振いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．

評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば瓠告したか．

iヒヤリハットは業務の養に記録する．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『

E　　　　蟹　　　ハρ　　　　　　　　攣！　　　説一一』
@　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　．戴一～ 1纐嚢鎌継灘難鱗繊講糞継騰、 飼 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

一三””畢二””課一こ””一一＝：”二”一一一”一””闘一二”ヨー”ロ”一””””一一”一”一一””一””””一㌦
I

I　　　　・調理の仕方は適切か，減してみてチューブにつまらないか．
1
曹　　　　・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．

1　　　　・注入中の体位が楽な姿勢か
、一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一周一一一ロー一一一一－一一一一零一一一一一一一一一一【』卿聯一一一一一一一一一卿一一一一一一一一ロー一一一ローロー一一一一一’

ノー一一一一一一一一一一一一一一一－一－一一一一－－一一一一一一r一一一一一一一一ロー一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一－一一一一一一疇一一一一一一一一一一一一鴨
1血　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
I　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　1
、
　一一一一一一一一一一　一一一－一一　一一　一一　一■■甲　一　一一■■ロ　一一一一ロ　一一　一一　一一■r－　一一■唾－｛■歯噛■■　甲聯■r一一一一　■聾一一■■一一一“一一一一■■燭■　一一ロ■一　ロー■』一　一一■■■臨■匿一周■　ρ
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＜胃ろう（滴下）からの注入について記入して〈ださい＞ 基本研修（演習）用

達成度

ﾌ指標

ア．手引きの手順通りに実施できている．

C．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

E．手順について抜かした

‘主＾ A回数』｝　　　　　バ・・ 6回目 フ回目 8回目一 9回目 10回目

ギ　一
・夏日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い ／ ／“ ／ ／ ／

、．　　「“；＝　　　　　　　　　』時閃，i’』　　一認一一！

、、．　一

@一ず　　　　手口㌧1　　　・ 留意点．一 ．達成度胆λ欄

葦水と石けんで手洗い、あるいは遼乾性標式手指消考

氓ﾅ手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

ｴ染防止のた翻：行います．

準備
医算・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①・
利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を櫨記する．

・本人の同意はあるか．意思を尊重しているか．

ｰをかけているか．

②．一 必要物品を確認する．
必要な物品が揃っているか．
q生的に保管されていたか．（食中春予防も）

③ 体位を調整する．

安全1二かつ効果的に注入できる体位か．（瞭部を30～60度アッ

vし、膝を軽度屈曲．関節の拘縮や惨型にあわせ、胃を圧迫し

ﾈい体位等）
ｪ飾を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす

ﾂ能性がある｝．

④1

@　『

注入内容を櫨鬱し、クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を高いところにかける．
H下衝に半分位満たし満下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか．

h養剤の量や温度に気を付けているか．
i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵保存しないことが

ｴ則である．）

．⑤一・，
クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ﾜで流し、空気を捷く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

青ろうチューブの破損や櫨けがないか、固定の位置を観察

ｷる．

・破損、抜けがないか．

@冒ろうから出ているチューブの長さに注意しているか．

胃ろうに経管栄養セットをつなぐ．

しっかりつなげ、途中で接続が抜けるようなこと1まなし、カ㌔

ﾂないだのが胃ろうチューナ看あることを確認したか．

�p者の胃から約50cm程度の高さに経管ボトルがあるか，

クレンメをゆっくり緩めて滴下する．
滴下スピードは100ミリリットルー20◎ミリリットル／時と言われ

驍ｪ、本人にあった適切なスビ→ごがいい．

，⑤、薯・麻嚢瞬．き

@⑪

具常がないか、確認する．

青ろう周辺やチューブの接続部位からか漏れていないか．

�p者の表情は苦しそうではないか。
ｺ痢、嘔吐、頻脈、発汗、顔面紅潮、めまいなどは1ないか．

ﾓ識の変化はむいか．

ｧ切れはないか．

終わったら、チューブに白濁を流す，

チューヴ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、よく洗っ

ｽか．
ﾈ菌増殖予防目的で、食酢を10倍種屋希釈し、カテーテルチッ

v型シりンジで注入する場合もある．

後片付けを行う，

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり

�ｵたり唄いように注意したか．
H器と同じ敗り振いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．

⑫・ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば轍告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば鰍告したか．

iヒヤリハットは集義の後に記録する．｝

アの個鉱慧　　　も，》・一 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

一一一一一一一－一一－一一甲－一一一－一一。一一一』一一一一一軸一一一－一軸 A
♂

　　　　　　に　　　　　　　ン　　　　　　蒔に

一－一一督－一一一騨一一一一一一騨一一一一一一一一一ロー一一一－一一一軸一一唱一一一一一一一一一一一一一一一－一一－一一甲－一一一－一一。一一一』一一一一一軸一一一－一軸 A
｛　　一 且

　　　　・調理の仕方は適切か．讃してみてチューブにつまらないか．

　　　　・注入の早さ、温度は：利用者の好みであるか．

・32＝g∫…査豊讐蓼鯉禁書器器器器＝器書器器器器33麗調書調器器器器3器置＝器器3器器器器3器諧調33罪（1
ず

1童童貞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l※特定の利儲における個別の臆点（良好雄位や・Kサイン等）について、擁した上でケアを難ずること・　　　　　　　　1
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J
L一＿＿＿一＿一＿＿＿一一一一一一一一＿一一＿＿－一＿＿一“一一＿一一一甲一一一一一一一一一一一一一一一ロー一一一一一一一一一一一一一一ノ
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〈胃ろう（半固形タイプ）からの注入について記入して〈ださい＞
基本研修（演習）用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

・鎌曝露蟻撫転’癖韓翫翻蘇一蹴風脚ミ」瀬建爵購．、鍵．て、、蕉，ぎ馬ロ∴，ζ茎 1回目『
D

2回目 3日目 14回目． 5回目

．L、・・ @　、・無期∫自説鵠ξ慧二脳聴鱗灘漁燥『一 ／ ／ ノ ／ ／

ｭ　一．　卓

脚環マ、書；、，．騨，マ，望み．潔織蟻溝藤濫鍵論’輩羅轟翻驚蓄尋葦辮…発　・“

ミ’畜■ 環．・尋羅響藤碁手．膳懸罪’、溝無 ユ’純~聡麟麟薫習含煮塩、　　牢
@　　　　　　　　　　　　　　一ドi　rミー　　　一罪　　　達成度記入椙

流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性擦式手指消毒
ﾜで手漉いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

@感染防止のために行います．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでぱ、ケアの前に済ませておきます

　①ラ1■．与　一　二こ：‘i 利用者本人から注入の俵頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

二毒醤，臓獣雄思を服して嚇・

@必要性のある時だけ行っているか．

　　一　、　f　■

Dφ墾

@　一■　せ　　　ロ

ﾅ一、

体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭飾を30陶60度アップ

ｵ、膝を軽度風面．関節の拘縮や体型にあわせ、宵を圧迫しない

ﾌ位等）

怦閧�鼡Cに挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす可
¥性がある）．

，一

e範へ1三『

必要物品、栄養剤を用意する．

栄養剤の量や温度に気を付けているか．

i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵保存しないことが原
･である．）

宥ろうチューブの破損や援けがないか確鬱する．
確擁、櫨けがないか．

ﾝろうから出ているチューブの長さに注意しているか．

胃ろうに半固形栄養鋼のバッグないし、半固形栄養剤
�zったカテーテルチップ型シリンジをつなぐ．

つないだのが青ろうチューブであることを確認したか．

ｳをかけたとき、液がもれたり、シリンジが抜けたりすることがある

ﾌで、接続部位を杷締しているか・（タオルなどで把持するとよい）

半固形栄養剤のバッグないしカテーテルチップ型シリンジの

熄��K切な圧で押しながら注入する．

：婁編鴉慧議露鋒認條瀦龍濃瓢戯希励　は手で丸めこみ最後はぞうきんを絞るように注入する

題・∫

H

異常がないか、確認する．

胃ろう膚辺やチューブの授続部位からか漏れていないか．

�p者の表情は苦しそうでは堆いか．

ｺ痢、嘔吐、異常な劇脈、異常な発汗、異常な顔面紅潮．めまい

ﾈどはないか．

ﾓ識の変化はないか．
ｧ切れはないか．

終わったら、チューブ内洗浄程度の白湯あるいは10倍に

�ﾟした食酢をシリンジで流す。

半固形栄養剤が液体になるほど加重に水分を注入していないか

`ューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、圧をかけ

ﾄフラッシュしたか．

綾片付けを行う．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり壊

ｵたり憶いように注意したか．
H器と同じ取り扱いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．
i半團形の場合は大きな角度のベッドアップは：必要ではない）

⑪ 評価巣に記録する。ヒヤリハ閉トがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

個 個 個 個 個

※手引きの手順を櫨かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

’一一一一一一■■－一■■一一一一一一－一一一一一一－一一－一一一－一－一一一一一－一－一口口口ー一一一一一■『一一一一－■一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一ロトー一一り一唱■、

一　小ン　
軸一

黷ﾁ　ののが一 食

　　　　　・調理の仕方は適切か．渣してみてチューブにつまらないか．

　　　　　・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．

　　　　　・注入中の体位が楽な姿勢か
、■．．．一一一一隅一一一一一一－一一一囎一一－』簡嚇－－一一一甲一騨一一一一一一一一－騨－一燭一－一一甲一一甲一一一一一一－一一一－一一一甲」一帰一甲一－一一一帰一一一．r一一一
ダー－一聯一－一一一一”一一一一一一”””－一一一畳一一一一一一一－一－一一－一 宙鼈鼈鼈鼈黹香hロー一一一－－” u一一一一一一層一』一一一一一ロー一一一－一一ロー、
1皿直直
1　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について・把握した上でケアを実施すること・

監

、
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＜胃ろう（半固形タイプ）からの注入について記入して〈ださい〉 基本研修（演習）用

　　　　ア．手引きの手順通りに実施できている．

逗成度　イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり問違えた．

　　　　ウ．手順について抜かした

　　　　　、�這h 』6回目， 7回目 8回目 9回目 一10回　　　一

丹’日一＝ ／ ／ ノ ／ ／

蒔間　　　　　　　　　　　　　　へ　琳　　　　　　　し　　升

手順、1 @い　留意点，　　、 違破魔記入欄・　　，

疏水と石けんで手洗い、あるいは遮乾性標式手捕消毒

氓ﾅ手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

ｴ染防止のために行います．

準備
医飾・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①
利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

二欝肥総か調織してい肱
@必要性のある時だけ行っているか．

② 体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭部を30佃60度アップ

k膝を軽慶屈曲．関節の拘縮や体型にあわせ、罧を圧迫しない

ﾌ位等）
闢sを一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす可

¥性がある）。

③．’ 必要物品、栄養剤を用意する．

栄養剤の養や温度に気を付けているか．

i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵保存しないことが原

･である．〕

・』④、

戟C，｝冗｝ @』

胃ろうチューブの破損や掻けがないか確認する．
確損、撞けがないか．

ﾝろうから出ているチューヴの長さに注意しているか。

胃ろうに半固形栄養鋼のバッグないし、半固形栄養剤
�zったカテーテルチップ型シリンジをつなぐ．

つないだのが胃ろうチューブであることを確認したか．

ｳをかけたとき、液がもれたり．シリンジが抜けたりすることがある

ﾌで、接続部位を掲持しているか．（タオル参どで据持するとよい）

半固形栄養剤のバッグないしカテーテルチップ型シリンジの

熄ﾕを適切な圧で押しながら注入する．

喋細霧鶉器寂訟瓢そ驚錫殿瀬猫魎D　は手で丸めこみ最後はぞうきんを絞るように注入する

夷常がないか、確認する．

胃ろう周辺やチューブの授続部位からか漏れていないか。

�p者の表情は若しそうではないか．

ｺ痢、嘔吐、異常な頻脈、異常な髭汗、異常な顔面紅潮、めまい

ﾈどはないか．

ﾓ識の変化はないか．

ｧ切れはないか．

終わったら、チューブ内洗浄程度の白湯あるいは10倍に

�wした食酢をシリンジで表す．

半固形栄養剤が液体になるほど加重に水分を注入していないか

`ューブ蝦の齢りを腺『、細菌力く繁殖しないように、圧をかけ

ﾄフラッシュしたか．

⑨ 後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューヴやシリンジ）を洗浄したか．割ったり壊

ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り扱いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．
i半固形の場合は大きな角度のベッドアップは必要ではない）

⑩ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば職告したか．

kヒヤリハットは業務の綾に記録する．）

　一
Dアの個飯，一

ト　　一

@　　　　　　　　『　　『　　　　　　　　　　　　　一　一
@　　　　　　　　一？覧．　　　　　　『・へ　　　　　　　　　、一、

個 個 個 個 個

※手引きの手順を按かしたり、間違えた内容を具体的に肥逃してください．

」鎧一一一一’二一”葡顕一””一’こ∫量産””””菰”羅一』一競”一”’一””””’”一－””一”””’””軸”一’ A
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　・調理の仕方、謫してみてチューブにつまらないか．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　・滋の黙温度は利賭の貼であるか・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
監　　　・注入中の体位が楽な姿勢か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
、＝㌦＝＝＝＝＝＝＝、＝＝＝浩＝＝二＝＝＝宅＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝二毛＝＝＝＝、＝＝＝＝＝＝＝＝二、＝＝＝＝＝＝＝＝＝丈

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1量2直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
l　※特定の利用者における個別の瑠意点（良好な体位やO　Kサイン等）について・把握した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　l

L＿＿一＿一一一＿＿＿＿＿＿＿一＿一＿＿一＿＿一＿一＿＿一＿一＿＿＿＿＿一＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一’
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＜経鼻胃管からの注入について記入して〈ださい＞
基本研修（演習）用

違成度

の指標

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について叛かした

鷺灘穂塁こ艶，，㌧灘櫛粋珊鎧講離 ’畔一 ﾘ溝隷繋蠣一だ髭、富．鑑識＿， 　　、一
A1回目宅 ．2回目⊇ 、，3回目、 ．ご4日目． 5回目

　　　1♪・し．＾　　・「1隆・鋸　　　　　L置一…・”　一“一一詳…罪ヤ」一感覚￥し購’㌢

、窺灘藤灘難鍵譲継藤薫驚辮臨一麟雛鳥 ／ ／ ／ ／ ノ

　　■　　『

＝A＝魚猟こ

　　　　　　　　　　　　　　　r」　＝@　　　　　　　　・“一‘　　　　一、一ず
L痛、眠笹擬講参蹴蕪戴蓑瓢き～下灘瀬 “　　　　　灘鐘欝麟灘幾

．去年・ぐ．∴

@　重三 購蕪1離籍 ．聡鎚鰐気ン、博多織含蓄斎蕪馨、，ン．’
毛　一胃　一

魔�Er 鑑硬度記λ柵 　r　　、　r

ｨ一t『｛・『

貰水と石けんで手洗し、、あるいは遼乾性標式手鞠酒器 ・外から細菌を持ち込まない．

剤で手洗いをする． 感染防止のために行います．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

利用者本人あるいは家換に体調を聞く．

利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の ・本人の同意はあるか．意思を尊重しているか．

意思を建鬱する． 宵をかけているか．
ξ：ミー・冨

・f懐諏

必要物品を確認する．
必要な物品が揃っているか．

q生的に保管されていたか．（食中毒予防も）

・　『　畦　　　　一

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（簸郁を30岬60度アッ

プし・擦を軽度屈曲・関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫し
・1③・ 体位を調整する． ない体位等）一

頭飾を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす
斌～蛤ロ 可能性がある）．

Lヤ！L土い’ 蕨損、抜けがないか，

藍④煮
チューブの確損や撞けがないか、固定の位置を確認す
驕D口の中でチューブが巻いてないか確認する．

鼻から挿λされたチューブの鼻より外に出たチューブの長さに変

墲閧ｪないか確認したか．
遷、轡三　・屯一，．

口腔内で経鼻胃管がとぐろを巻いていないか．

鍔・一「■　一・

　　噛　　■㌔

@　L・・．」一畳一

@
　
蘇
・
霧
藤
マ
ー
　
r
．

注入内容を確認し、クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を高いところにかける．
H下賃に半分位満たし滴下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか．

h養剤の量や温度に気を付けているか．

i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵像存しないことが
ｴ則である．）

：黙∫懲ぎ・

A糞；③．篤・無難 クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ﾜで澄し、窒気を捷く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

ストッパー（クレンメ）は閉めてあるか．

経鼻胃管に経管栄養セットをつなぐ． つないだのが経管栄養のチューブであることを確認したか．

利用者の胃から約50cmの高さに栄養バッグがあるか．

滴下スピードは100ミリリットル岬200ミリリットルノ時。

クレンメをゆっくり緩めて滴下する． 流し始めUまらくはゆっくり蔑し、顔色や表情に（サチュレーショ

ン）の変化がないか確鬱し適切なスピードを像つたか．

利用者の表情は苦しそうではないか．

顔色やサチュレーシ…1ンモ三夕の値に異常がないか、櫨鬱す ・下痢、嘔吐、頻脈、発汗、顔面紅潮、め調いなどはないか．
る． 重織の変化はないか．

息切れはないか．

チューブ先端の詰まりを防ぎ、細管が繁殖しないように、よく洗っ

襲わったら、チューブに白湯を流す．
たか．

ﾗ菌増殖予防目的で、食酢を掩倍鍵屋希釈Lカテーテルチッ
プ型シリンジで注入する婚合もある．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり

⑪ 後片付けを行う．
壊したりしないように注意したか．

H器と同じ取り扱いでよく洗浄したか．

楽な体位であるか利用者に確認したか．

⑫ 欝価巣に記録する．ヒやりハットがあれば毅告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

『
　　　　．・＿　　’孕、瀞，』＝　　　　ゴ二一’・…
`．．　　・f．．悩　　w　　、・ア‘加数．

門・・ �｣隙こ欝｝’仁一」・舷賞；『　　　　　　　　　　デ＾一一

@　一
個 個 個 個 個

※ 手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

J
l
’
I
I
I
、
　
♂
巳
一
1
覧

’一一一一一一一一一ロー一－一一一－－一－一 v：一一一一一一－一一一一ロー－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一帰一卿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一、
　　　　　　一　　　　，　ン　　　　　　　一　一つ　　　　　　　　　　　　｛　一　　む

　　　　・調理の仕方は適切か．潰してみてチューブにつまらないか．

　　　　・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．

　　　　・注入中の体位が楽な姿勢か
、一－一一一一一一一一＿一一一ロー＿－一一一煽哺一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一－。一一一一一一甲一＿一中層一一一，r一一一一一一一一一一一一一一一甲－一一甲一げ

血　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．

－
I
I
1
1
1
’
　
、
曜
I
l
l

幅一一一騨一一■』一一一一一・■一一ロー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一帰一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一－一一一一－－一－’
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＜経鼻胃管からの注入について記入して〈ださい＞ 基本研修（演習）用

達成度

の指標

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．同意事項に記載されている細目レベルで、拡かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

f芝・』　憲．．　　　　　　回、数1 6回目 7回目． 8回目 9回目 10回目

／ ／ ／ ／ ／

，時間一．

　　　　』手一口・・’『悼畠』一・ 、．∫　　　　　一臂意疑 違成度記入椙？

ま水と石けんで手洗い、あるいは遮乾性標式手指痢器

ﾟで手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

ｫ乗防止のために行います」

準備
医輝・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①
利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

・本人の同意はあるか．意思を導■しているか．

@声をかけているか．

②、 必要物品を確認する．
必要な物品が揃っているか．
q生的に保管されていたか．（食中毒予防も）

③ 体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭郁を30旬60慶アッ

vし、膝を軽度囲曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫し

ﾈい体位等）
ｪ部を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす

ﾂ能性がある）．

④．
チューブの硫換や櫨けがないか、固定の位置を確認す
驕D口の中でチューブが巻いてないか確認する．

破損、抜けがないか．
@から挿入されたチューブの鼻より外に出た予ユーブの畏さに変

墲閧ｪないか確認したか．

綠o内で経鼻胃管がとぐろを巻いていないか．

⑤．，ゴ．

注入内容を確認し、クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を言いところにかける．
H下箇に半分位満たし滴下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか．

h養剤の量や湿慶に気を付けているか．
i利用者の好みの温段とする．栄養剤は冷蔵像存しないことが

ｴ則である．）

し蕪 クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ｨで流し、空気を叛く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

経鼻胃管に経管栄養セットをつなぐ．

ストッパー（クレンメ）は閉めてあるか．

ﾂないだのが経管栄養のチューブであることを確認したか．

�p者の胃から約50㎝の寓さに栄養バッグがあるか．

クレンメをゆっくり撮めて滴下する．

滴下スピードは100ミリリットル紺200ミリリットル／時．

ｬし始めしばらくはゆっくり流し、顔色や表情に（サチュレーショ

刀jの変化がないか禮耀し適切なスピードを係ったか．

顔色やサチュレーションモニタの鰹に異常がないか、確認す

驕D

利用者の表情は苦しそうではないか．・下痢、嘔吐、獺脈、発汗、顔面紅篇、め郭、などは：ないか．

ﾓ慌の変化はないか．

@息切れはないか．

終わったら、チューブに白湯を流す．

チューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、よく洗っ

ｽか．

ﾗ菌増殖予防目的で、食奮覧を10倍程度希釈し、力トテルチッ

v型シリンジで注入する場合もある．

⑪ 後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり

�ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り扱いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．

⑫ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば轍書する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業窃の後に記録する．）

アの鰍　　　　　悌　；葱、・・「 個 個 個 個 個

※手引きの手順を捷かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

，輪軸一一一一一一一一一昌一一一一一一一一一 ｱ一一一一一一一一一一一－一一一一一一一∫一一－一一一“一一一一－一一一一一一一一一一一ロー一一一一一一一一一聯一一一一一一一－、
　　　　　　＿　　　　　　　　、　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】虻

　　　　　・調理の仕方は適切か．流してみてチューブにつまらないか．

　　　　　・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．

㌧聯」総嘗讐黛壁響』器器認”認器器貯留詔”＝紫””器器器留留＝器＝3”諾”冨階冨麟紫話へ
r肋巨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l※特定の利鵬における個別の留意点（良好雄位や・Kサイン等）について・擁した上でケア族施すること・　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂
丸一＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿一＿一＿＿一＿一軸＿一一一＿＿＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一り一一一’
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（男ll三恭2）

実地研修実施要領

1　実地研修における役割分担及び介護職員等が行うことが許容される行為の

標準的な範囲

　（1）ロ腔内、鼻腔内、気管カニューレ内のたんの吸引（以下、「たんの吸引」

　　　という。）

　①医師・指導看護師等・介護職員等との役割分担

　　・　利用者について、初回の実施時及び状態が変化した時点において、た

　　　んの吸引を、指導看護師等のみで実施すべきか、指導看護師等の指導の

　　　下、介護職員等が実習で実施可能かについて、利用者のかかりつけ医等

　　　の医師が承認する。

　　・　実習時において、指導看護師等は、定期的に、利用者のロ腔内、鼻腔

　　　内、気管内及び全身の状態を観察し、指導看護師等の指導の下、介護職

　　　員等が実習を行うことが可能かどうか等を確認する。

　　・　指導看護師等は、定期的に、介護職員等がたんの吸引を実施する間、

　　　利用者の安全に留意しながら、介護職員等に対して、・指導を行う。

　　・　指導看護師等は、．所定の評価基準をもとに、介護職員等の実地研修の

　　　到達度を踏まえながら、指導を行う。

　　・　指導看護師等が不在の場合には、指導の補助を行う者（医師、看護師

　　　等と連携している本人・家族、経験のある介護職員等）からの助言等を

　　　得て、利用者の状況に応じて、ロ腔内、鼻腔内、気管内及び全身の状態

　　　を確認した後、たんの吸引を実施するとともに、実施後に利用者の状態

　　　を観察する。’また、終了後、記録を残し、当該記録や電話等による報告

　　　により、利用者の家族や指導看護師等に対して実施状況を報告する。

　　・　指導の補助を行う者は、状態変化時等に指導看護師等に連絡すること。

②介護職員等が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師等の役

　割
　・　咽頭より手前の範囲で吸引チューブをロから入れて、“ロ腔の中まで上

　がってきた疾や、たまっている唾液を吸引することについては、研修を

　　受けた介護職員等が手順を守って行えば危険性は低く、介護職員等が行

　　っても差し支えないものと考えられる。

　・　鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイドを刺激しての出血が、まれ

　ではあるが生じうる。また、鼻やロからの、咽頭の奥までの吸引を行え

　ば、敏感なケースでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがって、鼻

　からの吸引や、ロから咽頭の奥までの吸引は「一般論として安全である」
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とは言い難い。しかし、鼻からの吸引は、利用者の状態に応じ、吸引チ

ューブを入れる方向を適切にする、左右どちらかのチューブが入りやす

い鼻からチューブを入れる、吸引チゴーブを入れる長さをその利用者に

ついての規定の長さにしておく、などの手順を守ることにより、個別的

には安全に実施可能である場合が多い。以上の点を勘案すると、介護職

員等は、咽頭の手前までの吸引を行うに留めることが適切であり、咽頭

より奥の気道のたんの吸引は、指導看護師等が担当することが適当であ

る。

・　気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そう

を刺激することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるな

ど、危険性が高いことから、介護職員等が行うたんの吸引の範囲は、気

管カニューレ内部までの気管内吸引を限度とする。特に、人工呼吸器を

装着している場合には、気管カニューレ内部までの気管内吸引を行う間、

人工呼吸器を外す必要があるため、安全かつ適切な取扱いが必要である。

（2）胃ろう、腸ろう、鼻からの経管栄養．（以下、「経管栄養」という）．

①医師・指導看護師等・介護職員等との役割分担

　・利用者について、初回の実施時及び状態が変化した時点において、経

　　管栄養を、指導看護師等のみで実施すべきか、指導看護師等の指導の下、

　　介護職員等が実習で実施可能かについて、利用者のかかりつけ医等の医

　　師が承認する。

　・　実習時において、指導看護師等は、定期的に、利用者の胃、腸、鼻の

　　状態及び全身の状態を観察し、指導看護師等の指導の下、介護職員等が

　　実習を行うことが可能かどうか等を確認する。

　・　指導看護師等は、定期的に、介護職員等が経管栄養等を実施する間、

　　利用者の安全に留意しながら、介護職員等に対して、指導を行う。

　・　指導看護師等は、所定の評価基準をもとに、介護職員等の実地研修の

　　到達度を踏まえながら、指導を行う。

　・　指導看護師等が不在の場合には、指導の補助を行う者からの助言等を

　　得て、利用者の状況に応じて、胃、腸、鼻及び全身の状態を確認した後、

　　経管栄養を実施するとともに、実施後に利用者の状態を観察する。また、

　　終了後、記録を残し、当該記録や電話等による報告により、利用者の家

　　族や指導看護師等に対して実施状況を報告する。

　・　指導の補助を行う者は、状態変化時等に指導看護師等に連絡すること。

②　介護職員等が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師等の役
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「

割

・　鼻からの経管栄養の場合、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されて

いることの確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、

定期的に指導看護師等が行うことが適当である。

・胃ろう・腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的

に安全性が高いと考えられるが、胃ろう、腸ろうの状態に問題のないこ

　との確認は定期的に指導看護師等が行うことが適当である。

・経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、指導看護師等が行うこ

とが望ましいが開始後の対応は介護職員等によっても可能であり、指導

看護師等の指導の下で、介護職員等が行うことが許容される。

2　介護職員等がたんの吸引及び経管栄養（以下「たんの吸引等」と．いう。）を

実施する上で必要であると考えられる条件

　（1）利用者の同意

　　　　利用者（利用者に同意する能力がない場合にはその家族等）が、たん

　　の吸引等の実地研修の実施と介護職員等、利用者のかかりつけ医等の医

　　師、訪問看護事業所等との連携対応について介護職員等から説明を受け、

　　それを理解した上で、指導看護師等の指導の下、実地研修を受けている

　　介護職員等が当該行為について実習を行うことについて書面により同意

　　　していること。

（2）医療関係者による的確な医学管理

①指導看護師等が医師以外の場合、利用者のかかりつけ医等の医師から

　　指導看護師等に対し、書面による必要な指示があること。

　②　家族、利用者のかかりつけ医等の医師、指導看護師等、保健所の保健

　　師等、介護職員等利用者の在宅療養に関わる者は、それぞれの役割や連

　　携体制などの状況を把握・確認の上、実習を行う．こと。

　③　利用者のかかりつけ医等の医師、指導看護師等及び介護職員等の参加

　　の下、たんの吸引等が必要な利用者ごとに、個別具体的な計画が整備さ

　　れていること。

（3）たんの吸引等の水準の確保

①実地研修においては、指導看護師等が介護職員等を指導する。

②介護職員等は基本研修を受け、基本研修の到達目標を達成した者であ

　　って、現場演習における評価基準を満たした者であること。

③　たんの吸引等については、利用者のかかりつけ医等の医師に承認され
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　た介護職員等が、指導看護師等の指導の下、承認された行為について行

　うこと。

④当該利用者に関するたんの吸引等について、利用者のかかりつけ医等

　の医師、指導看護師等及び介護職員等の参加の下、技術の手順書が整備

　されていること。

⑤　在宅等においては、医師、看護師等と連携した本人・家族、経験のあ

　る介護職員等が、利用者のかかりつけ医等の医師及び指導看護師等の指

　示の下、指導の補助を行うことができる。

（4）体制整備

①たんの吸引等を実施する事業者は、安全の確保のための体制の整備を

　　行うため、在宅の場合には、利用者ごとに医療関係者を含めた定期的な

　　ケア・カンファレンスを実施するなど、訪問看護事業所等との連携によ

　　る安全確保体制を整備しておくこと。また、施設等の場合には、関係者

　　からなる安全委員会を設置すること。

②適切な医学的管理の下で、当該利用者1；対して適切な診療や訪問看護

　の体制がとられていることを原則とし、当該介護職員等は、利用者のか

　かりつけ医等の医師及び指導看護師等の指導の下で、家族、利用者のか

　かりつけ医等の医師及び指導看護師等との間において・同行訪問や連

　絡・相談・報告などを通じて連携を図れる体制の整備がなされているこ

　と。　　．　　　‘

③　たんの吸引等に関し、一般的な技術の手順書が整備されていること。

④指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管

　されていること。

⑤　ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、たんの吸引等を実施する事業者

　や利用者のかかりつけ医等の医師、指導看護師等、介護職員等の参加の

　下で、実施体制の評価、検証を行うこと。

⑥　緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になさ

　れているとともに、夜間をはじめ緊急時に利用者のかかりつけ医等の医

　師及び指導看護師等との連絡体制が構築されていること。

⑦感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。

〈5）．地域における体制整備

　　医療機関、保健所、消防署等、地域の関係機関との日頃からの連絡支

　援体制が整備されていること乙
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（別添3）

＜ロ腔内吸引（通常手順）について記入して〈ださい＞ 実地研修用

達威圧

ア．手引きの手順通りに実施できている。

イ．岡重事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について櫨かした

・1［

酔d離畿嬢黙許』灘麟講毫：脈鍵二回彰　　　一証，．．．．　　　　鎌蔀藤二 、回目 ∫・2回目』 二．3回ぼ． 4回目一 二5日目1

二獣，、、⇒、；．』・・曽ヅ噛・凝欄夏日丘、と’残無職、獄鰹輩鑓繍～婦蕊滋強 ／ ／ ／ ノ ／

．、

`屍、，5，、峯．⊃3麟将・鐵療蜘曳・蒸磯1崩、震・・軋む・醒・一驚碁そ簸ず」鋸葉1・鄭轍

へ　激癬撫寒露1ギが毎ll録ご　謀 ．斗・
@縮聴濡ミ、整膚：・食一義．㌃一．．！：　甑へ や　　　確顧臥提鋸

訪問時、第一回目の貰水と石けんによる手洗いを済ませ
ﾄおく．

外から細管を持ち込まない．

準備
医師・肋間看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家候に体調を聞く．
ここまでは、ケアの前に済ませておきます

　①歌、　　ゴー、■

C牲惑“

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

怎高ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行っているかピ

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

ﾁ液の静岡、出血、腫れ、乾燥などのチェックをしたか．

　認，、

@　、）
A1斧．．㌔三乗

●潅水と石けんで手洗い．あるいは遼乾性標式手指
�寘ﾜで手漉いをする．

恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては：

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか・

一〇舘 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取扱いができているか。

Jテーテルの先端をあち縣ちにぶつけていないか

◎魯・ 吸引カテー」テルを吸引器に連結した接続管1こつなげる・ 衛生的に操作できているか．

　＾・ミ吋．｛■⑤：・

d　　、．

g轟Q

●薬液浸漬渋の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内旋を洗い竃す
ﾆともに吸引カテ一子ルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを櫨窟◎

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回建甥の必要はない．

⑤塁 吸引カデーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか．

「吸引しますよ一』と芦をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

吸引カテーテルを口腔内1；みれ・両頬の内偶・舌の上

ｺ罵國を吸引する．

・静かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり臭まで挿

@入していないか．

1’п轣聡焉

A葱蟹
瘡y♪繋農む

つ　　　　　　　　　、

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま涜浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

簿’マ 消毒剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

・ゆ鐘 吸引器のスイッチを切る．（吸引縫了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

　よ．1、i

喧ﾋ毒
（渠液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ、消毒液の入った保襟容器にもどす．

鯉奪
手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに浸

ｷ．

關�｢をする．

　　■　■　一　　『

x⑭磁

@屯　』

鼡ﾁ癒

●利用者に吸引が終わったことを告げ．確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨諺する．

恟阯p者の顔色、呼吸状態等を観察する．．
恚z引した物の量、性状等について、ふり遮り崔記
ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない婚合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．

齟ﾉを最小鼠に、吸引できたか．

�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを櫨認．

z引したたんの量・包・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家族や看護郎、医飾に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑮
吸引びんの境液量が70旬8傭になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適1捨てる．

⑯ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

⑰ 評価累に記録する。ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業舞の後に記録する．）

炉’樵婦・－“－｝吻謂一一 @　　アの徳ガ　　　　　今一’こ翫矧・一　一　＾一’“ぺ
@『一’ご輔　　　■二＝■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳶　早

個 飼 個 個 個

※孚引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

‘’血””” ＝f”””””””””””””””’”一”””””一二’皿「一”’”’””””’”””、
尊　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施する一と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

監＿＿＿一＿＿＿＿＿＿一＿＿一一＿＿＿＿＿＿＿一一一一＿＿＿＿＿＿＿一＿一＿＿一＿一＿一＿一＿＿＿一一一一ノ
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＜ロ腔内吸引（通常手順）について記入して〈ださい＞ 実地研修用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた・

ウ．手順について抜かした

き・ムー．　　一ミニ辱、一い　　　　　　　　　　　　　　回数丁重 6回目 フ回目・ 8回目 9回目 10回目

’一一

w　　　　　　　　　　　　　！嬉1月目．羊 ／ ／ ／ ／ ／

鋤F恥・・猷一へ‘

引言 ラ戟E手彫編裁・翻 遅｛ @　　留一倉ガ．
1’

c鹹度祀入構』
一

訪問時、第一回目の流水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

準備 医飾・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここ峯では、ケアの前に済ませておきます

①

●剰用者本人から吸引の俵頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を櫨鬱する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

怎高ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行ってし喝か．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
ﾁ液の貯口、出血、腫れ、乾燥などのチェックをしたか．

，②

●流水と石けんで手洗い、あるいは遼乾性標式手指

ﾁ考踊で手洗いをする．
恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか・

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか，

』③租 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④『、亡 吸引カテー」テルを吸引器に連結した接続管につなげる● 衛生的に操作できているか．

　　　一
f⑤

●薬液浸漬蓬の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を洗い流す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを櫨認．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

1⑥』二 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか．

勲．’』㌔ 「吸引しますよ一」と声をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

吸引カテーテルを口腔内に入れ、両頬の内欄、舌の上

ｺ周四を吸引する．

・静かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり臭まで挿

@入していないか．

41i濯．

H誉 コー使用済み吸引カテーテルは
@　’　　　　　　　　　　　　い　　　．

外側に分泌物がついたカテーデルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

．⑩寒 消毒剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

　一．A　　　、

D． J無 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

「’

K漢
（薬液浸漬法の鳩合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ、消考液の入った保拝容器にもどす．

・i・･
手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに反

ｷ．

關�｢をする．

　一A　　I一

鼈黶C『｛一1⑭1

●利用者に吸引が終わったことを告げ．確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを聖2する．
恬�p者の顔琶、呼吸状態等を観察する．
恚z引した物のi、性状等について、ふり逼り篠鬱

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．

齟ﾉを最小眼に、吸引できたか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引綾、口腔内に出てきていないかを確認．

z引したたんの量・包・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．
i異常があった場合、家族や看護師、医飾に鞭告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

N
吸引びんの廃液量が70－80瓢になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適1捨てる．

⑯ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は：継ぎ足さず、ビンごと取り換える．
軸

⑰ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば轍告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば毅告したか。

iヒヤリハットは集義の後に記録する．）

個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください・

一一－一一ロー一一一一一一。一一一一一一一騨一一一り』一一一一一一一－一一一一癖一一一－一一帽一一一一一－一一甲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 A

1、囎定の利用者における個別の繍（購体位や◎Kサイン等）について、楓た上でケア撫すること・　　　　　i

t＿一一＿一一一＿一一＿一一＿一一＿＿＿一節一＿＿一一¶＿一一一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一。一一一一
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＜ロ腔内吸引（ロ鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入して〈ださい＞ 実地研修用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、櫨かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

｝　　卜

@　一　『
@．fへ｝r軋．

．3・o、．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝C．寮多難繊郷灘繊潮繋蟹＝糠回郎囎凝…∴1難、二，鍛　　，聯軸．・， 一11回目’ 2回目　　　一 ．．3回目 、『S回日 一．5回目．

7“ @：無■疑　冒　　一難月づ口脇’」斗ミW灘録禦圭♪嚇蝉避　潔真 ／ ／ ／ ／ ／

藍　　’L－　　　1ア’”　　灘『直属1ヤ霧騰難儀麟禦華や寒難：、・，一1鰍

繍」庶 ﾖ難醗儒一”謙’三∫擁xぜ臓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　A　　％　　　　　　　　一　、
・4・ 来ﾆ驚；樹懸造鍵．ゴが卓1三’簿三、削 ・ミ，な∫達成度記入欄茸　　㌧”、

訪問時、第一回目の渣水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない。

準備　　　医師・訪問看護の指示を確認する，

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．
ここまでは、ケアの前に済ませておきます

1手①1『1一一い　’

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

怎高ﾌ周囲、口腔内を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

ﾁ液の貯留、出血、腫れ、乾燥などのチ功クをしたか．

一鉱　②君
●流水と石けんで手洗い、あるいは連載性擦式手指
ﾁ春期で手洗いをする．

恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては
Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル像持方法を守っているか．

壁，O蚤 吸引カテーテルを不潔にならないように敗り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

帰・
C・． 吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる● 衛生的に操作できているか．

・ぜ．⑤ひ

@、ミ辞

●薬液浅漬法の場合、吸引器のスイッチをλれ、

��zって吸引カテーテルの内腔を浅い養す
ﾆともに吸引カテーラルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引Eになっていることを確裡．

衛生的に、器具の取振いができているか。

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

　　　．㎏
Eマ⑤も 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか，

　　、■．善一

D・ �F皆 「吸引しますよ～」と戸をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

目鼻マスクをはずす． （注意）個人差があり、順番が前後することがある．
　　一、．一

ﾞ礁

ﾋ｝

吸引カテーテルを口腔内に入れ、両頬の内借、舌の上

ｺ口囲を吸引する．

・瀞かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり奥まで挿

@入していないか．

口臭マスクを適切にもとの位置にもどす． （注意）個人差があり、順番が前後することがある．

使用濟み吸引カテーテルは　　　　コー

、替㌦H
欝
麹
，
．

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

慮⑫》 消毒剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

趣一瓢
n⑪y 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

弗， （薬液浅漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ消毒薬が入った保存容器にもどす．

・・ r、・’蝿

@⑮’∫レーン』　　一

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに慶

ｷ．

��｢をする，

漂．∫；i・濠一ヤ」．己　　一

壕黶Ar

Lー‘

｡1一⑯｛

@∫『㍗÷
Dギー｝一’・

●利用者に吸引力｛終†ンつたことを告げ、磯できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨鬱する．

恬�p者の顔色、呼吸状態等を観察する．

恊l工呼吸器が正常に伴勤していること、口臭マス
Nの装着がいつも通りであることを櫨記する．

恚z引した物の量、性状等について、ふり選り崔鬱
ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り還すかを聞いているか。

l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状聾を確認しているか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを確窟．
z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家族や看護師、医師に報告したか。感染の

♀﨎謖ｩにつながる．）

片付け

P
吸引びんの鹿液量がフ0～80暢になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑪ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬漬や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

⑲ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは栞覇の綾に絶縁する．）

膨　顧．＾．　雌・　　　艦7φ個麟隣i懸謹選蕪驚　　藩蕪1畿 個 僧 個 個 個

※季引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

●

ご一蓋超一一一”一”””””一””’一”一”門一一一”一一一”一一門””””一一 jロー一一一一一”一””一”””ロー一一一一、

1　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施する一と．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

L＿廓＿＿一一一一＿一＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿一＿＿＿＿一＿＿一一一一＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿ノ
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＜ロ腔内吸引（目鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入してください 実地研修用

達成度

ア．手引きの手暇通りに実施できている．

C．画意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

E．手順について振かした

，』．　　　r’仁　　．』．や　　　　　　　回，数㌧i　　其 6回目、 7回目 18回耳 9回目 、10回目

、・ @　　　　　　　　　　　　　　　　．『・月1日一　　　し．土 ／ ／ ／ ／ ／

瀞晦’＼＝F

氏韓張鱗茎威f1’』 “粋5．　　　．昨　留意点1． 達成産肥入欄」　　’

訪問時、第一回目の疏水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく，

外から釦菌を持ち込まない．

準備 医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①一．

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境．利用者の姿勢を整える．

怎高ﾌ周囲、口腔内を鰻察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
ﾁ餓の貯留、出血、腫れ、載蝶などのチ功クをしたか．

1②・

●疏水と石けんで手渋い、あるいは逮乾性標式手指

ﾁ毒剤で手洗いをする．
恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に撞蝕した後、吸引前の手洗いを行っているか。

關�｢後、決められた吸引カテー・テル保持方法を守っているか・

③、 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す・
衛生的に、器具の取扱いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

・④一！ 吸引力トテルを吸引器に連結した接続管につなげる● 衛生的に操作できているか．

⑤』，

●薬液浅漬法の場合、吸引器のスイッチを入れ、
��zって吸引カテーテルの内腔を浅い表す．
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを櫨認．

衛生的に、器具の取扱いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

・ド⑥一 吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか

ゆ．」 「吸引しますよ師」と實をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

“ぞ③藁 目鼻マスクをはずす． （注意）個人韮があり、醸番が前後することがある．

吸引カテーテルを口腔内に入れ、両頬の内欄、舌の上

ｺ周面を吸引する．

・静かに挿入し、口腔内の分泌物を吸引できたか．あまり奥まで挿

@入していないか．

ひ⑪霞 目鼻マスクを適切にもとの位置にもどす． （注意）個人墓があり、順番が前後することがある．

コーレ
“∫’⑪．撰

@一一一．へ

使用済み吸引カテーテルは
@　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．
Jテーテルに分泌物が残っていないか．

．1⑫こ 消毒剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

』⑬1 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

＝⑭，ミ・
（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ、消毒薬が入った像存容器にもどす．

1⑮卸

手袋をはずす（手袋着用の婚合）またはセッシをもとに慶

ｷ．

關�｢をする．

＝“＼ご

f⑯一

@、

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨屈する．

恬�p者の顔色、呼吸状態等を観察する．
恊l工呼吸器が正常に修塾していること、口鼻マス
Nの装着がいつも通りであることを櫨鬱する●

恚z引した物の量、性状等について、ふり選り纏鬱

ｷる．

本人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り返すかを聞いているか．
l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を確認しているか・
�p者の状態鯉察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを確認．
z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．
k興奮があった場合、家族や看護師、医師に鰍告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

P
吸引びんの鹿液量が70僧80瓢になる前に鹿渡を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑪ 藁液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水1ま継ぎ足さず、ビンごと取り換える．

⑲ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　・
�@　　　一’　　　　．アの個数・1　　　　　　　　　　　　．い一 個 飼 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　4

一一一帰一－一一一一一一一－一ロー一一一一一－督嚇一層一一一一一一一帰一一一一一一・』一一一一。一一一一一一一一一一一一一一周一一－一一－一－甲一一一一一一一－一一 j
r血　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について・把窪した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書
し＿＿＿＿一＿＿＿一一＿＿＿＿一＿一＿＿＿一＿＿一＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’
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＜鼻腔内吸引（通常手順）について記入してください＞ 実地研修用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

畑瀬瓢聯継饗1鱒，淵㌻上一回数：鑛謙覧鍵註・】，、戸悪　　、．載辮3 コ回目∵ ’2回目． ∫3回目一 4回目 ．5回目・一

、．』 @「蔦，汁　　蓬　」’　㍊麟」耳』百，雛羅謎凝難愚隠“．蓑譲　戴1蓬・，ピγ ／ ／ ／ ／ ／

篭聡惰一蓉麟　　賀、一麟醜繭蜜■一＾“磯1遜譲縮』漉灘織’

灘鳶淋　　郵漸一’ @一一環一＝魚鱗嚢譲冥 購鏡熱無難蓼二醜鳶、罫鼎嚇栂謬 、ぬ鯉、鍵継記加’済轄・・ぺ・・㌧

　　　－

�備

紡問時、篤一回目の流水と石けんによる手洗いを濟ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．
ここまでは、ケアの前に済ませておきます

@一＝、
@’二

●利用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある吟だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

o血、腫れなどのチェックをしたか．

　　　、ﾇ一 Pう．茨こ、ε

K一

●流水と石けんで手洗し、、あるし、は達乾性標式手捕

ﾁ毒踊で手渋いをする．
恤K要に応じ未裁盲手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢隆、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか．

、こ冗酢～『

DO　r． 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取換いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

。｛尋　】；

D④雨 吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる． 衛生的に操作できているか．

　｝享，⑤る

●薬液浅漬法の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を浅い流す
ﾆともに吸引カテーテルの爾囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを確認．

衛生的に、器具の取扱いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

ゆ・葺　　～
吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか．

「吸引しますよ配』と戸をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．
』　　　・”！一5

@　　－r

g丁剣難・
貞
�
D
一
’
一

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内
ﾌ臭に入れる．

恚z引カテーテルを手で操作する場合、こよりを
Qるように左右に回転し、ゆっくり引き叛きながら

z引する．

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか・

K切な角度の調整で吸引カテーテルを奥まで挿入できている

ｩ．

z引カテーテルを左右に回転させながら引き捷いているか

使用読み吸弓1カテ畦’レ1ま　　　　　　　　　コー

’っ’　　　　　っ　　　　　　い

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま涜浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの流体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

消毒剤入り採存液を吸引カテーテル内に吸引する．

蕪 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引墨の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

，群軸一調。

п�E．鼠謡

（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ、消膏薬が入った保存容器にもどす．

一網漿

倹
手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに浸

ｷ．

關�｢をする．

　うさ；：‘

@］一般■＝

ｼ樹‘
Aマ

Q
隆
匠

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる

･合、たんがとれたかを櫨鬱する．

恬�p者の顔杷、呼吸状態等を観察する．
恚z引した物の量、性状等について、ふり選り確認
ｷる．

本人の意志を魍しているか．たんがとれ切れていない場合は
烽､一回繰り逼すかを聞いているか。

齟ﾉを最小隈に、吸引できたか．

�p者の状態銀察を行えているか．経鼻胃管使用者では．経鼻
ﾝ管が吸引棲、抜けていないかを確認．

z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家集や看護師、医鰯に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑮
吸引びんの鹿液量が70～80覧になる前に廃液を捨てる．

手早く片廟ナているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑯ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える

⑰ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し．ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは葉霧の後に記録する．）

　一烽P．、、．叢、、，，鍔　、、籔こ謡講．“心筋難懸欝緯羅1墾織難一 個 個 個 個 個

※手引きの手隈を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

‘一重藍””一””””一”一一”一門”””一””一一一一”一一一”””””一 �h一ロー”””一””””一一一一一”、
曜　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施する』と・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

L＿＿一一一一＿＿＿＿一一＿＿＿＿＿一＿＿＿＿一＿一＿一口＿一＿＿＿＿＿＿＿一一＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿＿＿ノ
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＜鼻腔内吸引（通常手順）について記入して〈ださい＞ 実地研修用

達成度

ア．手引きの手頑通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、櫨かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

・～ @　、黙　　　　　　　　・「　　　　　回数乏・」・　　　　昌　　　　　　む∫ 6回目1 ，7回目 ．8回目， 9回目・ 、10回目

　　　、ヤ・
氏D日立・　　　　　　　　　　　　　VL』 ／ ／ ／ ／ ／

一v

@　時剛・
㌧長’∫ P、． ・斌　　㌧」ぜ・鵠嚇窯、手口…　，一，

》一・ @雪意・恥　　　　　　　　　　　　蒐　一 違成度記入欄、

訪問時、第一回目の潅水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく
外から細菌を持ち込まない．

準備 医師・坊間看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①

●引用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

�p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を登える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
o血、腫れなどのチェックをしたか．

②一
D

●潅水と石けんで手浅い、あるいは遼転性標式手指

ﾁ舞剤で手洗いをする．
恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか・

③・　　一　　　一 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取換いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④’』 吸引カテーテルを吸引器に連結した接続管につなげる． 衛生的に操作できているか．

⑤」

@、　、

●薬液浸漬渋の場合、吸引器のスイヅチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を洗い養す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを雀認．

衛生的に、器具の取換いができているか。

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

⑤』∫　．．・噛二

吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか，

「吸引しますよ一」と戸をかける． ボ人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．⑦漫

@㍗5　　㌧

H輩

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内

ﾌ奥に入れる．
恚z引カテーテルを手で操冷する場合、こよりを
Cるように左右1こ回転し、ゆっくり引き叛きながら

z引する．

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか．

K切な角慶の調整で吸引カテ・一テルを臭まで挿入できている

ｩ．
z引カテーテルを左右に回転させながら引き抜いているか

使用済み吸引カテーテルは　　　　　コーレ
つ一　　　　　　　　　　　　い　　　．

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま涜浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

⑪『一 酒器剤入り保存液を吸引カテーテル内に吸引する．

　｝　　　　－

J．マ 吸引器のスイッチを翻る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が纏わったらできるだけ早く消したい，

一⑫一

D一

（薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはず

ｵ消考薬が入った保存容器にもどす．

　　　、　、 手袋をはずす（手袋着用の塩合）またはセッシをもとに反

ｷ．

關�｢をする。

一　一　　）　』

M、一

x一

●利用者に吸引が纏わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを養冠する．

恟阯p者の顔色、呼吸状態等を履察する．
恚z引した鞠の量、性状等について、ふり運リ櫨記

ｷる．

本人の意志を櫨鬱しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り遺すかを聞いているか．

齟ﾉを最小隈に、吸引できたか．
�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引綾、抜けていないかを確認．
z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．
i異常があった場合、家族や看護輝、医飾に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑮
吸引びんの廃液量が70州80鷲になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑮ 薬液びんの潅の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える

⑰ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

kヒヤリハットは栞霧の後に記録する．）

へ■ @　　　　　　　　　　　　　　アの個数・　　　　　　　　　』ヤー 個 個 個 個 個

※手引きの手順を櫨かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

1”繰粥漏斗こ燕ヨ賑薫欝羅照よ蹴粥言よ；1蕊羅窃蕉；こをτ……ロ’…”皿…’

し＿＿＿＿一＿．－＿＿＿＿＿＿－＿一＿＿一＿＿＿一＿＿＿ロ＿＿＿＿＿＿＿一一一』一一一一一一一一一一一一一一一
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＜鼻腔内吸引（ロ鼻マスク・鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入〉 実地研修用

達成度

ア、手引きの手順通りに実施できている．

イ、留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について捷かした

、とt』 �黶

f．鶏と年」，

．㌧ゼ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　■

ｮ瓢1藩侃、，忍＝麟纏纏縫繋回，噺編垂嚢黄・い・蝋ヤ　誤・蟹“蝿爺 D1回目二 2回目！ぎ ず3回目 、4回目 5回目

一纏ヅ　・・レ「　　陣・t殖瀬婁繋騰鋳｝懸難鐵趣’緯無窓3藤織 ／ ／ ／ ／ ／

灘　1凝　．．．、，　　　　．涛郵懲繋献灘裟晒無妻舞茸ン欝欝翼銀i華

…∫パー』＝ 婆実￥，一響無難棄1簸撒輩鱗“ 1、聾餐懸灘謙冒』崩欝醸読癖盗
1－

E歳㌧　，了違建屋記入柵．1

紡悶時、第一回目の潅水と石けんによる手洗いを清ませ
ﾄおく．

外から細菌を持ち込まない．

準備 医輝・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．
ここまでは、ケアの前に読ませておきます

、“ �噤

E①∫1

●剰用者本人から吸引の依頼を受ける．あるいは、

阯p者の意思を確認する．

恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．

o血、殿れなどのチ切クをしたか．

@　　　　　　　●
　砕土・

P∫②・』i

●驚水と石けんで手洗い、あるし、は逮乾性標式手指

頼]朔で手洗いをする．
恤K要に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては

Zッシを持つ．

利用者の体に撞触した後、吸引前の手漉いを行っているか

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか

．、　　マニ　　、

D一 Z二 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか・

吸引カテーづ＝ルを吸引器に連結した接続管につなげる● 衛生的に操作できているか．

㌃プ　rF

艪P・　唖－　　一

@±　一71－、

辯Dタ

●薬液浸漬浅の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内膣を洗い濠す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を濠う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを植傷．

衛生的に、器具の取扱いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

吸引カテーテルの先端の水をよく切る． よく水を切ったか

・1＝⑦寄－
「吸引しますよ糎』と声をかける． 本人に合図を送り．心の準備をしてもらえているか．

口臭マスクまたは鼻マスクをはずす． （注意）個人差があり．嬢番が前後することがある．舗繋

u蒙

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状駐で鼻腔内
ﾌ奥に入れる．

恚z引カテーテルを手で操作する場合、こよりを
Cるように左右に回転し、ゆっくり弓1き櫨きながら

｠引する

奥に挿入するまで、吸引カテーテルに陰圧はかけていないか．

K切な角度の調整で吸引カテーテルを奥まで挿入できている

ｩ．

z引カテーテルを左右に回転させながら引き抜いているか

口鼻マスクまたは鼻マスクを適切にもとの位置にもど

ｷ
（注意｝偏人差があり、願書が前後することがある．

≠！・
曙|｝『一こ惨煎

J蓄・
@　灘．・　　、マ嚇・

使用読み吸弓1カテーーテノレ1よ　　　　　　　　　　　一

@　一　　　　　　　　　　　　い　　　．

外側に分泌物がついたカテーテルをそのまま洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚梟していないか．
ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．

rをシ｝．’⑫ぎ

酒毒剤入り保拝液を吸引カテーテル内に吸引する．

．麟 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

∫茎＝記

B婁
（葉腋浸漬法の場合）吸引カテーーテ’レを連結管からはず

ｵ消考剤の入っている保拝容器にもどす．
．rし胃㌔』｛

v親筆こ1

鼇⊥

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに反

ｷ．

闕翌｢をする．

＝
戴
、
．
ヤ
受
、
購
養
．
．

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを櫨惚する．

恟阯p者の顔色、呼吸状聾等を概察する．
恊l工呼吸器が正常に俸勒していること、目鼻マ
Xク・鼻マスクの装着がいつも通りであることを

･鬱する．
恚z引した物の量、性状等について、ふり量り確認
ｷる．

本人の意志を確隠しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り遇すかを聞いているか．

l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を櫨鬱しているか．

�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出てきていないかを穣認．
z引したたんの量・包・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．

i異常があった場合、家族や看護郎、医廣に報告したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

@⑪
吸引びんの鹿液量が70～80鮨になる前に鹿波を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

⑪ 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は：継ぎ足さず、ビンごと取り換える

⑮ 評価崇に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは集義の後に記録する．）

一
．
獄
．
。 @棚　　　　　　叢→　、驚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．！ζいず一一、
A．　　　　　　　　　　　　　｝・1ぎ幾墜》 個 個 僧 個 個

※　手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

rj置”一’一”一”’””一－””一”ロ”””””一一””’”””一”’”二一“一”一’””’”一”’一’”一一”、
1　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施する』と．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

t＿一一一＿一＿一一＿＿＿一一一．＿一＿一＿＿一＿＿＿＿一一一＿一＿＿＿＿＿一＿一＿一一＿一．＿＿＿一＿軸＿＿＿ノ
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＜鼻腔内吸引（ロ鼻マスク・鼻マスクによる非侵襲的人工呼吸療法者用手順）について記入＞ 実地研修用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで．抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

回数 6回目
7
回
目
一 8回目 ・9回目 10回目・

月L日・『　　　　　　　　　　　　　　　～下．一 ／ ／ ／ ／ ／

時．間．一　　　　　　　　　ハ

・ぐン

@　　　頭手順■亀
、埠

@　　　　　　　　　ロー倉貞　一 、睡威慶記入欄1

訪問時、第一回目の疏水と石けんによる手洗いを済ませ

ﾄおく．
外から細菌を持ち込まない．

準備 医飾・坊間看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に演ませておきます

①1

●利用者本人から吸引の低額を受ける．あるいは：、

�p者の意思を確認する．
恚z引の環境、利用者の姿勢を整える．

恤@孔周囲を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
o血、腫れなどのチェックをしたか．

②、．

●貰水と石けんで手洗し、、あるいは遼乾性標式手捕

ﾁ毒謂で手漉いをする．
恤K要に露じ来滅菌手袋をする．場合によって1ま

Zッシを持つ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか

關�｢後、決められた吸引カテーテル保持方法を守っているか

o・ 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の取振いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④一 吸引カテーテルを吸引器に連結した横縫管につなげる・ 衛生的に操作できているか．

⑤，

●薬液浅漬渋の場合、吸引器のスイッチを入れ、

��zって吸引カテーテルの内腔を洗い竃す
ﾆともに吸引カテーテルの周囲を洗う．

恁�ﾟられた吸引圧になっていることを禮裡．

衛生的に、器具の取振いができているか．

z引圧は20キロパスカル以下、毎回確認の必要はない．

⑤
、
1
』
、

吸引カテーテルの先端の水をよ（切る． よく水を切ったか

⑦，一 「吸引しますよ岬』と声をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

口臭マスクまたは鼻マスクをはずす． （注：）億人差があり、順養が前後することがある．曝、

@》イ1Bσ灘

●吸引カテーテルを陰圧をかけない状態で鼻腔内

ﾌ臭に入れる．
恚z引カテーテルを手で操体する場合、こよりを
oるように左右に回転し、ゆっくり引き緩きながら

z引する。

臭に挿入するまで、吸引カテーテルに陰1王はかけていないか．

K切な角度の調整で吸引カテーテルを臭まで挿入できている

ｩ．

z引カテーテルを左右に回転させながら引き抜いているか

目鼻マスクまたは鼻マスクを適切にもとの位置にもど

ｷ
（注意）個人差があり、順番が前後することがある．

　
屑
ξ
隅
一
⑪
　
，

使用済み吸引カテーテルは　　　　　　　　一
@　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　●

外側に分泌物がついたカテーテルをその蒜洗浄水（水道水等）

ﾉ入れて水を汚染していないか．

ﾑんの流体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．’3、．一、

⑪，“ 消毒剤入り像存液を吸引カテーテル内に吸引する．

，¢ 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の機械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

⑭一 P
，

（薬液浅漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からは：ず

ｵ藩毒剤の入っている像存容器にもどす．

⑮一，ヤ「　　土

手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに浸

ｷ．

關�｢をする．

三噂．iし・

A　■亡．

〟A・

●利用者に吸引が襲わったことを告げ、確認できる

鼾〟Aたんがとれたかを確認する．・

恬�p者の麺包、呼吸状撃等を履察する●
恊l工呼吸器が正常に億9していること、ロ鼻マ
Xク・鼻マスクの装着がいつも量りであることを

�Tする．
恚z引した物の量、笹状等について、ふり遇リ1引隠

ｷる．

‡人の意志を確認しているか．たんがとれ切れていない場合は

烽､一回繰り還すかを聞いているか．
l工呼吸器の作動状態、マスクの装着状態を確認しているか．

�p者の状態観察を行えているか．経鼻胃管使用者では、経鼻

ﾝ管が吸引後、口腔内に出て音ていないかを櫨認．

z引したたんの量・色・性状を見て、たんに異常はないか確認し

ﾄいるか．
i異常があった場合、家族や看護師、医廣に綴合したか．感染の

♀哿ｭ見につながる．）

片付け

P
吸引びんの廃液量が70岬8鵬になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜捨てる．

① 薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 薬液や水道水は継ぎ足さず、ビンごと取り換える

① 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業覇の後に記録する，）

v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蘭　』アの鰍．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　一　　一　一　・　一　一

f泳一’　　　　亡へζ 個 個 佃 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

1”囎愚晶出愚乙藤概鄭」ξ；；；葛π；二τ嵐＝エ概難凱”””’”’”’”’「
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
、一一一一一一－一－一一一一一一一一一一一一口口ー－一一一一一一一一一一一一一。一－。一一－一一－－一一－一一一一ロー騨一一一一一一一顧一。一一一一り一噂一一一一－一
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く気管カニューレ内吸引（通常手順、人工呼吸器未装着）について記入してください＞ 実地研修用

達成度

ア．手引きの手直遺りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで．抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

壌一｠撫・・鴇纏慕嫌… ﾙ鱗茎霧・麟鷲』・、　醜’。、へ．峨摯｝磨諏粥懲鐸｝．細・’藩、， 1回目一

　　－　　　　一

Q回目、 ．ゑ回目． ．4回目「 5回目

染

…　一・い　蝦　・競輪翼璽i；ぎ　　一『障　’噛一　一・・幸麗欝鋤　鍛蟻難熊 ン ／ ／ ノ ／

．タ　ぶ　　砕、　塁〕　幕爆1獣画掴』婆爆　　　鳩一一欝醗鶴　麟轟、玉選

「　一 @…矧’”半　一f諭謝擬を1・塾 爵野鼠饗一糊’離管ぎ窮惹戯墜灘　　口寄 ’蔚’・ 　　　　　　　　　　　｝∫
D・D醇．違割腹入擢底、，

訪問時、纂一回目の調レkと石けんによる手渋い繍ませておく． 外から細苞を持ち込まない．

医飾・訪問看護の指示を稼覚する．

準備

利用看本人あるいは家ぬこ体調を聞く． ここまでは、ケアの前に清ませておきます

気管カニューレに人工鼻が付いている場合、はずしておく．

Φ、

●御用者本人から吸引の俵頼を轟ける．あるいは、利用書

ﾌ鼠思を確認する．
恚z引の深填、利用者の姿勢を憂える．

恚C管カニューレの周囲．固定状態およびたんの貯留を示す

ﾄ吸音の有無を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
C管カニューレ卿囲の状態（たんお吹き出し．度膚の免春等）．国定のゆる

ﾝ．たんΦ貯留を示す胃吸音の有無などのチェックをしたか．

②㌻

●潅水と石けんで手漉し、、あるし、は遮乾性鰹式手措消毒剤

ﾅ手洗いをする
恣｡蔓に応じ未滅菌手袋をする．場合によっては：セッシを

�ﾂ．

利用者の体に接触した後、吸引前の手洗いを行っているか．

關�｢後．決められた吸引力←予ル像持方法を守っているカ㌔

■O　l 吸引カテーテルを不潔にならないようば取り出す．
衛生的に、器具の取搬いができているか．
Jテーテルの先端をあちこちにぶつ1ナていないか．

吸引カテーテルを吸引器に連結した授綾管につなげる． 衛生的に操作できているか．

吸引唇のスイッチを入れる． 圭靖から約10㎝のところを手袋をした手（またはセッシ｝で持つ．

．魁

（薬液浸漬法の零含｝吸引カテーテルの員面、内腔の罰毒液

�ﾚり除くため、専用の水を吸引し、爾貫も笑う．

z引カテーテル先緒の水を良く切る．
P回使用の場合は、このステップは不要．

消毒液を十分に洗い箕したか．

z引圧の確認しているか．侮回は心裏ない）
Jテーテルについた水滴をよくはらっているか．

「吸引しますよ旬』と声をかける． 本人に合図を送り、心の準備をしてもらえているか．

手袋をつけた手（またはセッシ）で吸引カテー’テルを気管カニュー

兼焉i約10㎝〕に入れる．

二奮黎叢話鐸無識跳潔鶉嶽繍害も　吸入カテーテルは気管ニューレの先端を越えていないか．

カテーテルを左右に回し悔ゆっくり引き敏きながら」5魯駅内

ﾅ皇臨

吸引中、直後の患者の呼吸状態・顔色に気をつける．異常があった場合、家

ｰや看護師に即座に報告したか．
A圧をかけて吸引できているか．

z引の時間は適切か．

纐難 使用済み吸引カテーテルは　　　　コー　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一@　　　　亀

気管カニューレを、アルコール綿で上から下裳で一気にふき取っているか．

C管カニューレ内吸引カテーテル吸引専用の水で洗浄しているか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．鑑瞳立．
糞

∫二⑪重．　　r革 藩黌剤ズり像存液を吸引カテーテル内に吸引する．

．．；・ヤ・1 l
．
⑫
義

吸引器のスイッチを甥る．（吸引終了⊃ 吸引器の機械音は、吸引が終わったらで音るだけ早く漏したい．

乏ゴ　　法・・

@亜・こ
（薬液浸漬珪の場含）吸引力テーテ噸結管からはれ｛消毒剤
ﾌ入って」｝る録存額にもどナ・

手袋をはずず（手袋着用の場合）蜜たはセッシをもとに良rザ．

關�｢をする．

・5勲』

@“　二

ﾐ付け

@㊦

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる場台、

ｽんがとれたかを穣2する．
恍范p者の顔他、呼吸状態讐を雛察する．
恊l工呼吸器が正常に詐勒していること、口臭マスク・

@マスクの装着がいつも遺りであることを櫨讒する．
恚z引した物の量、性状審につし、て、ふり遮り確認する．

本人の意竈を確認しているか．たんがとれ切れていない場台はもう一回繰り

ｭすかを聞いているか．

ﾉみをあたえず、吸引できたか．
z引したたんの量・色。性状を見て、異常はない動軸ているか．（異常が

｠った場合、家族や看護師、医飾に報告したか．感染の早期先見につなが

驕D）

Tイドチューブ付き気管カニューレの場合、サイドチューブからも吸引する．

k吸引器の撞峡管とザイドチューヴを’つなO

吸引びんの廃液量が了0勾8鰭になる蔚に廃液を捨てる．
手早（片づけているか．

z引びんの湧物は適宜捨てる．

⑰ 消毒剤の薬液びんの液の残りが少なければ敗り換える． 消妻剤や専用水は継ぎ足さず、薬液びんのセットごと敗り換えているか．

⑪ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．

記録し、ヒヤリハットがあれば報告する．

kヒヤリハットは乗務の御こ記録する．）

z引したたんに異常があった場合、家族や看護師、医飾に報告したか．（感

�ﾌ早期発見につながる．）

』譲
峯　二“　一・‘』・・一　齢　　　　欝灘戴豊蟹輝婁麟欝妻暴織“、 個 個 個 偶 徊

※手引きの手順を捷かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

■

，一一」r－甲一一一一一一一一一一一－一一一一一一一甲一一一一一一ロー一一一一一－－一一－一一一一一一一一一一一一一哺購一一一一一一一一一一一ロー一一一一一一一一一一一一一甲一一一儒甲，り㍉

霊鑑宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について．把難した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　※吸引カテーテルを掌回使用する場合は：、⑥、⑩、⑪のステップは省略できる・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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く気管カニューレ内吸引（通常手順、人工呼吸器未装着）について記入してください〉 実地研修用

達成度

ア、手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

！了 @　　　　　　、　　　　　　　回数 6回目 7回目 a回目 9回目 10回目

月日’ @　一　　　　　　　　詩 ／ ／ ／ ／ ／

膚刷

＾』■

@　　1手順』． 貿童貞 養成魔2入櫛’

訪問暁、纂一回目の讃水と石けんによる手洗いを清ませておく． 外から細菌を梼ち込まない．

医師・訪問看護の指示を確認する．

準備

利用者本人あるいは家族に体調を聞く． ここまでは、ケアの蔚に済ませておきます

気管カニューレに人工鼻が付いている場合、はずしてお（．

①

●澗用者本人から吸引の飯頼を受ける．あるいは、利用者

ﾌ毒忌を裾鬱する．
恚z引の深填．利用者の姿勢を整える．

恚C管カニューレの屠囲、固定状態およびたんの貯留を示す

ﾄ吸音の有無を観察する．

必要性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
C管カニューレ周囲の状態（たんお吹き出し、皮膚の免春等）、固定のゆる

ﾝ、たんの貯留を示す呼吸音の有無などのチェックをしたか．

②

●貰水と石「けんで手遊し、、あるいは遮乾鮭整式早鮨消毒剤

ﾅ手洗いをする
恤K要に応じ未裁歯手袋をする．鳩合によ・⊃てはセッシを

獅ﾂ．

利用者の休に授蝕した後、吸引葡の手浅いを行っているか，

關�｢後、決められた吸引カテーテル像持方法を守ってし㌔るか・

o 吸引カテーテルを不潔にならないように取り出す．
衛生的に、器具の敗勘」、ができているか．

Jテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

④ 吸引カテーテルを吸引謝こ連結した棲綜管につなげる． 衛生的に操作できているか．

⑤ 吸引器のスイッチを入れる． 先端から約10αmのところを手袋をした手（またはセッシ）で持つ．

⑥

（薬液浸漬法の雲台〕吸引カテーテルの劇画、内腔の消毒液
�ﾌり除くため、専用の水を吸引し、田口も洗う・

z引カテーテル先鑑の水を良く切る．
P回使用の鳩合は、このステッアま不要．

消毒液を十分に洗い流したか．

z引圧の確認しているか．侮回は必要ない）
Jテーテルについた水滴をよくは1らっているか．

⑦、二 「吸引しますよ旬」と戸をかける． 本人に合図を送り．心の準備をしてもらえているか．

手袋をつけた手（また1まセッシ）で吸引カテーデルを気管カニュー

兼焉k約10㎝）に入れる．

薯潔藁誰講謙識潔認鶴嶽蝦おく．　吸入カテーテルは気管ニューレの先端を越えていないか・

カテ一子ルを左右に回し、ゆっくり引き権きながら、15捗獄内

ﾅ！阻

吸引中、直後の盛者の呼吸状聾・顔色に気をつける．異常があった場合、家

ｰや看護師に釦座に報告したか．
A圧をかけて吸引できているか、

z引の時園は適切か．

守灘

@⑪㌧1，

@　一

使用済み吸引カテーテルは　　　　コー
@　　　ニューレ　　　　　一　一

気管カニューレを、アルコール綿で上から下まで一気にふき取っているか・

C管カニューレ内吸引カテーテル吸引専用の木で読浮しているか．

ﾑんの液体を吸いすぎていないか．

Jテーテルに分泌物が残っていないか．継立．

二⑪一！．
消毒剤入り録存滅を吸引カテーテル内に吸引する．

⑫，一 吸引器のスイッチを切る．（吸引終了） 吸引器の権械音は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

。⑪
（薬液浅漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはずし消毒剤

ﾌ入っている像存容器にもどす．

下⑭ 手袋をはずす（手袋着用の場合）またはセッシをもとに慶す．

關�｢をする、

●利用者に吸引が終わったことを告げ、確認できる場合、

ｽんがとれたかを檀塁する．
恟阯p者の顔色、縣較状態審を観寝する．
恊l工呼吸器が圧需に露顕していること、口臭マスク・

@マスクの装着がいつも遮りであることを龍饗する．
恚z引した物の量、性状等について。ふり還り穣窟する．

本人の意志を確窪しているか．たんがとれ切れていない場合はもう一回繰り

Jすかを聞いているか．

gみをあたえず、吸引できたか．
z引したたんの量・色・性状を見て、異常はないか確認しているか．（異常が

｠った場台、家族や看護飾、医師に報告したか．感染の早期発見につなが

驕D〕

Tイドチューブ付き気管カニューレの場合、サイドテユーブからも吸引する．

i吸引器の接続管とサイドチューブをつな⇔

片付け

N
吸引びんの腕液量が70酎8偽になる前に廃液を捨てる．

手早く片づけているか．

��ﾑんの汚物は適宜捨てる．

⑰ 消毒剤の薬液びんの液の残りが少なければ取り換える． 消毒剤や専用水は：継ぎ足さず、簾液びんのセットごと取り換えているか．

⑪ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．

記録し、ヒヤリハットがあれぼ報告する．

iヒヤリハットは集義の後に記録する．〕

z引したたんに異常があった場合、家族や看護飾、医師に報告したか．（感

�ﾌ早期発見につながる．）

　　　　　　　　　“．、Aの徊数一上’　　　　　　・心尽　　　　　　　　　一 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
’一一一一一一ロー一一一甲一一一一甲r一一一一－－一一一一一一甲一一一ロー一一一－騨一一一一一一一『－甲一一一一一一一一一一一一一一燗一一一一一一一一一一一一¶一一甲一一一一一甲一 _
～　重量直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l

l　※特定の利用者における個別の留意点（良好な惇位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　※吸引カテーテルを卓回使用する場合は、⑥、⑩、⑪のステップは省略できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’、一－一一一一－－甲－一一一一一一－一一一一〇一一一一一一■一一一一－r帰一一一－一一一一一辱一一■一一一一－一■一一一一一一一一一一唇一一一一一一一一一，一軸一一一一一．一一一－一
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〈気管カニューレ内吸引（侵襲的人工呼吸器装着者用手順）について記入して〈ださい＞

遥成度

準債

ア．手書1きの手順通り」：実施で看てし、る．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで．捷かしたり間違えた．

ウ．手順について技かした

回数．■

一 聯
－、し　と【｛・月 『日驚

＝
碍 冊傭 撫、静欝趣　惜㍗媒 精励

、』無・許簿、・　…手直1・■～こ　　、、：　’乱

訪問時、第一回目の流氷と石けん1こよる手洗し、を濟ませておく．

医師・訪問看護の指示を確認する．

利用書本人あるいは家盤に体調を聞く．

気管カニューレに国定ヒモが結んである場合はほどいておを．少しコネクターを

ゆるめておいても良い．

②

●剃刀者本人から股引の俵頼を受ける．あるいは．利用者の意思を
櫨饗する．

●慶引の璋填．利用書の姿勢を登える．

●気管カニューレの周囲、固定状態およびたんの貯雷を示す呼吸管の

有鍵を観察する．

o、

④．丁

蟹

●流オ【と着けんで手洗t、、あるし、は遼乾性擦ま手指消毒剤で手漉L、

をする．

●必憂に応じ未滅菌手衰をする．場合によってはセッシを持つ．

吸引カテーテルを不潔にならないように載り出す，

吸引力予一子ルを吸引5に適結した接続管につなげる．

吸引カテ→ルを不潔1こならなし、ように二」配り出し、壁書1器のスイッチを入オし

る．

葉幌

（藁蓑浸漬法の場台⊃戦引カテー・テルの周囲、内盤の消毒液を象り除くた

め。専用の水を壁引し、周囲も洗う．

股引カテーテル発艦のホを良く切る．
単回使用の場台は．このステップは不喪畢

「吸引しますよ岬』と芦をかける．

人工呼重器から空気が送り込まれ．胸が量り上がるのを確2疲、フレキ
シブルテユーブのコネクタを気管カニューレからはずし、フレキシブル

チユープをきれいなタオル筈の上に置く．．

手袋をつけた手（またはセッシ）で唖引力予一テルを気管カニューレ内（豹1

0㎝）に入れる．

一
毛
“

．
⑪

カテ一一テルを左右に目し、ゆっ（り引き被きながら、15D獄内で雌

L

瀬
軌

㊤

6
㊦
・

⑱

吸引を終了したら、すqこコネクタを気管カニューレに後続する．

使用法み吸引力予一テルは

消毒剤入り像蒋液を吸引力予一Fル内に吸引する．

唖引蕃のスイヅチを切る．（較引襲了）

（薬液浸漬法の場合〕吸引カテーデルを連結管からはずし、蒲毒剤の入ってい

る標喜喜蕃にもどす．

手裳頼まずす（手裳着用の場合）就こはセッシをもとに慶す．

手洗いをする．

片付け
　①

⑱

⑪

●利用書に吸引が終わったことを告げ．確認できる場合、たんがと南」た

かを確9する．

●剃用書の顔色、呼唖状躯等を雛察する．

●人工呼戦書が五常に作働していること、気道内圧、畿棄値和食等を
チェックする．

●唖引した物の量嘱性状癖につし、て、ふり適【り肇3する●

吸引びんの庚液量が70哩80曳になる前に廃液を捨てる．

靖暑剤の藁滅びんの液の残りが少なければ取り換える．

騨価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．

∫蝉一按轟甘ぼ最幽 1蠣警　涯

外から縞目を持ち込まなし、．

ここまでは、ケアの菊に清ませておきます

必蔓性のある時だけ行っているか雫

効果的にたん壱壁引で青る体位か．
気管カニ」コ、一→レ周囲の状態（たんお吹き出し、皮膚の売券等）．固定のゆるみ幅

たんの貯留を示ナ呼唖者の有無などのチェックをしたか．

剰用書の体に撞蝕した後．戦引葡の手洗いを行っているか．

手洗い綾、決められた載引力予一テル篠持方法を守っているか．

衛生的に、器具の欺捷いがで看ているか．

カテーテルの先端をあちこちにぶつけていないか．

衛生的に撮棒できているか．

衛生的に、善具の聖搬いができているか．

驚端から約10Gmのところを手袋をした手（またはセマシ，で狩つ．

カデーテルの先踏をあちこちにぶつけていないか．

消毒液を十分に洗い表したか．

吸引圧の硅縁しているか．1毎回は必要ない1
力予一テルについた水滴をよくはらってし、るか．

本人に合同を送り、心の準備をしてもらえているか．

辱吸器から肺に窒気が送り込勧たことを艘後に．片手でフレキシブル

チューブ（コネクタ｝を、そっとは’ザせているか．

気管カニューレをひっぱって痛みを与えていないか．

はずしたフレックスチューブをきれ↓、なガーゼかタオ’ルの上に置いているか．

水滴を気管カニューレ内に1落とし込んでいないか．

気管カニューレの手ないしセッシでの持ち方は正しいか．

どの時期で陰圧をかけるかどうかば、あらかじめ決めておく．

喚入カテーテルは気管ニューレの先端を超えていないか．

吸引中、i往の患者の呼璽状態・顔色に気をつける．異常があった場合、家

躾や看濃節に二郎塵に綴告したか、

陰圧をかけて吸引で妻ているか．

吸引の暁闇は適切か，

フレキシブルテユーブ内に水滴が付いている場合、水滴を払った後に、コネクタ

を気管カニューレに搬映しているか．

気管カニューレを、アルコール綿で上から下重で一気にふき欺っているか．

気管カニューレ内吸引力予一テル吸引専用の水で洗浄しているか．’

びんの液体を吸いす轡ていないか．

カテーテルに分場物が残っていないか．

吸引善の鞭械音は、吸引が纏わったらできるだけ早く消したい．

本人の霊志を確認しているか．たんがとれ切れていない場台はもう一回縫リ返

すかを聞いているか，

痛みをあたえず、吸引できたか．

戦引したたんの量・色・性状を見て、異常はないか建課しているか．（異常が

あった場合、家集や看護師、医飾に報告したか．雛染の早期先見につなが
る．）

サイドテユーブ付音気管カニューレの鵡台．サイドチューブからも唖引する試吸

引器の撞峡管とサイドチューブをつなぐ〕

手早く片づげているか、

吸引びんの汚物は適1捨てる．

消毒剤や専用水は継f足さず、薬液びんのセットごと散り換えているか．

記録し、ヒヤリハットがあ才』ぽ韓告する．

（ヒヤリハットは裳務の綾に記録する．1

較引したたんに：異常があ’つた場舌、露盤や看護師、医師に報告したカ㌧（馨乗

の早期先見につながる．）

旬
一 ・締アのヨ聲蹄姦「 糠轟灘無硬鱗

※手引きの手厭を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

一、1貫目

／

2回甘

／

一3回目

／

’4回目

／

5回目

／

鑑慮度記入欄1

■ ■ ■ ■ ■

‘旦直立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　※特定の利用者における個割の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把織した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨

1※吸引カテーテル鮮回使蹴る胎ば㊧甑⑫⑲以テッブ儲略できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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く気管カニューレ内吸引（侵襲的人工呼吸器装着者用手順）について記入してください＞

達成崖

ア．手引音の手順遺りに実施できている．

イ．留二事項に詑竃されている絹目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手翫について撞力、した

＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼敗』 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目

』一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月日一＝　　　　　　　　　　　＿■ － ！ ／ ／ ／

～，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ．　　葡閥．．

留二直■ ヨ成魔記．入葛、

　

訪問時、纂一回目の流水と石けんによる手洗いを清ませておく． 外から繍曹を持ち込まない．

医師・坊間看護の措示を確認する．

準備
利用者本人あるいは家盤に体調を聞く． ここまでは．ケアの前に済ませておきます

気管カニューレに固定ヒモが結んである場合1まほどいておき、少しコネクターを

艪驍ﾟておいても良い．

①

●利用者本人から股引の俵績を費ける．あるいは、利用者の意思を

m認する．
恚z引の璋填．利用書の姿勢を養える．

恚C管カニューレの周囲、固定状態およびたんの貯留を示す停吸音の

L舞を銀察する．

必憂性のある時だけ行っているか．

�ﾊ的にたんを吸引できる体位か．
C管カニューレ月日の状懇（たんお吹き出し。皮膚の驚歩寄〕。固定のゆるみ、

ｽんの貯曾を示す呼壁音の有無などのチェックをしたか．

②・

●査水と石けんで手荒し、、あるし、は遼乾性標式手指消毒剤で手流し、

�ｷる．
恤K畏に応じ棄滋麗手袋をする．場合によってはセッシを持つ．

利用書の体に綾蝕した綾、吸引前の手託し》を行っているカ㌔

闕翌｢綾、決められた吸引カテーテル操持方法を守っているか．

一Q，， 吸引かテー・テルを不潔にならないように駁り出す．
衛生的に．器具の職級いができているか．

Jテーテルの先端をあちこちに5つけていないか

，④・ 吸引カテー子ルを吸引器に翌結した接続管につなげる． 衛生的に撮作できているか．

⑤　ρ
吸引力予一テルを不潔にならないように駁り出し、吸引讐のスイッチを入れ

驕C

衛生的に．雑具の欺振いができているか．

謦[から約10㎝のところを手袋をした手（またはセッシ）で持つ．

Jテーデルの先端をあちこちにぶつけていないか

⑤　一

`㌃

（薬液漫漫法の場合）畿引カテーテルの周囲、内腔の消毒濠を蹴り除くた

ﾟ、専用の水を重引し、局口も漉う．

ﾒ引カテー・テル先端の水を良く切る。

�回使用の婚合は、このス勃プは不要．

・消毒液を十分に洗い資したか．

@唖引圧の稼記しているか．（毎回は必要ない｝

@カテーデルについた水滴をよくはらっているか、

一⑦1、一 「吸引しますよ一』と声をかける． 本人に金園を送り．心の準備をしてもらえているか、

人工呼臓器から窒気が送り込まれ、胸ぶ盛り上がるのを櫨課倹、フレキ
Vブルチューブのコネクタを気管カニューレからはずし、フレキシブル

`ューブをきれいなタオル毎。上に置く．

呼吸善から瞳に空気が送り込まれたことを確認後に、片手でフレキシブル

`ューブ（コ串クタ〕を、そっとはずせているか．

C管カニューレをひっぱって痛みを与えていないか．
ﾍずしたフレックスチューヲを青れいなガーゼかタオルの上に置いているか。

�Hを気管カニューレ内に落とし込んでいないか．

手袋をつけた手〔またはセッシ）で臓引カテーテルを気管カニューレ内〔豹1

O㎝〕に入れる．

気管カニューレの手ないしセッシでの持ち方は正しいか．

ﾇの時期で陰1王をかけるかどうかは．あらかじめ決めてお（。

z入カテ一子ルは気管ニューレの先端を超えていないか．

　⑤写

E農

@隔～　↓

E’

�
J
夢
オ
1
一
ユ
㍑

カテーーテルを左右に回し、ゆっくり引音櫨きながら、15秒以内で」阻

k

唖引中．貰後の感奮の呼吸状態・顔色に気をつける．異常があった場合、家

撃竓ﾅ雄峰に即座に報告したか、

A圧をかけて吸引できているか．

｠引の暁闇は適切か．

吸引を鰹了したら、すぐにコネクタを気管カニューレに接続する．
フレキシブルチューブ内に水滴が付いている場合、水滴を払った後に、コネクタ

�C管カニューレに議蟻しているか．

．∫ゼ

J』
用涛み吸引カテーテルは　　　　　一

一　　＿　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

気管力ニュ→ノを、アルコール綿で上から下玄で一気にふき欺っているか．

C管カニューレ内吸引カテーテル吸引専用の水で洗浄しているか●

ﾑんの液体を重いす嘗ていないか．
Jテーデルに分油物が残っていないか．

、　しh　　　　r

⑪ 消毒剤λり保毒液を唖引カテーデル内に吸引する．

⑭一 戦引5のスイッチを切る．像引鰹了） 吸引5の権撞著は、吸引が終わったらできるだけ早く消したい．

！㊦、ン （薬液浸漬法の場合）吸引カテーテルを連結管からはずし、消毒剤の入ってい

髣ｻ再審器にもどす．

⑪．．
手袋をはずす（手職着用の場合）またはセッシをもとに浸す．

關�｢をする．

⑪

●利用書に吸引が纏わったことを告げ、確栂で青る場合、たんがとれた

ｩを磯課する、

恟阯p書の顔色、呼殿状璽等を糎察する．
恊l工呼載善が正常に詐幽していること、気道内圧、酸素飽和度等を
`ェックする．

恚z引した物の量、性状等について、ふり還り聖饗する．

本人の意志を艘しているか．たんがとれ切れていない場合はもう一回縁り退

ｷかを聞いているか．
kみをあたえず、喚引で音たか．

z引したたんの量・包・性状を見て、異常は：ないか確認しているか．（異常が

｠った場合．家躾や看虚飾、医師に報嗇したか．感染の早期髭見につなが
驕D，

Tイドチューブ付き気管カニューレの場合、サイドチューブからも吸引する。（唖

�墲ﾌ後続管とサイドチューツをつなくり

片付け

@⑪
吸引びんの庚液量が70柑8傭になる前に廃液を捨てる，

手早く片づけているか．

z引びんの汚物は適宜循てる．

⑪ 消毒剤の藁液びんの液の残りが少なければ取り換える． 消毒剤や専用水は継ぎ足さず．藁滅びんのセットごと取り換えているか．

＠ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば韓告する．

2録し、ヒヤリハットがあれば載告する．

ｻヤリハットは嚢務の綾に記録する．）

z引したたんに異常があった場合、家撲や看雄節、医師に報告したカ㌔（感染

ﾌ早期先見につながる．⊃

【

・、．　’　　　　　　・アの髄燃経蜘 ■ ■ 偶 艦 ■

※手引きの手順を撞かしたり、間違えた内容を具鉢的に記述してください・

，－一一－一一一一，一一一一一一一一一－艦齢一一－一一－一一一．．一一－一一一一帰r一一一一一甲一一一一一一一一一一一一．一．一一一一一■一一一一一一一一一甲一一一「”一一一一一－一一一一層一一、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l玉髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　※蒋定の利用者における但釧の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把甚した上でケァを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■1　※吸引カテーテルを単回使用する場台は．⑥、⑫、⑬、⑮のステップは省略できる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口
曳＿．一＿＿＿＿＿＿＿．』＿＿＿＿＿＿＿一＿＿－一一＿＿一＿＿＿＿＿一＿．＿ロ＿＿一一一一一一一一一一一q一一一一一一4
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く胃ろう（滴下）からの注入について記入して〈ださい＞ 実地研修用

達減産

の指撮

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ、留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

賛松謹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　■X瀬＿．、譲・露藻猟、．繊．二k．、．．演鯨　　．．騨蘇一臨謝　　　、一、幅・一， 1回目 ご2回目 ．、3回目 、4日目し ．5回目・

一撫球 @　　　　一い濃漿編目醜鍵愚欝婁擬　．、♪一・・“・醤 ／ ／ ／ ／ ／

塑　　　　　　　　蕪講亙興躍駐英鍍搬醜羅慧　　蘇　“、
」■“r，

．鑑織秀無野駈事．剛’尋鑓三殿…一鱒
叩無機義簗継．質倉点1劃一細　　　　　　　　　　　　　　’ ～　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』　一・

@　鑑域慶記入欄、

流水と石けんで手洗い、あるいは速乾性標式手指蒲考

ﾜで手洗いをする．

・外から細管を持ち込まないゼ

@感染防止のために行います．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます
懸
　
ず
、
ご

利用者本人から注入の伎頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

・本人の同意はあるか．意思を尊重しているか．

@戸をかけているか．

　一1芝≒畔．訂ヂ

p』 ]｝『 必要物品を穣鬱する．
必要な物品が揃っているか．

q生的に像管されていたか．（食中妻予防も）

」ゼ．『

･　　一

@　　、、P③ゼ，；、

@書　　　一　　　■

儲位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭部を30掬60度アッ

vし、膝を軽度屈曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫し

ﾈい体位等）
ｪ部を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす

ﾂ能性がある）。

　　、　　｝

Aぞ④ま咋1婦・tこ一．、費む器

注入内容を確認し、クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を寓いところにかける．
H下筒に半分位満たし滴下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか。

h養剤の量や温慶に気を付けているか．
i利用者の好みの温慶とする．栄養剤は冷蔵像拝しないFとが

ｴ則である．）

　　・レ

ﾙ クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ﾜで渣し、空気を抜く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

霧ろうチューブの破損や被けがないか、固定の位置を観察

ｷる．

・破損、撞けがないか．

@青ろうから出ているチューブの長さに注意しているか．

胃ろうに経管栄養セットをつなぐ．

しっかりつなげ、途中で接続が抜けるようなことはないか。

ﾂないだのが覆ろうチューブであることを確認したか．

�p者の胃から約50cm程度の高さに経管ボトルがあるか．

クレンメをゆっくり艦めて滴下する．
滴下スピードは100ミリリットルー20◎ミリリットル／時と言われ

驍ｪ、本人にあった適切なスピードがいい．

鐡
・
標
準
　
⑪

無常がないか、確認する．

罵ろう周辺やチューブの接続部位からか漏れていないか．

�p者の表情は苦しそうではないか．

ｺ痢、嘔吐、蜘脈、発汗、顔面紅潮、めまいなどはないか．

ﾓ識の窟化はないか．

ｧ切れはないか．

縄わったら、チューブに白湯を流す．

チューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、よく洗っ

ｽか．

ﾗ菌増殖予防目的で、食酢を10倍種屋希釈Lカテーテルチッ
v型シリンジで注入する場合もある．

後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり

�ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り振いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に噂したか・

範⑫∫重・ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば穣告したか．

iヒヤリハットは業歴の後に記録する．）

灘隷鰍
@　　一・㌔よ　　　　　　　　q㌧

ヒ｝　　　　　　　　　．．ト．㌧曜置　　　　　　　　　　　り　　　’　　　　　艦4障・賑戴き
@　　無∴　ム芸＝一・　　“・　ご》嶽　　　　　　　　　　　　　　・｛：ヰ」 個 個 個 個 個

※手引きの手順を佐かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

」　
1
　
　
1

　
　
　
1

　
　
　
1

　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
1

一　　　　　　　。　噸　　　　　　　　『一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　血

　　　　・調理の仕方は適切か．表してみてチューブにつまらないか．

　　　　・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．

　　　　・注入中の体位が楽な姿勢か
、、一一一一一一一一一一ロロー一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一」一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一甲一一一一燭一一一－一一一一聯量一一一－～

、
l
1
1
，
1
－
－
」

，一一－一－一。一一量一一－一一一一一一輯一一一一一一一一一一一一一一一一一一ロー一一－一－1一一一一一。一華一一一一一一一一甲一一－－一一帰一甲周一一一一一一一一一－一一㌦
1皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　・　　　　　　1
、一一一一一ご働－一一一一一一一一一一一“一一ロー一聯一一一一一一一一一聯一一一一一一一－一一一一一一一一－甲一一一一一一一一ロー一一一一一甲一一一－一一一一一一一ロー一一’
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く胃ろう（滴下）からの注入について記入してください＞ 実地研修用

達成度
の指標

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ、図意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

，ジ回．数1　　　　　■一一　　－ 6回目 マ回目 8回目 9回目 10回目

ミ月・日属』、申．．鱒．で ／ ／ ／ ノ ／

葡．間』．　　　　　　　一『一　　　　・臨一’　　　　　　　　　㌔

1手窺’ 一＾・1き・　‘留2点、 達成魔記入欄．

貰水と石けんで手洗い、あるいは逮乾性擦式手指消毒
ﾜで手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

@感染防止のために行います．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここ蜜では、ケアの前に済ませておきます

①
利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

・本人の同意はあるか．意思を尊重しているか．

@戸をかけているか．

一②． 必要物品を確認する．
必要な物品が揃っているか．

q生的に保管されていたか．（食中毒予防も）

　
　
漣
購
魯
③
．
．

体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（顛郁を30陶60度アッ

vし、擦を軽度屈曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧適し

ﾈい体位等〕
ｪ飾を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす

ﾂ能性がある）。

④1

注入内容を確認し、クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を言いところにかける．
H下筒に半分位満たし滴下が穫認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか．

h養剤の量や温度に気を付けているか．
i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵保存しないことが

ｴ則である．）

⑤、
クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ﾜで渣し、空気を叛く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

・弱・、

`’⑥航・
潤ろうチューブの硫損や叛けがないか、固定の位置を観察

ｷる．

・破損、抜けがないか．

@胃ろうから出ているチューブの長さに注意しているか．

青ろうに経管栄養セットをつなぐ．

しっかりつなげ、途中で撞続が叛けるようなことはないか．

ﾂないだのが青ろうチューグであることを確認したか．

�p者の胃から約50cm程度の寓さに経管ボトルがあるか。

クレンメをゆっくり緩めて滴下する．
滴下スピ→’は100ミリIJットルー200ミリリットル／時と言われ

驍ｪ、本人にあった適切なスピードがいい．

異常がないか、確認する．

青ろう周辺やチューブの接続郵位からか渇れていないか．

�p者の表情は苦しそうではないか．

ｺ痢、嘔吐、頻脈、発汗、顔面紅潮、めまいなどはないか．

ﾓ識の糞化はないか．

ｧ切れはないか．

給わったら、チューブに白湯を養す．

・チューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、よく洗っ

@たか。

@細管増殖予防目的で、食酢を10借程度希釈し、カテーテルチッ

v型シリンジで注入する場合もある．

⑪ 後片付けを行う．

使用した器具〔栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．翻ったり

�ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り接いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．

⑫、 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の綾に記録する．）

アの触媒馨　　＝響　　駅　　　…・一・ 個 掴 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

」
曹
一
一
ー
l
I
l
、

’マ”一一輩一”一”：””軸り＝二一一 �[””扇””””＝”藁”””一’一”一“一一一ロー”””””一一”㌦

・調理の仕方は適切か．流してみてチューブにつまらないか．

・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか。

　　　　　・注入中の体位が楽な姿勢か
、一一薗一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一ロー一一一一一一一一一一一一ロー一一一一－甲一一一層一一一一一一一ロー一一一一一一一～
　，一一一一一一－一一一一一一帥脚■，一一一一－一一一一－一一軸噛唱一一一一一一一一一一廓一一一一一一一一一－一一一一一一－一一一一一一一軸一一一一一－一一一一一一、ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨
曝　皿意直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　」
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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＜胃ろう（半固形タイプ）からの注入について記入して〈ださい〉 実地研修用

達成度

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、叛かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

窯鎚驚馨灘繋嚢蓄黛1鍵戯　じ一触餐無・灘・総懸霧灘溢婁婆溶犀 1回亘∫ 迦回目し 一3日目・ 黷S回目・

　　一　　一

T回目

｝マ　　　一　心　　聴、弾，撮真謙識　・一織1醗．冨離繋翼無調曝 ／ ／ ／ ／ ／

纏』’、賎難　　　　秋麺蜘霧欝鏡熱鷺；露i警・繊論難｝曇懸
　』f
齒藻y．

幽一群 @　　　　離簸鍾悟 。潔讐識鍵1燃口ぎボ季’　樋烈 ．．董成度巳入椙ゴ．

貰水と石けんで手洗い、あるいは速乾性整式手指消毒

ﾜで手漉いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

@感染防止のために行います．

準備
医師・訪問春霞の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの師二済ませ七おきます

．①N
利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

二書舗賭鰍雄息継してし軌
@必要性のある時だけ行っているカ・．

　　虹ギ

鼈黷凵辷黶

D・
x②、1 体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頗郁を30～60度アップ

ｵ、膝を軽震厨曲．関節の拘縮や体型にあわせ、霧を圧迫しない

�ﾊ等）
ｪ飾を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす可

V性がある）．

，一㌧・

]職く‘

必要物品、栄養剤を用意する．

栄養剤の量や温度に気を付けているか．

i利用者の野みの温度とする．栄養剤は冷蔵保春しないことが原

･である．）

｝：、爵趣
@聴・孝
唐pl尊『

D韓癬
摺ろうチューブの確摸や援けがないか確認する．

破損、撞けがないか．

ﾝろうから出ているチューブの畏さに注意しているか．

胃ろうに半8形栄養剤のバッグないし、半固形栄養漏
�zったカテーテルチップ型シリンジをつなぐ．

つないだのが嬲ろうチューブであることを確認したか．

ｳをかけたとき、液がもれたり、シリンジが抜けたりすることがある

ﾌで、接続部位を偲持しているか．（タオルなどで杷持するとよい）

半固形栄養剤のバッグないしカテーテルチップ型シリンジの

熄��K切な圧で押しながら注入する。

二象嬬嶽議。綾葱鞭鞘鍛瓢職藷娠，　は手で丸めこみ最後はぞうきんを絞るように注入する

異常がないか、確認する．

胃ろう周辺やチューブの接続部位からか潰れていないか．

�p者の叙情は苦しそうではないか．
ｺ痢、嘔吐、異常な蘇脈、異常な発汗、異常な頭面紅潮、めまい

ﾈどはないか．

ﾓ識の変化はないか．

ｧ切れはないか．

終わったら、チューブ内競浄程度の白嵜あるいは10倍に

�ﾟした食酢をシリンジで表す．

半固形栄養剤が液体になるほど加重に水分を注入していないか
`ューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、圧をかけ

ﾄフラッシュしたか．

⑨ 後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり壊

ｵたりしないように注意したか。

H器と同じ取り振いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．
i半固形の場合は大きな角度のベッドアップは必要ではない）

⑪ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは乗務の後に記録する．）

’r融豊，
纏。．．　儀幕　　コ．捕鑓聯動叢塾1饗　　　　　　藩難羅慕．耶 個 個 個 個 個

〆『秩@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・山一
『

※手引きの手順を櫨かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

〆曇””一：一”苗一＝””輯一一罰∫置；一””δ”””羅π上”丑”一””””””一一一一一”軸一一”一一””一一”－”、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿1

1　　　・調理の仕方は適切か．流してみてチューブにつまらないか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　・注入の早さ、銀牌」儲の好みであるか．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　・注λ中の体位が楽な姿勢か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
、＝＝＝＝＝＝＝＝：＝＝＝＝＝＝：＝＝：＝＝＝＝：＝：＝＝＝＝：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝：＝：＝＝＝＝＝＝＝：＝＝＝＝；：＝＝＝＝＝＝＝：＝＝＝＝＝＝＝
’　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1量童直　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

：※擬の利脂における翻の龍点（良好な体位や。Kサイン算）について、擁した上でケアを難ずること．　　　　　　　　『1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂㍉』一一一一一一一一甲一一一一一一一一一一一一一騨一一－－一一一」一畳一一一一畢一ロー一一。一一一一帰一一一一一一一一一一。一一一一一一一一一一一一一一一一督一一一－一一一’

45



〈胃ろう（半固形タイプ）からの注入について記入して〈ださい＞ 実地研修用

達成度

ア，手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．

ウ．手順について櫨かした

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　

ｿザ　　　一・ぴ　　二趣戯　　　　　　一　一∫回数て　　　　　『㌧　　　　　　　　　　　　：P． 6回目 7回目 8回目 9回目’ 10回目

㌧　　　　　　月日．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．t　　　　　　　v

／ ／ ／ ノ ／

時間・．　　　　　　　　一覧　　　　、し…

　　　　　　　　　　写、ｶ手口さ　一・r、 驚　　留意一藁　や 達成度記入欄『　　『ぺ

潅水と石けんで手洗い、あるいは逮乾性標式手指消奏
ﾜで手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

@感染防止のために行います．

準備
医師・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

①
利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

漆欝駅甑帆魍を肥してし軌
@必要性のある時だけ行っているか．

② 体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭部を30帰60度アップ

ｵ、膝を軽蔑屈曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫しない

ﾌ位等）
^郁を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす可

¥性がある）．

、　③■・

必要物品、栄養湖を用意する．

栄養剤の量や温度に気を付けているか．

i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵保存しないことが原

･である．）

罵ろうチューブの破損や撞けがないか確認する．
破損、抜けがないか．

ﾝろうから出ているチューブの長さに注意しているか．

胃ろうに半固形栄養剤のバッグないし、半固形栄養剤
�zったカテーテルチップ型シリンジをつなぐ●

つないだのが胃ろうチューブであることを確認したか．

ｳをかけたとき、液がもれたり、シリンジが抜けたりすることがある

ﾌで、接続部位を把持しているか．（タオルなどで把持するとよい）

半固形栄養剤のバッグないしカテーテルチップ型シリンジの

燗宸�K切な圧で押しながら注入する．

：豪紺霧鶉当職発講醗號濃婁繊藷励　は手で丸めこみ最後はぞうきんを絞るように注入する

卜
．
④
．
：
㌧
7
皆
暁
⑨

異常がないか、確認する．

胃ろう周辺やチューヴの接続部位からか漏れていないか．

�p者の表情は苦しそうではないか．

ｺ痢、嘔吐、異常な頻脈、異常な発汗、異常な顔面紅潮、めまい

ﾈどはないか．

ﾓ識の変化はないか．
ｧ切れはないか．

終わったら、チューブ内洗浄程度の白湯あるいは10借に

�ﾟした食酢をシリンジで流す．

半固形栄養剤が液体になるぼど加重に水分を注入していないか
`ューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、圧をかけ

ﾄフラッシュしたか．

後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューブやシリンジ）を洗浄したか．割ったり壊

ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り扱いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．
i半固形の場合は大きな角度のベッドアップは必要ではない）

① 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば轍害する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

．アの跡職一「総蒙’磁壁　髄 個 個 個 個 個

※手引きの手順を叛かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

　
　
　
　
　
　
．
～
　
　
　
　
　
　
、

～
－
＝
－
、
♂
匿
屡
霊
亀

，一ロー一癖一中一周・一－一一一一口癖一一一一－一一一一一一一一帰一ロー一一聯一一－騨一一－一一一一一一一一一一一ロ馳一一一一一一〇一－一一一一噂一一一甲一一一噛一一、
　　　　　　　に　小ン　 幅に一　　のがに血

皿

・調理の仕方、流してみてチューブにつまらないか．

・注入の早さ、温度は：利用者の好みであるか．

・注入中の体位が楽な姿勢か

※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．

－
I
I
I
l
I
♂
、
I
1
1
1
1
1
1
1
’

　
　
　
昌
、
　
　
　
　
～

9
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＜経鼻胃管からの注入について記入して〈ださい＞
実地研修用

達成度

の指標

ア．手引きの手順通りに実施できている．

イ．留意事項に記載されている細目レベルで、披かしたり間違えた．

ウ．手順について抜かした

∫醗濤，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝熄J齢難難騨蒙欝客灘麟嚢1置疲雛撫寒羅桑欝謎嬢珪・，蕪解碁灘濯

、…・・一一千丁

a日置一i
一

Q回自流3回ぼ ，4回目
一5回目

罫一郭・と・・　、齢、≦懇”　簿蓑茸嵐警無援濃蓑麟叢叢蕩薯叢課瀬夢． ／ ／ ／ ／ ／

・擁繋　　　　　営戦局鱒犠鷺　　　　　雪騨濃幾締
鴇薯．ご4車 儲、疑繊麗謎翼金蝿療輯藁・f、藻i一 欝　　　’｝一　　　1澱簿灘1響 鰐誉，、■一 A5 欝瀧聞入秘撚二い

麦水と石けんで手洗い、あるいは速乾性標式手指消毒

ﾜで手洗いをする．

・外から細萄を持ち込まない．

ｴ染防止のために行います．

準備
医廊・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家椥こ体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

・本人の同意はあるか．意思を尊1しているか．

@声をかけているか．

　・＝㍗『■’へ蛎

�A壕@　　3
必要物品を確認する．

必要な物品が揃っているか．

q生的に保管されていたか．（食中妻予防も）

驚　一　『実

@ゴ～■’

体位を調整する．

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭部を30配60度アッ

vし、膝を軽度厨曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫し

ﾈい体位等）

oを一気に挙上していないか〔一時的に脳貧血などを起こす
ﾂ能性がある），

チューブの破損や叛けがないか、固定の位置を確認す
驕D口の中でチューブが巻いてないか確認する．

破損、抜けがないか．

@から挿入されたチューブの鼻より外に出たチューブの畏さに変

墲閧ｪないか確認したか．

綠o内で経鼻胃管がとぐろを巻いていないか．

　　」，、’、二

C一

℃
ﾍ
一
二
野
・
葺
”
ひ
．
　
一
■
｝
』
　
一
調
弄
4
・
謝
三
w
’
：
鴛
1
・
歌
、

注入内容を確認し・クレンメを止めてから栄養剤を注入容

墲ﾉ入れ、注入容器を吝いところにかける．
H下箇に半分位満たし滴下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか．

h養剤の量や温度に気を付けているか．
i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷裁保存しないことが

ｴ則である，〕

　霧笛貰

ﾋ妻
クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ﾜで流し、窒気を抜く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

経鼻胃管に経管栄養セットをつなぐ．

ストッパー（クレンメ）は閉めてあるか．

ﾂないだのが経管栄養のチューブであることを確認したか．

�p者の胃から約50cmの寓さに栄養バッグがあるか．

クレンメをゆっくり緩めて滴下する．

滴下スピード1ま100ミリリットル岬200ミリリットル／時．

氓ｵ始めしばらくはゆっくり流し、顔色や表情に（サチュレーショ

刀jの変化がないか耀し適切なスピードを保ったカ㌔

顔色やサチュレーションモニタの値に異常がないか、穂鬱す

驕D

　利用者の表情は苦しそうではないか．・下痢、嘔吐、頻脈、発汗．顔面紅潮、めまいなどはないか．

ﾓ識の変化はないか．

ｧ切れはないか．

終わったら、チュー切こ白湯を議す．

チューブ先端の鯉睡りを縦、細首力｛繁殖しないよう1こ、よく洗っ

ｽか．
ﾗ菌増殖予防目的で、食酢を10倍程度希釈し、カテーテルチッ
v型シリンジで注入する場合もある．

⑪ 後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューヴやシIJンジ）を洗浄したカ㌔割ったり

�ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り振いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．

⑫ 評価票に記録する．ヒヤリハットがあれば報告する．
記録し、ヒヤリハットがあれば報告したか．

iヒヤリハットは業務の後に記録する．）

・薫1・三斜蜂起，・

雛瓢i織欝難難轍t難鷺灘繋繊繋舞
璽
蕨
鷺
轟
㍗
’
㌧
い 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください．

，
書
l
I
，
－
I
l
、
ノ
ー
8
1
1
－
1
一
、

一　　　　　　　、　　　　　　　』一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　丘

・調理の仕方は適切か．潰してみてチューブにつまらないか．

・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．

・注入中の体位が楽な姿勢か

血※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やO　Kサイン等）について、把握した上でケアを実施すること・

、
l
I
I
I
I
1
ー
ノ
　
、
l
l
I
I
1
1
1
」
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＜経鼻胃管からの注入について記入して〈ださい＞
実地研修用

　　　　ア．手引きの手順通りに実施できている．

違成度　　　　イ．留意事項に記載されている細目レベルで、抜かしたり間違えた．
の指標
　　　　ウ．手頃について捷かした

一「、、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、竅c㌔　　　　　　・’一一・回数1．　　　　　r、，　　　・、、 ・6回且． 7回目・． 、8回目，’ 、9回目 jo回目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿ぐ、♪雌厲ｵ1い　　　　　　蝋恥じ・． ／ ／ ／ ／ ／

鳶口砥＾ゴて・　　　　　“、ポ

一一虹一“

c二∫手，劇’　　｝．， ．削．留意重』　　駐”一 　　　　　　　■B成産記λ椙

流水と石けんで手洗い、あるいは：速乾性標式手指消奏

ﾜで手洗いをする．

・外から細菌を持ち込まない．

ｴ染防止のために行います．

準備
医飾・訪問看護の指示を確認する．

利用者本人あるいは家族に体調を聞く．

ここまでは、ケアの前に済ませておきます

閥1

利用者本人から注入の依頼を受ける．あるいは、利用者の

ﾓ思を確認する．

・本人の同意は：あるか．意思を尊重しているか。

@声をかけているか，

②』 必要物品を確認する．
必要な物品が揃っているか．

q生的に像管されていたか．（食中毒予防も）

β③ 体位を調整する。

安全にかつ効果的に注入できる体位か．（頭部を30陶60度アッ

vし、膝を軽度居曲．関節の拘縮や体型にあわせ、胃を圧迫し

ﾈい体位等）
ｪ飾を一気に挙上していないか（一時的に脳貧血などを起こす

ﾂ能性がある）．

④一
チューブの確摸や櫨けがないか、固定の位置を確認す
驕D口の中でチューブが巻いてないか確認する．

破損、拡げがないか．

@から挿入されたチューブの鼻より外に出たチューブの長さに変

墲閧ｪないか確認したか．

綠o内で経鼻胃管がとぐろを巻いていないか．

⑤．i．

C，、ジ

注入内容を確認し、クレンメを止めてから栄養剤を注入審

墲ﾉ入れ、注入容器を高いところにかける．
H下筒に半分位満たし滴下が確認できるようにする．

ストッパー（クレンメ）は閉めているか。

h養剤の量や温痩に気を付けているか．
i利用者の好みの温度とする．栄養剤は冷蔵像存しないことが

ｴ則である．）

麟、
クレンメをゆるめ、栄養剤を経管栄養セットのラインの先端

ﾜで流し、窒気を抜く．
経管栄養セットのライン内の空気を、胃の中に注入しないため．

経鼻胃管に経管栄養セットをつなぐ．

ストッパー（クレンメ）は閉めてあるか．

ﾂないだのが経管栄養のチューブであることを確認したか．

�p者の胃から約50cmの高さに栄養バッグがあるか． ，

クレンメをゆっくり纒めて滴下する．

滴下スピードは：100ミリリットル帥200ミリリットル／暁．

ｬし始めしばらくはゆっくり流し、顔色や表情に（サチュレーショ

刀jの変化がないか確認し適切なスピードを保ったか．

顔色やサチュレーションモニタの値に異常がないか、確認す

驕D

利用者の表情は苦しそうではないか．・下痢、嘔吐、頻脈、発汗、顛面紅潮、めまいなどはないか．

ﾓ熾の変化はないか．

@息切れはないか．

終わったら、チューアこ白湯を透す．

チューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖しないように、よく洗っ

ｽか．

ﾗ菌増殖予防目的で、食管睦10倍程度希釈し、カテ」一テルチッ
v型シリンジで注入する場合もある．

⑪ 後片付けを行う．

使用した器具（栄養チューヴやシリンジ）を洗浄したか．割ったり

�ｵたりしないように注意したか．

H器と同じ取り扱いでよく洗浄したか．

yな体位であるか利用者に確認したか．

⑫ 評価累に記録する．ヒヤリハットがあれば轍告する．
記鋤Lヒヤリハットがあれば徹告したか．

iヒヤリハットは業霧の後に記録する．）

・」『一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ、L，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＾．、「・
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アの個数・・　　　　　麗し1　　．．、．．　　　　　　　　　　t．㌧｛、、 個 個 個 個 個

※手引きの手順を抜かしたり、間違えた内容を具体的に記述してください・

〆§一”一炬”一一謙繋”一一”罪一鴨”””一””一補ロ＝”閤”一一”””一””一一ロ”一”””””” _8

1　　　　・調理の仕方は適切か．表してみてチューブにつまらないか．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll

l　　　　・注入の早さ、温度は利用者の好みであるか．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll

、　　　　　・注入中の体位が楽な姿勢か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～、一一一一甲一一一軸一一一一一一一■甲聯一一一一一一燭■■■一一一一一口ー一一一一一一一一口－一一一甲O釦一一一一一－一一一－－一一一一一剛』－一一一一一『，一一一一一一一
　一“一一一一一一一一一一一一〇・帰一－一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一－督一一一〇曝一軸一一一一軸一一一一一一躰一－－一一一一一ロー一一一－一一ロ督一廓、
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

1　量霊点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　※特定の利用者における個別の留意点（良好な体位やOKサイン等）について、把握した上でケアを実施すること．　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　’
、幅－。軸一一一一一一一層層一。一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一－一一一一一一一一甲－一口ロー一一一一一一一一一一一一一一一一q－－一一一一卿一一甲一一，ノ
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（別添4）

介護職員等によるたんの吸引等（特定の者対象）研修の実施のための

　　　　　　　　指導者養成事業報告書（アンケート）

　本指導者養成事業報告書（アンケート）の提出をもって修了書等が交付されますので、必ず提出してくださ

い。

　提出先は、都道府県において実施される指導者講習の場合と自己学習で実施される場合は異なります。

　【指導者養成事業報告書の提出先】

　　都道府県において実施される指導者講習の場合は、都道府県に提出。

　　自己学習の場合は、本報告書を下記委託業者に提出。

委託事業者：株式会社ビュアスピリッツ

　〒101－0047東京都千代田区内神田1－4－15新誠ビル3F－B

　TEL：03－5283－5567

＜個人情報の取扱について＞

・今回取得する皆様の個人情報は、厚生労働省に報告するために取得するもので

あり、本事業以外には使用いたしません。

・個人情報は適正な管理を行い、個人情報の保護に努めます。

都道府県において実施された指導者講習又は自己学習を修了したので報告します。

氏　名 性別 男 ■ 女

生年月日 （西暦） 年 月 日生 年齢 歳

〒
一

住　所
都道
{県

設置主体名 事業所名

現在の勤務先

所在地

ｧ ｝

都道

{県

保有資格
資格取得

@年月

住所地 ■ 勤務先　・ その他 その他の方のみ、下の欄もご記入くださレ㌔

修了書の 〒
一

送付先 都道
{県
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問1）該当する番号をOで囲んでください。

1．都道府県において実施された指導者講習を受講

2．自己学習

問2）指導者講習について、『基本研修（講義・演習）』や「実地研修』を実施していただくに当たり、どの程度役立つと思いました

か。（それぞれOは1つ）　　　　　　　　　　　　　　　　　一

かなり

�ｧつ
役立つ

どちらともい

@えない

あまり役に

ｧたない

重度障害児・者等の地域生活等に関する講義についての内容 1 2 3 4

たんの吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義

ﾙ急時の対応及び危険防止に関する講義

「呼吸について』の内容 1 2 3 4

「たんの吸引」についての内容 1 2 3 4

「健康状態の把握』についての内容 1 2 3 4

「経管栄養」についての内容 1 2 3 4

たんの吸弓 等に関する演習

「たんの吸引」についての手順等 1 2 3 4

「経管栄養」仁ついての手順等 1 2 3 4

問3）「どちらともいえない」「そう思わない」と回答された方。その理由は何ですか。．

問4）自己学習について、「基本研修（講義・演習）』や「実地研修』を実施していただくに当たり、どの程度役立つと思いました

か。（それぞれOは1つ）

かなり

�ｧつ
役立つ

どちらともい

@えない

あまり役に

ｧたない

重度障害児・者等の地域生活等に関する講義についての内容 1 2 3 4

たんの吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義

ﾙ急時の対応及び危険防止に関する講義

「呼吸について」の内容 1 2 3 4

「たんの吸引」についての内容 1 2 3 4

「健康状態の把握」についての内容 1 2 3 4

「経管栄養』についての内容 1 2 3 4

たんの吸引等に関する演習

「たんの吸引」についての手順等 1 2 3 4

「経管栄養」についての手順等 1 2 3 4

問5）rどちらともいえない」「そう思わない」と回答された方。その理由は何ですか。
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問6）指導者用マニュアルのボリュ」ムはどう思いましたか。（Oは1つ）

　　1．適切　　2．多い　　3．少ない　　4．どちらともいえない

問7）問6で「2．多い」「3．少ない』「4．どちらともいえない』と回答された方。その理由は何ですか。

問8）DVDの長さはどう思いましたか。（Oは1つ）

　　1．適切　　2．長い　　3．短い　　4．どちらともいえない

問9）問8で「2．長い」「3．短い」「4．どちらともいえない』と回答された方。その理由は何ですか。

問10）指導者用マニュアル・DVDの内容についてどう思いましたか。（Oは1つ）

　　1．わかりやすいと感じた　　2．わかりにくいと感じた　　3．どちらともいえない

問11）問10で「2．わかりにくいと感じた」「3．どちらともいえない』と回答された方。その理由は何ですか。

問12）指導者用マニュアル・DVDで不足していると思われる内容があれば、具体的に教えてください。

問13）指導者養成事業について、ご意見がありましたらご記入ください。

問14）基本研修（講義・演習）や実地研修を行うにあたって・疑問や撃を感じていることがあれば教えてください・

問15）あなたは、研修講師の経験はありますか。（Oは1つ）

　　　1．ある　　2．ない

問16）問15で「1．ある」と回答された方。どのような研修講師をされたことがおるのか、具体的に教えてください。
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（別添5－1）

第 ・
写

修　了　証　明　書

氏　　名

生年月日 （年号）　年　月　日

　あなたは、OO（都道府県）が開催した、平成23年度介護職員等によるたんの吸引等

の実施のための研修事業において、OO（利用者）氏に対してOO（実地研修で行った医

行為の種類）を実施するための研修の全課程を修了したことを証します。

平成　年　月　日

都道府県

　　OO　OO

（別添5－2）

第 号

修　了　証　明　替

名
『
日

　
月

　
年

氏
生 （年号）　年　月　日

　あなたは、OO（都道府県）の委託を受けてOOが開催した、平成23年度介護職員等

によるたんの吸引等の実施のための研修事業において、OO（利用者）氏に対してOO（実

地研修で行った医行為の種類）を実施するための研修の全課程を修了したことを証しま

す。

平成　年　月　日

（事業実施者の名称）

　代表者氏名
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⑰

　社援発1111第1号

平成23年11月11日

各都道府県知事殿

厚生労働省社会・援護局長

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について

　　　　　　　　　　（喀痰吸引等関係）

　r介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第

72号。以下r改正法」という。）』により改正されたr社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62

年法律第30号。以下r法」という。）』の規定に基づくr社会福祉士及び介護福祉士法施行規

則の一部を改正する省令」（平成23年厚生労働省令第126号。以下「改正省令」という。）に

より改正されたr社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号。以下「省

令」という。）』について、介護職員等による喀痰吸引等の実施の基準の趣旨及び内容は下記

のとおりであるので、御了知の上、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、

その運用に遺漏のないようにされたい。

　なお、本通知は医政局及び老健局に協議済みであることを申し添える。

　本通知は、地方自治法（昭和22年4月17日法律第67号）第245条の4第1項の規定に

基づく技術的助言として発出するものである。

己言口

　今般の改正法及び改正省令は、喀痰吸引（ロ腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の喀痰吸

引をいう。第1において同じ。）及び経管栄養（胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管

栄養をいう。第1において同じ。）の実施のために必要な知識、技能を修得した介護職員等（介
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護福祉士を含む）について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することがで

きるものとしたこと。

　具体的には、介護福祉士については、養成課程において喀痰吸引及び経管栄養に関する知

識、技能を修得し、平成27年4月1日以降、一定の基準を満たす事業所において、喀痰吸引

及び経管栄養を実施することができるものとしたこと。なお、平成24年4月1日以降におい

ても、認定特定行為業務従事者認定証（法附則第4条第1項の認定特定行為業務従事者認定

証をいう。以下同じ。）の交付を受けた場合には、喀痰吸引及び経管栄養を実施することがで

きるものとしたこと。

　また、介護福祉士を除く介護職員等については、平成24年4月1日以降、認定特定行為

業務従事者（法附則第3条第1項の認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）となるのに

必要な知識、技能を修得するための研修を修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事

者認定証の交付を受け、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるものとしたこと。

　なお、現在、当面のやむを得ない措置として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校

において、運用上一定の行為の実施が認められている介護職員等については、必要な知識、

技能を修得した者である旨の証明を受け、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場

合に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるものとしたこと。

　改正省令は、喀痰吸引及び経管栄養の実施に係る事業者及び研修機関の登録基準等を定め

たものであり、喀痰吸引及び経管栄養が安全かつ適切に実施されるよう遵守すべきものであ

ること。

第2　制度概要

1　喀痰吸引等の範囲

省令第1条は、法第2条第2項に規定する介護福祉士が業として行いうる「日常生活を営

むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの」に該当するものとして第1

号から第5号の別に喀痰吸引等の行為を定めたものであること。

　介護福祉士が喀痰吸引等を実施する場合には、喀痰吸引等の対象者の日常生活を支える

介護の一環として必要とされる医行為のみを医師の指示の下に行うものであり、安全性確

保の観点から、同条第1号及び第2号に規定する喀痰吸引については、咽頭の手前までを

限度とすること。

　　また同様の観点から、同条第4号の胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の実施の際には、

胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確認を、同条第5号の経鼻経管栄養の実施の際

には、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認を医師又は看護職員（保

健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。）が行うこと。
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2　介護福祉士の登録要件

省令第24条の2は、法第42条第1項の介護福祉士の登録事項として、省令第1条各号に

掲げる喀痰吸引等の行為のうち養成課程において実地研修を修了したものを、新たに加え

　たものであること。

　　これは、平成27年度以降の国家試験合格者に係る介護福祉士の資格登録要件となる一

方で、実地研修の修了状況については登録申請者により異なることとなり、省令第26条

の3第2項第1号において登録喀痰吸引等事業者（法第48条の6第1項に規定する登録

喀痰吸引等事業者をいう。以下同じ。）の登録基準として、省令第1条各号に掲げる行為

　のうち、当該介護福祉士が実地研修を修了している行為についてのみ喀痰吸引等の実施を

行わせることができることとしていることからも、登録事項として定めたものであること。

第3　登録喀痰吸引等事業者（法附則第20条の登録特定行為事業者を含む。）

1．登録申請

（1）事業所の単位

法第48条の3において、事業者はその事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事

の登録を受けなければならないとされており、このため登録喀痰吸引等事業者としての登

録は、喀痰吸引等を実施する事業所のある都道府県ごとに当該都道府県にある事業所につ

　いて行うものとすること。

（2）登録申請

省令第26の2第1項は、法第48条の3第2項の登録喀痰吸引等事業者の登録申請に必要

　な添付書類を、省令第26の2第2項は、法第48条の3第2項第4号の登録申請に必要な

申請事項を規定したものであること。

　　このうち省令第26条の2第1項第4号に規定する法第48条の5第1項各号に掲げる要

件の全てに適合していることを明らかにする書類については、省令第26条の3第1項第6

号に規定する喀痰吸引等の業務に関する書類を添付すればよいものであること。

（3）介護福祉士氏名の申請

省令第26条の2第2項において介護福祉士の氏名についても申請事項としている趣旨は、

喀痰吸引等の実施を行うにあたり、介護福祉士によって喀痰吸引等の行為の可能な範囲が

異なることから登録事項としたものであること。

　　なお、介護福祉士の氏名については、法第48条の8による公示事項にはあたらないもの

であること。
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また、申請に際して以下の点に留意すること。

・申請には、「介護福祉士登録証」の写し等の当該介護福祉士の資格を証明する書類をあ

　わせて提出すること。

・登録特定行為事業者においては、省令附則第16条による準用及び読替により、認定特

　定行為業務従事者の氏名について申請すること。

2．登録基準：医療関係者との連携に関する事項

（1）登録基準

省令第26条の3第1項は、法第48条の5第1項の規定による登録喀痰吸引等事業者が登

録にあたって満たすべき基準のうち、同項第1号の医師、看護師その他の医療関係者との

連携に関する基準を定めたものであること。

（2）医師の文書による指示

省令第26条の3第1項第1号における医師の文書による指示については、対象者の希望、

心身の状況等を踏まえて、以下の医学的観点に基づき、介護福祉士による喀痰吸引等の提

供に際して、個別に指示を受けるものであること。

　・介護職員等による喀痰吸引等の実施の可否

　・喀痰吸引等の実施内容

　・その他、喀痰吸引等計画書に記載すべき事項

　また、文書による指示を行う医師については、施設の場合は配置医や嘱託医、在宅の場

合は対象者の主治の医師等を特定して、対象者の身体状況の変化等にも継続的に対応でき

るよう努めること。

（3）医療関係者との連携確保及び役割分担

省令第26条の3第1項第2号は、医師又は看護職員による対象者の定期的な状態確認を

行い、対象者の心身の状況に関する情報を共有し、喀痰吸引等の実施に際して介護福祉士

等喀痰吸引等業務に従事する者（以下「喀痰吸引等業務従事者」という。）と医療関係者

　との間での連携体制の確保と適切な役割分担を定めることを義務づけたものである。

具体的な連携体制の確保については、

①登録喀痰吸引等事業者が介護老人福祉施設（介護保険法（平成9年法律第123号）

　第8条第24項）等の施設など喀痰吸引等業務従事者と医療関係者が同一事業所内に配

　置されている場合は、施設内における配置医や配置看護職員と喀痰吸引等業務従事者及

　び施設長等の管理者の関与について、組織内部規程及び組織図等で定めておく等により
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担保を図ること。

②　　登録喀痰吸引等事業者が訪問介護事業所（介護保険法第8条第2項の訪問介護を行

　う事業所）等の在宅事業所など喀痰吸引等業務従事者と医療関係者が異なる事業所内

　において従事している場合は、喀痰吸引等業務従事者及び当該従事者が従事する事業

　所の管理責任者、当該対象者への喀痰吸引等に関与する訪問看護事業所（介護保険法

　第8条第第4項の訪問看護を行う事業所）等の看護職員及び管理者、並びに主治の医

　師等の間において、喀痰吸引等業務従事者から看護職員への日常的な連絡・相談・報

　告体制等の他、看護職員と医師、喀痰吸引等業務従事者と医師との連絡体制等につい

　ての取り決めの文書化などにより連携体制を構築すること。

　また、適切な役割分担については、喀痰吸引等を必要とする対象者ごとに、連携体制

構築下における情報共有の方法、医療関係者による定期的な状態確認の方法等それぞれ

の状況に応じた役割分担の明確化についての取り決めの文書化などにより行うこと。

（4）喀痰吸引等計画書の作成

省令第26条の3第1項第3号については、個々の対象者の希望及び心身の状況並びに医

師の指示を踏まえ、実施する喀痰吸引等の内容等が適切かつ安全なものとして、当該喀痰

吸引等計画書を作成した喀痰吸引等業務従事者、当該従事者の従事する施設又は事業所の

管理責任者のほか、医師及び看護職員、対象者及びその家族等との認識の共有のもとで継

続的に実施されていく必要があることに留意すること。

　また、作成された喀痰吸引等計画書については、対象者の心身の状況の変化や医師の指

示等に基づき、必要に応じて適宜内容等の検証や見直しを行っていく必要があることに留

意すること。

（5）喀痰吸引等実施状況報告書の作成

省令第26条の3第1項第4号においては、喀痰吸引等を実施した日、実施内容、実施結

果等を記載し、当該喀痰吸引等を実施している事業所又は施設の管理責任者、施設の場合

　においては配置看護職員、在宅の場合においては連携先の訪問看護事業所の看護職員への

情報提供や確認も踏まえながら、指示を行った医師への報告と確認を行うこと。

　なお、報告の頻度については、特に定めは設けないが、喀痰吸引等の提供が一定程度安

定して行われている場合においては、当該事業所又は施設の報告体制に関する取り決め等

に準拠し一定程度の頻度で行われること（例えば、施設の場合には毎月の定例会議、在宅

の場合には喀痰吸引等の実施にかかわる関係者から成る定例会議等で報告を行うこと）、

及び急変時における報告方法等の当該実施状況報告書に拠らない場合の報告手段につい
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て、連携確保及び役割分担に関する文書（省令第26条の3第1項第2号）を定めておく

こと。

（6）急変時等の対応

省令第26条の3第1項第5号は、喀痰吸引等業務従事者が現に喀痰吸引等の業務に携わ

　っているときに対象者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに医師又

は看護職員へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである

が、連携確保及び役割分担に関する取り決め等は文書で定めておくこと。

（7）業務方法書

省令第26条の3第1項第6号の前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した喀痰吸

引等業務に関する書類（以下「業務方法書」という。）については、当該事業所において、

喀痰吸引等業務に関する関係者や関係機関等の具体的な内容について文書化し共有する

　ことで、一定程度以上の提供業務に関する基準を整備し、もって、安全かつ適正な提供体

制の確保を図るものであること。

　なお、業務方法書として、事業所ごとに、法第48条の5第1項各号に掲げる要件を含む

以下の内容について定めた場合は、当該業務方法書をもって、省令第26条の2第1項第4

号の書類として差し支えない。

①喀痰吸引等の提供体制に関すること

O具体的な連携体制及び役割分担に関すること（省令第26条の3第1項第2号）

　※関係機関の名称、関係者の氏名及び役職等を含むこと。

　※情報共有の方法、定期的な状態確認の方法等それぞれの状況に応じた役割分担の明

　　確化を含むこと。

O具体的な安全体制に関すること（省令第26条の3第2項第3号から第5号まで）

　・安全委員会の設置・運営に関すること

　　※安全委員会の設置規程、構成員一覧、その他実施計画など委員会の運営に関する

　　　資料を含むこと。

　・実践的な研修会に関すること

　　※研修内容等を含んだ具体的な研修計画を含むこと。

　・ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積及び分析に関すること

　　※実施の目的、ヒヤリ・ハット等の事例の収集方法や報告様式、具体的な分析体制

　　　等を含むこと。

　・備品及び衛生管理に関すること



※備品等一覧、衛生管理に関する規程、感染予防及び感染症発生時の対応マニュア

　ル等を含むこと。

○秘密保持に関すること（省令第26条の3第2項第7号）

　※対象者への説明手順等に関する施設又は事業所内の取り決め等を含むこと。

②喀痰吸引等業務の手順に関すること

○医師の文書による指示に関すること（省令第26条の3第1項第1号）

　※当該施設又は事業所において使用する指示書様式、具体的な指示の手順等を示した

　　記載要領の整備等を含むこと。

O具体的な計画作成に関すること（省令第26条の3第1項第3号）

　※当該施設又は事業所において使用する喀痰吸引等計画書様式、計画承認のプロセス

　　に関する規程、計画変更・見直しの頻度等に関する取り決め等を含むこと。

O具体的な報告手順に関すること（省令第26条の3第1項第4号）

　※当該施設又は事業所において使用する喀痰吸引等実施状況報告書様式、報告頻度や

　　報告の手順等に関する取り決め等を含むこと。

O対象者等の同意に関すること（省令第26条の3第2項第6号）

　※同意に要する様式、同意を得るための具体的な説明手順、同意を得た旨の証明に関

　　する取り決め等を含むこと。

O具体的な急変時の連絡手順に関すること（省令第26条の3第1項第5号）

3．登録基準：介護福祉士の実地研修及びその他の安全確保措置等に関する事項

（1）登録基準

省令第26条の3第2項は、法第48条の5第1項の規定による登録喀痰吸引等事業者が登

録に当たって満たすべき基準のうち、同項第2号の喀痰吸引等の実施に関し安全かつ適切

に実施するために必要な措置に関する基準を定めたものであること。

（2）実地研修修了者による喀痰吸引等の実施

省令第26条の3第2項第1号は、登録喀痰吸引等事業者の遵守すべき基準として、必要

　な知識・技能を修得した介護福祉士のみが喀痰吸引等の業務の実施が可能であることから、
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登録喀痰吸引等事業者は介護福祉士が登録を受けた行為に限り、その介護福祉士に限り行

わせるものであること。

　なお、登録喀痰吸引等事業者が実地研修を修了していない介護福祉士に対し喀痰吸引等

業務を行わせた場合は、法第48条の7の各号のいずれかに該当し、登録の取消し又は業

務停止等の処分の対象となり得ることとなり、また、介護福祉士には、法第45条におい

て信用失墜行為の禁止義務が課されており、仮に介護福祉士が実地研修を受けずに喀痰吸

引等を行った場合、信用失墜行為違反となり、行政処分（登録の取消し又は名称使用停止）

の対象となり得ること。

（3）介護福祉士の実地研修

省令第26条の3第2項第2号は、介護福祉士については介護福祉士国家資格取得前に実

地研修を修了していない場合もあることから、介護福祉士が登録喀痰吸引等事業者に就業

後、喀痰吸引等の業務を安全に実施するための実地研修の実施義務を課したものであるこ

　と。

　なお、省令第1条各号に掲げる行為の全てについての実施を実地研修の対象要件として

いないのは、登録喀痰吸引等事業者が各号に掲げる行為の全てについて必ずしも実施して

いるものとは限らないことから、当該事業所において必要な行為のみについて限定してい

るものであること。

（4）介護福祉士の実地研修の修得程度の審査

省令第26条の3第2項第2号のイは、安全確保の観点から、介護福祉士に対する実地研

修については、法附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修（以下r喀痰吸引等研修」

　という。）の課程と同等程度以上の知識及び技術を身につけることとし、実地研修の実施

主体である登録喀痰吸引等事業者における公正かつ適切な修得程度の審査を義務づけた

　ものであること。

　このため実地研修の実施については、法第48条の5第1項第1号の登録基準に規定す

る医師、看護師その他の医療関係者との連携確保を踏まえて、実施すること。

　また、当該研修の実施方法、修得程度の審査方法等については、別途通知する研修実施

要綱（喀痰吸引等研修について定めた研修実施要綱）に基づき、またはこれと同程度以上

のものを実施すること。

（5）実地研修修了証の交付

省令第26条の3第2項第2号のロは、介護福祉士が修了すべき実地研修が行為別となつ



ており、同項第1号のとおり介護福祉士は実地研修を修了したものに限り喀痰吸引等を行

うことができることから、これを証明することにより安全を確保するものであること。

（6）帳簿の作成及び保管

省令第26条の3第2項第2号のハは、実地研修の修了状況の管理について当該研修の実

施主体である登録喀痰吸引等事業者の責務として位置づけたものであること。

なお、登録喀痰吸引等事業者が喀痰吸引等業務を廃止した場合には、当該事業者が作成

した帳簿の保管は登録を行った都道府県において管理すること。

（7）介護福祉士の実地研修の都道府県知事への報告

省令第26条の3第2項第2号の二では、実地研修修了証の交付状況について、定期的に

都道府県知事に報告することとされているが、これは登録喀痰吸引等事業者に対し指導監

督権限を有する都道府県において、法第48条の5に定める登録基準と同様に、従事者で

　ある介護福祉士の実施できる喀痰吸引等の範囲について個別に把握を行うことが、安全か

つ適切な実施のために必要な条件として定めたものであることから、少なくとも年1回以

上報告させること。

　また、都道府県への報告如何に関わらず、通常、施設及び事業所等の人員管理状況が月

次で行われていること等を鑑み、実地研修修了証の交付状況については歴月を単位として

管理すること。

（8）安全委員会の設置、研修体制の整備その他の安全体制の確保

省令第26条の3第2項第3号は、喀痰吸引等の実施について医療関係者等との連携の下で

　の安全確保体制を整備し、常時、適切な喀痰吸引等の業務が行われることを定めたもので

あること。

（9）施設・在宅における安全確保体制

省令第26条の3第2項第3号に規定する医師又は看護職員を含む者で構成される安全委

　員会の設置については、施設の場合においては施設長をはじめ、医師又は看護職員等の医

療関係者、喀痰吸引等業務従事者を含む介護関係者から構成される安全委員会の設置を、

在宅の場合においては、喀痰吸引等業務従事者及び当該事業者の従事する事業所の管理責

任者、当該事業所の関与する喀痰吸引等対象者に関わる全ての訪問看護事業所等の看護職

　員、主治の医師等から構成される連携体制における定例会議（喀痰吸引等関係者会議）等

のいずれも多職種から構成される場を設けること。

　　なお、既存の委員会等（例えば施設の場合においては、感染予防委員会、事故発生防止

　委員会等の委員会組織など、在宅の場合においては、当該登録喀痰吸引等事業者が定例的



に参画しているサービス担当者会議など）が設置運営されている場合において、満たすべ

き構成員等が確保されており、下記（10）に示す所掌内容について実施が可能な場合におい

ては、当該体制の活用により安全確保体制を構築しても差し支えないこと。

（10）安全確保体制における具体的取組内容

安全委員会又は喀痰吸引等関係者会議（以下、r安全委員会等」という。）においては、以

下について取り決めを行うこと。

　　・当該委員会又は喀痰吸引等関係者会議の設置規程に関すること。

　　・当該事業所の喀痰吸引等業務の実施規程に関すること。

　　・当該事業所の喀痰吸引等業務の実施方針・実施計画に関すること。

　　・当該事業所の喀痰吸引等業務の実施状況・進捗状況の把握に関すること。

　　・当該事業所の喀痰吸引等業務従事者等の教育等に関すること。

　　・その他、当該事業所の喀痰吸引等業務の実施に関して必要な事項に関すること。

（11）安全委員会等の運用上の留意事項

安全委員会等の運用においては、以下の点に留意すること。

　　・安全委員会等の管理及び運用を司る責任体制を明確にすること。

　　・安全体制の確保を重視し適切かつ迅速な運用対応が行われるよう調整連絡を行う役割

　　　を明確に設けること。

　　・新規対象者に対しても適切な喀痰吸引等の提供体制が速やかに構築できるよう、委員

　　　等の構成について臨機応変な対応がとれるよう留意すること。

　　・安全委員会等の構築にあたっては、その構成員が所属する機関の設置運営法人、地域

　　　の関係者、行政機関等についても、適宜、協力及び連携が図られるよう努めること。

（12）研修体制の整備その他の安全確保

喀痰吸引等の提供については、安全確保を徹底して行う必要があることからも、喀痰吸引

等業務従事者が介護福祉士であるか否かに関わらず、各登録喀痰吸引等事業者の業務に応

　じた実践的な研修（いわゆるO　J　T研修等）の実施や、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積及

び分析を行うことは有効であることから、そのための体制整備を行うこと。

　加えて、登録喀痰吸引等事業者においては、喀痰吸引等の提供について賠償すべき事態

において速やかに賠償を行うため、当該事業所において実施している喀痰吸引等について

も対象となる損害賠償保険制度に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい

こと。
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（13）備品等の確保

省令第26条の3第2項第4号のそれぞれの事業所において確保すべき備品等としての喀

痰吸引等に必要な機械器具等の品名及び数量等については、下記の「登録喀痰吸引等事業

者が備えておくべき備品等一覧」により、当該事業所等において行われる喀痰吸引等の提

供業務に必要な備品を整備すること。

「登録喀痰吸引等事業者が備えておくべき備品等一覧」

品名 数量 備考

吸弓1装置一式 適当数

経管栄養用具一式 適当数

処置台又はワゴン 適当数 代替機能を有する床頭台等でも可。

心肺蘇生訓練用器材一式 適当数

　なお、同一の登録喀痰吸引等事業者が同一敷地内にある複数事業所において喀痰吸引等

業務を行う場合には、事業所毎の喀痰吸引等に支障がない場合は、備品等の併用ができる

ものとする。また、喀痰吸弓1等業務の提供を受ける者が必要な備品等を所有している場合

にはこの限りではない。

（14）衛生的な管理及び感染症予防措置

省令第26条の3第2項第5号については、同項第4号の備品等についての衛生管理に努

めることのほか、喀痰吸引等業務従事者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに事業所の

設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものであることから、特に感

染症の発生を防止するための措置として、登録喀痰吸引等事業者は対象者間の感染予防及

び喀痰吸引等業務従事者が感染源となることを予防するため、消毒・滅菌の徹底、必要に

　応じて使い捨て機材の活用を図るほか、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を

　備えるなど対策を講じる必要があるとともに、必要に応じて保健所の助言、指導を求める

　とともに、常に密接な連携を保つこと。

（15）対象者又はその家族等への説明と同意

省令第26条の3第2項第6号については、喀痰吸引等計画書の内容として記載されてい

る医師の指示、具体的な喀痰吸引等の手順、具体的な緊急時の対応手順などについて、対

象者及びその家族に理解しやすい方法で説明を行い、十分な安全確保が図られている中で

実施されていることについて、対象者の理解、同意を得た上で実施すること。

（16）秘密の保持

省令第26条の3第2項第7号については、登録喀痰吸引等事業者に対して、過去に当該

1
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事業所の従業者であった喀痰吸引等業務従事者が、その業務上知り得た対象者又はその家

族等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体

的には、登録喀痰吸引等事業者は、当該事業所の喀痰吸引等業務従事者でなくなった後に

おいてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約締結時等に取り決めるなど

の措置を講ずべきこと。

　また、介護福祉士においては、法第46条においても守秘義務が課せられているので、

登録喀痰吸引等事業者は従事者である介護福祉士に対しその旨についての周知等を徹底

すること。

（17）公示

都道府県知事は、登録喀痰吸引等事業者の登録等を行った場合、法第48条の8において

公示が義務づけられているところであるが、公示に関する事務手続きなどその運用におい

ては適切かつ速やかに行う体制を構築するとともに、公示した場合には、当該喀痰吸引等

の提供の対象者等をはじめとした関係者・関係団体への周知についても留意すること。

第4　認定特定行為業務従事者の認

1　特定行為

省令附則第4条は、法附則第3条の規定により、当分の間、介護の業務に従事する者であ

って喀痰吸引等研修を修了した者については、都道府県知事の認定証の交付をもって研修

を修了した喀痰吸引等の行為につき特定行為（法附則第3条第1項に規定する特定行為を

いう。以下同じ。）として行うことが可能であるが、この特定行為の実施に必要な研修の

課程について、省令第1条各号に掲げるすべての行為が可能な類型のr第1号研修」、同

条第3号の気管カニューレ内部の喀痰吸引と第5号の経鼻経管栄養を除いた類型のr第2

号研修」、重度障害児・者等特定の利用者への実施を前提とした類型の「第3号研修」の

三区分を定めたものであること。

2　認定特定行為業務従事者認定証の交付申請

省令附則第5条第3号のその他必要な事項は、喀痰吸引等研修を修了した都道府県または

登録研修機関（法附則第4条第2項に規定する登録研修機関をいう。以下同じ。）の名称

及び所在地とするものであること。

3　認定特定行為業務従事者認定証の管理

法附則第4条に基づき交付した認定特定行為業務従事者認定証については、省令附則第5

条各号のほか、法附則第4条第3項及び第4項に関する確認欄等を含めたr認定特定行為
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業務従事者認定証登録簿」を作成し都道府県において管理を行うこと。

4　認定証の記載事項

省令附則第6条第2号については、第1条各号に定める行為のうち実地研修まで修了した

特定行為ごとに記載するものであること。

　　また同条第3号のその他必要な事項は、認定特定行為業務従事者の登録番号とするもの

であること。

5　都道府県知事による認定

法附則第4条第2項の都道府県知事が行う認定については、介護の業務に従事する者に対

　して認定特定行為業務従事者となるために必要な知識及び技能が修得されているか否か

について喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類をもって確認することを要するも

のであること。

6　変更の届出

省令附則第7条は、附則第5条に掲げる事項については同条第2号に規定する喀痰吸引等

研修を修了した特定行為を実施する前に届出が必要であることを規定したものであるこ

　と。

7　研修の委託

喀痰吸引等研修については、省令の別表第1から第3までの基本研修及び実地研修のそれ

ぞれについて、適切な事業運営が確保できると認められる研修実施機関に委託ができるも

のであること。

　なお、都道府県が自ら実施する場合、登録研修機関において実施する場合に関わらず、

喀痰吸引等研修の全部又は一部（登録研修機関の場合は一部）を研修実施機関に委託する

場合は、文書による委託契約を行うとともに、当該喀痰吸引等研修を受託した研修実施機

関において、法令に規定する事項について遵守が保たれるよう留意すること。

8　認定証交付事務の委託

都道府県は、法附則第5条第1項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事

務の委託について、政令附則第5条及び省令附則第9条に定めるもののほか、以下の点を

留意し行うものとすること。

・委託を行った登録研修機関においても認定特定行為業務従事者認定証管理簿の作成及び

管理を行わせるとともに、適宜、突合等を行うことにより双方における適正な管理事務

の確保を図ること。
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・法附則第4条第4項及び政令附則第4条に規定している複数都道府県間における認定特

定行為業務従事者認定証の返納等の事務が発生した場合についての取り決めを行って

おくこと。

第5　登録研修機

1．登録申請・登録基準

（1）登録研修機関の登録申請

省令附則第10条第1項は、登録研修機関の登録申請に必要な申請事項を、省令附則第10

条第2項は、登録申請に必要な添付書類について規定したものであること。

　　このうち、同条第1項第4号に規定する喀痰吸引等研修の内容については、省令附則第

4条に定める喀痰吸引等研修の課程及び課程ごとの研修実施予定人数等が含まれるもので

あること。

（2）実務に関する科目

法附則第8条第1項第2号及び省令附則第11条第1項においては、喀痰吸引等の実務に

関する科目については、医師、保健師、助産師又は看護師が講師として研修の業務に従事

することを規定しているが、この実務に関する科目は、省令別表第1及び第2においては、

第1号の基本研修①講義のうち、科目r人間と社会』及び科目r保健医療制度とチーム医療』

　を除く全ての科目を、別表第3においては、第1号の基本研修のうち、科目r重度障害児・

者等の地域生活等に関する講義』を除く全ての科目を指すものであること。

　なお、科目「人間と社会』及び「保健医療制度とチーム医療」並びに「重度障害児・者等

の地域生活等に関する講義」については、当該科目について相当の学識経験を有する者を

講師として差し支えないこと。

（3）喀痰吸引等研修の講師

省令附則第11条第1項については、喀痰吸引等が医行為であるから、当該喀痰吸引等研

修のうち実務に関する科目についての講師を医療従事者に限定して位置づけたものであ

　ること。

　なお、准看講師及び介護等の業務に従事した経験を有する介護福祉士等（喀痰吸引等業

務を行った経験を有する者に限る。）が、講師の指示の下で講師補助者として喀痰吸引等

研修に携わることは可能であること。（第3号研修に限る。）
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また、以下の指導者向け研修を修了した者が、研修課程に応じて講師を行うことが望ま

しいこと。

O省令別表第1及び第2の課程による喀痰吸引等研修

・平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等

の試行事業（不特定多数の者対象）」における指導者講習（平成22年度老人保健健康増

進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事

業」）を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師

・平成23年度に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（指導者講習）

の開催について」（平成23年8月24日　老発0824第1号老健局長通知）による指導者

講習を修了した、医師、保健師、助産師及び看護師及び上記指導者講習と同等の内容の

講習として都道府県において実施された講習等を修了した、医師、保健師、助産師及び

看護師

・r実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について」（平成23年10月28

日社援発1028第3号厚生労働省社会・援護局長通知）に定める医療的ケア教員講習会

を修了した医師、保健師、助産師及び看護師

O省令別表第3の課程による喀痰吸引等研修

・「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための指導者養成事業（特定の者対象）につい

て」（平成23年9月14目障発0914第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知）に定める指導者養成事業を修了した医師、保健師、助産師及び看護師並びにこれに

相当する知識及び技能を有すると認められる医師、保健師、助産師及び看護師

（4）喀痰吸引等研修の講師の数

省令附則第11条第2項第1号については、喀痰吸引等研修の実施においては、受講者数

　の規模に応じて適切な規模での研修体制を整備し、受講者の教育の機会を確保できるよう

必要な講師数を確保することを定めたものであること。

（5）喀痰吸引等研修の設備

省令附則第11条第2項第2号の研修に必要な機械器具、模型等の品名及び数量等につい

　ては、下記の「登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」を参照とすること。
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r登録研修機関が備えておくべき備品等一覧」

品名 数量 備考

吸引装置一式 適当数

経管栄養用具一式 適当数

処置台又はワゴン 適当数 代替機能を有する床頭台等でも可。

吸引訓練モデル 適当数

経管栄養訓練モデル 適当数

心肺蘇生訓練用器材一式 適当数

人体解剖模型 1 全身模型とし、分解数は問わない。

i第3号研修のみを実施する登録研修

@関を除く。）

また、備品等の管理にあたっては、感染症予防等の衛生上の管理に配慮すること。

（6）喀痰吸引等研修の経理的基礎

省令附則第11条第2項第3号については、経理の基礎として以下の事項について留意す

　ること。

　・当該喀痰吸引等研修の経理が他と区分して整理されていること。

　・会計帳簿、決算書類等収支状況を明らかにする書類が整備されていること。

　・料金については適当な額とすること。

　・料金の収納方法についても受講者へ配慮した取扱いとするとともに、不当な金額を徴収

　　しないこと。

（7）講師に関する書類の整備

省令附則第11条第2項第4号の書類整備に際しては、演習において指導にあたる講師、

実地研修において指導にあたる講師がわかるように整理しておくこと。

（8）研修修了者の帳簿管理

省令附則第11条第2項第5号の喀痰吸引等研修に関する帳簿（研修修了者一覧表）につ

　いては、研修修了状況を管理するとともに、基本研修のうち講義、演習の各段階における

修了状況についても、当該研修修了者一覧表において管理を行うこと。

（9）都道府県知事への報告

省令附則第11条第2項第6号において、登録研修機関は当該喀痰吸引等研修の課程ごと

の研修修了者一覧表を、定期的に都道府県知事に提出することとしているが、各都道府県

　は、研修修了後、研修修了者に対し認定特定行為業務従事者としての認定を行う必要があ

　ることから、登録研修機関には適切かつ速やかに提出を行わせること。
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　なお、具体的な提出期限等については、各都道府県と登録研修機関において調整の上、

取り決めて差し支えないが、少なくとも年1回以上とされたい。

（10）研修機関登録簿

省令附則第12条については、同一の申請者より、喀痰吸引等研修の課程について複数の

登録申請が行われることもあることから、研修課程区分を設けて登録研修機関登録簿に記

載すること。

　なお、登録研修機関が喀痰吸引等研修の業務を廃止した際には、当該登録研修機関で作

成した帳簿等の管理は登録を行った都道府県において管理すること。

2．喀痰吸引等研修の実施

（1）研修課程の下限

省令附則第13条第1項第1号において、喀痰吸引等研修については、課程に応じてそれぞ

れイからハに掲げる内容以上のものを行うこととされているが、都道府県又は登録研修機

関において、当該規定の内容以上の基準を設けて喀痰吸引等研修を行う場合には、省令附

則第14条第6号に定める業務規程に位置づけるとともに、受講者への周知等、適切な業

務実施を行うこと。

　なお、演習及び実地研修において、人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引を行う場合は、

当該規定の内容以上の基準に該当するものとして、同表に定める科目とは別途に行うこと。

（2）研修段階毎の修得審査

省令附則第13条第2号において、喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修ついて

は段階毎に、適切にその修得程度を審査することとされているが、修得審査を行う段階及

び段階毎の修得程度の審査の方法については、以下のとおりであること。

①省令附則第13条第1号イ及びロについては、基本研修の（1）講義修了段階、（2）演習修

　了段階、（3）実地研修の修了段階の三段階とし、講義については筆記試験の実施により

　知識の定着を確認し、演習及び実地研修については評価の実施により技能の修得の確

　認を行うものとすること。

②同号ハについては、（1）基本研修（講義及び演習）の修了段階、（2）実地研修の修了段

　階の二段階とし、講義については筆記試験の実施により知識の定着を確認し、演習及

　び実地研修については評価の実施により技能の修得の確認を行うものとすること。
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　なお、具体的な喀痰吸引等研修の実施方法、修得程度の審査方法等については、別途通

知する研修実施要綱に基づき実施すること。

（3）研修修了証明書の交付

省令附則第13条第3号に定める喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類については、

都道府県知事又は登録研修機関の長名により、研修修了者に対し修了証明の交付を行うも

のとすること。

（4）研修の一部履修免除

省令附則第13条の喀痰吸引等研修の課程については、当該喀痰吸引等研修以外の喀痰吸

　引等に関する研修等の受講履歴その他受講者の有する知識及び経験を勘案した結果、相当

の水準に達していると認められる場合には、当該喀痰吸引等研修の一部を履修したものと

　して取り扱うこととし、以下に定める者の場合には、以下の履修の範囲とすること。

○第1号研修及び第2号研修

・法第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定に基づく養成施設若しく

は学校又は同項第4号の規定に基づく高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケ

ア（実地研修を除く）の科目を履修した者

　（履修の範囲）基本研修

・法第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定に基づく養成施設若しく

は学校又は同項第4号の規定に基づく高等学校若しくは中等教育学校において医療的ケ

ア（実地研修を含む）の科目を履修した者

　（履修の範囲）基本研修及び実地研修

・r特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」（平成22年4月1日医政

発第0401第17号　厚生労働省医政局長通知）に基づくたんの吸引等を適切に行うため

に必要な知識及ぴ技術に関する研修を修了した者

　（履修の範囲）基本研修の演習のうち「ロ腔内の喀痰吸引」及び実地研修のうち「ロ腔

　　　　　　　内の喀痰吸引』

・平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施されたr介護職員によるたんの吸引等

の試行事業（不特定多数の者対象）」の研修（平成22年度老人保健健康増進等事業「介

護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」）を修了

した者
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（履修の範囲）基本研修（講義）、基本研修（演習）及び実地研修（上記研修において実

　　　　　　地研修を修了した行為に限る）

・「「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施につい

て」（平成23年10月6日老発第1006号第1号　厚生労働省老健局長通知）に基づく研

修を修了した者

　（履修の範囲）基本研修（講義）　（筆記試験に合格した者に限る）、基本研修（演習）

　　　　　　　及び実地研修（上記研修において修了した行為に限る）

O第3号研修

・平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員等によるたんの吸引

等の実施のための試行事業（特定の者対象）」の研修修了者

　（履修の範囲）基本研修

・「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（特定の者対象）

の実施について」（平成23年11月11目障発1111第2号　厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知）

　（履修の範囲）基本研修

・rA　L　S（筋萎縮性側索硬化症）患者の在宅療養の支援について』（平成15年7月17日

医政発第0717001号厚生労働省医政局長通知）に基づくたんの吸引の実施者

　（履修の範囲）基本研修の「喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援

　　　　　　　に関する講義』及び「緊急時の対応及び危険防止に関する講義」のうち

　　　　　　　の喀痰吸引に関する部分並びに「喀痰吸引等に関する演習」のうちの通

　　　　　　　知に基づき実施している行為に関する部分

・「在宅におけるA　L　S以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」（平

成17年3月24日医政発第0324006号　厚生労働省医政局長通知）に基づくたんの吸引

の実施者

　（履修の範囲）基本研修の「喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援

　　　　　　　に関する講義」及び「緊急時の対応及び危険防止に関する講義」のうち

　　　　　　　の喀痰吸引に関する部分並びに「喀痰吸引等に関する演習」のうちの通

　　　　　　　知に基づき実施している行為に関する部分

・r盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて』（平成16年10月20日医政

発第1020008号厚生労働省医政局長通知）に基づくたんの吸引等の実施者
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（履修の範囲）基本研修（気管カニューレ内部の喀痰吸引に関する部分を除く。）

（5）実地研修の実施先

省令別表に定める喀痰吸引等研修の課程のうち、実地研修の実施先については、法附則第

8条に定める要件・省令附則第11条に定める実地研修に係る要件を満たす必要がある。

　登録研修機関については、登録喀痰吸引等事業者について病院及び診療所を対象外とす

　る法第48条の5第1項第3号及び省令第26条の3第3項に相当する規定はないが、実地

研修は登録喀痰吸引等事業者となる事業所、施設等で行うことが望ましく、医療機関にお

　いて実地研修を実施する場合でも、対象者の状態が比較的安定している介護療養病床や重

症心身障害児施設等において研修を行うことが適当であること。

3．業務規程

（1）業務規程

法附則第12条第1項に規定する業務規程（以下r業務規程」という。）については、当該

登録研修機関内への掲示、当該登録研修機関で実施される喀痰吸引等研修の受講希望者等

への提示など、必要に応じて適宜提示及び説明を行うことができるように努めなければな

　らないこと。

（2）業務規程で定める事項

省令附則第14条第6号のその他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項は、以下の事項

　とすること。なお、登録研修機関における喀痰吸引等研修は、実施事業者に所属する職員

以外にも、受講希望者を受け入れるものであることから、実施案内や受講資格、研修費用、

評価方法等に関する定めについては、その公平性に留意すること。

　　・開講目的

　　・研修事業の名称

　　・実施する研修課程

　　・研修講師氏名一覧

　　・実地研修実施先一覧（施設等であって事前登録が可能な場合に限る。）

　　・研修修了の認定方法

　　・受講資格

4．公示

都道府県知事は、登録研修機関の登録等を行った場合、法附則第17条において公示が義

務づけられているところであるが、公示に関する事務手続きなどその運用においては適切

かつ速やかに行う体制を構築するとともに、公示した場合には、関係者・関係団体等への
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周知についても留意すること。

第6　認定特定行為業務従事者に対する処

認定特定行為業務従事者に対する業務停止命令及び認定特定行為業務従事者認定証返納

処分については、法附則第4条第4項及び政令附則第4条において規定しているところで

あるが、当該事務は複数の都道府県知事間において、適切かつ速やかな処理を行う必要が

あることからも、以下の点に留意し行うこと。

1　各都道府県においては、法附則第4条第3項及び第4項に関する確認欄等を含めた認定

特定行為業務従事者認定証登録簿を作成し保管を行うこととし、本規定により処分等の対

象となった認定特定行為業務従事者に関する事項については、処分等の後においても引き

続き登録簿上の管理を行うこと。

2　法附則第4条第3項及び第4項のいわゆる欠格事由に該当する恐れのある事実の発覚及

びその旨の情報把握等を行った場合、情報提供者等を含む関係機関等との連携、調整によ

　り事実の確認に努めること。

3　政令附則第4条第2項もしくは第3項により通知を受けた都道府県知事は、速やかに当

該認定特定行為業務従事者に対し、認定特定行為業務従事者認定証の返納命令を行うとと

　もに、通知を行った都道府県知事に対しても情報提供を行うこと。また、当該認定特定行

為業務従事者より認定特定行為業務従事者認定証の変更があった場合についても、その旨

の情報提供を行うこと。

4　あわせて、当該事務において連携、調整を行うべき関係機関等には厚生労働省も含まれ

　ることから、上記の情報提供等については厚生労働省に対しても行うこと。

第7　都道府県知事による指導監

法第48条の9及び法附則第18条に基づく登録喀痰吸引等事業者及び登録研修機関に対す

る都道府県知事による指導監督については、喀痰吸引等の制度の健全かつ適正な運営の確

保を図るため、法令等に基づく適正な事業実施に努めさせるよう行われること。

　なお、当該指導監督業務の実施に関しては、介護保険法に基づき都道府県、指定都市、

中核市及び市町村が行う介護保険事業者指導及び業務管理体制確認検査の担当部署や、障
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害者自立支援法に基づき都道府県、指定都市、中核市及び市町村が行う障害自立支援業務

実地指導の担当部署のほか、医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づき

都道府県が行う指導監査の担当部署や、医療法に基づき都道府県等が行う医療監視の担当

部署とも連携の上、その円滑かつ効率的な実施に努められたい。

第8　経過措

1．改正省令附則第2条について

（1）平成24年4月1日から平成27年3月31日までの介護福祉士に関する取扱い

改正省令附則第2条第1項は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間にお

　いて、介護福祉士は、認定特定行為業務従事者として、特定行為を行うことを業とするこ

　とができることを規定したものであること。

　　したがって、省令第1条、第9条、第24条の2、第26条、第26条の2及び第26条の

3の規定は、平成27年3月31日までは適用されないものであること（改正省令附則第2

条第3項）。

（2）平成27年3月31日までの間において介護福祉士が実施可能な行為

平成27年3月31日までの間において、介護福祉士は認定特定行為業務従事者として特定

行為を行うものであるから、その実施可能な行為は、改正省令附則第2条第2項各号に掲

　げる行為のうち、喀痰吸引等研修の課程を修了した特定行為とするものであること。

2．改正省令附則第3条について

（1）対象者等

改正省令附則第3条第1項の対象者及び実施可能な行為は以下の通りであること。

①対象者

　以下のいずれかに該当する者であること（改正法附則第13条第1項）。

　・平成27年4月1日において介護福祉士の登録を受けている者

　・平成27年4月1日において介護福祉士となる資格を有する者であって同日以後に介護

　　福祉士の登録を受けたもの

②実施可能な範囲

以下のとおりであること。

イ）改正法附則第13条第3項の指定研修課程を修了し、平成27年4月1日から平成37
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　　年3月31日までの間に厚生労働大臣に申請を行った場合には、同条第5項の特定登

　　録証の交付を受け、省令第1条の医師の指示の下に行われる行為を業とすることが可

　　能であること（改正法附則第13条第2項）。

ロ）喀痰吸引等研修を受講し、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合には、

　　認定特定行為業務従事者として特定行為を行うことを業とすることが可能であるこ

　　と（改正法附則第13条第8項）。

3．改正省令附則第4条について

（1）対象者等

　　改正省令附則第4条第1項の対象者及び当該対象者が実施可能な行為は以下の通りであ

　　ること。

①対象者
　以下のいずれかに該当する者であること（改正法附則第14条第1項）。

　・平成24年4月1日において特定行為を適切に行う知識及び技能の修得を終えている者

　・平成24年4月1日において特定行為を適切に行う知識及び技能を修得中であり、同日

　　後に修得を終えた者

②実施可能な行為

　喀痰吸引等研修の課程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する旨の都道府県知

　事の認定を受け、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた場合には、認定特定行

　為業務従事者として改正省令附則第4条第2項の医師の下に行われる行為を業とするこ

　とが可能であること（改正法附則第14条第3項）。

（2）具体的な経過措置対象の範囲

改正省令附則第4条第1項に定める対象考及び同条第3項に定める行為の具体的な範囲に

　ついては、以下のとおりであること。

O　rA　LS（筋萎縮性側索硬化症）患者の在宅療養の支援について（平成15年7月17日

　医政発第0717001号厚生労働省医政局長通知）に基づき、平成24年4月1日におい

　てたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適切に行う知識及び

　技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引

。　r盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて（平成16年10月20日医

　政発第1020008号　厚生労働省医政局長通知）に基づき、平成24年4月1日において

　現にたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を適切に行う知
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識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引及び経管栄養（気

管カニューレ内部の喀痰吸引を除く。）

O「在宅におけるA　L　S以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」

　（平成17年3月24日医政発第0324006号厚生労働省医政局長通知）に基づき、平成

　24年4月1日においてたんの吸引の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引を適

　切に行う知識及び技能を修得中であり、同日後に修得を終えた者による喀痰吸引

○「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」（平成22年4月1日医

　政発第0401第17号　厚生労働省医政局長通知）に基づき、必要な研修を修了し平成24

　年4月1日においてたんの吸引等の業務に従事する者又は同日においてたんの吸引等を

　適切に行うために必要な知識及び技能に関する研修を受講中であり、同日後に修了した

　者による喀痰吸引及び胃ろうによる経管栄養（チューブ接続及び注入開始を除く。）

○平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施されたr介護職員によるたんの吸引等

　の試行事業（不特定多数の者対象）」の研修（平成22年度老人保健健康増進等事業「介

　護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」）につい

　て、基本研修及び実地研修を修了した行為

。　rr平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施につい

　て」（平成23年10月6日老発第1006第1号　厚生労働省老健局長通知）に基づく研修

　について、基本研修及び実地研修を修了した行為

O平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等

　の試行事業（特定の者対象）」の研修（平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員

　によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」）について、基

　本研修及び実地研修を修了した行為

。　r平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業（特定の者対象）

　の実施について」（平成23年11月11日障発1111第2号厚生労働省社会・援護局障

　害保健福祉部長通知）に基づく研修について、基本研修及び実地研修を修了した行為

（3）申請に添付する書類

　　改正省令附則第4条第1項第2号及び第3号に定める書類については、以下のとおりで

　　あること。

　　　・第2号：認定を受けようとする者本人の誓約書及び第三者による証明書

　　　・第3号：実施状況確認書
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（4）認定特定行為業務従事者認定証の管理

改正法附則第14条第2項に基づき交付した認定特定行為業務従事者認定証については、

省令附則第6条各号及び改正省令附則第4条第1項各号のほか、法附則第4条第3項及び

第4項に関する確認欄等を含めた「認定特定行為業務従事者認定証登録簿（改正法附則第

　14条関係）」を作成し保管を行うこと。

第9　その

（1）登録特定行為事業者に関する特例

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に法附則第20条第1項の登録を受けた

登録特定行為事業者のうち、平成27年4月1日において介護福祉士以外の介護従事者を使用

することなく、喀痰吸引等の業務を行っている場合は、改めて法第48条の3第1項の都道府

県知事の登録（登録喀痰吸引等事業者としての登録）を受ける必要はないものとすること。

（2）喀痰吸引等登録実施状況の報告

都道府県は、登録喀痰吸弓1等事業者数（登録特定行為事業者数）、登録研修機関数及び喀

吸引等研修課程数、認定特定行為業務従事者認定証の交付件数等について、毎年4月1日

現在の状況について、毎年5月31日までに、別途通知する都道府県喀痰吸引等実施状況

報告書により厚生労働省社会・援護局福祉基盤課宛に報告を行うこと。

　　なお、事故や違法行為発生時など緊急性の高い事案に関する情報提供についてはこの限

　りではないこと。

（3）実質的違法性阻却通知の取扱い

　介護職員等による喀痰吸引等の実施については、第8の3一（2）「具体的な経過措置対

象の範囲」に示す厚生労働省医政局長通知により、当面のやむを得ない措置として、在宅、

特別養護老人ホーム及び特別支援学校において一定の要件の下に認めるものと取り扱ってい

るが、当該通知について、新制度施行後に、その普及・定着の状況を勘案し、特段の事情が

ある場合を除いて原則として廃止する予定であること。

※なお、法の規定に基づくr社会福祉士及び介護福祉士法施行令（昭和62年政令第402号）

　の公布時期は、11月下旬を予定しており、この通知に示す同施行令の条数は、暫定のもの

　である旨、合わせて申し添える。
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